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第１５日目（９月１８日） 

○議 長 （阿部久夫君） おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開します。 

○議 長 ただいまの出席議員数は２６名であります。直ちに本日の会議を開きます。 

なお、病院事業管理者から公務のため欠席、大和病院事務部長から公務のため欠席、議会事 

務局長から入院のため欠席の届が出ておりますので、これを許します。 

（午前９時３０分） 

○議 長 本日の日程は一般会計決算審議とし、一般会計決算審議を続行いたします。 

第８８号議案、平成２３年度 南魚沼市一般会計決算認定についての歳出の審議を続行いた 

します。 

○議 長 商工費に対する質疑を行います。 

○中沢一博君 おはようございます。よろしくお願いいたします。最初に２２２ページの中 

小企業の融資制度のほうでまず１点お聞かせいただきたいと思います。地方産業育成資金のほ 

うの部分で予算計上しておりますけれども、かなり減であったという状況で報告がありました。 

この状況の分析をどういうふうに見ているかということでありますけれども、経済的にかなり 

改善されてきているというふうに見られるのか、それとも逆に借りてもなかなか返せる体力が 

ないから実際借りていないのか。その点の状況をお聞かせいただきたいと思っております。 

もう１点でございますけれども、２３０ページのこの雪国観光圏の事業の件でお伺いさせて 

いただきたいと思います。今やはりこの魚沼エリアという部分は、私はかなり前からも雪国圏 

ということで大きく捉えておりますし、また県外から来る方もやはりエリアという考え方を持 

っているかと思います。そういう面で昨日終わりました十日町の大地の芸術祭、当初はどうな 

るかという形で出発しましたけれども、年々して今大盛況のうちに昨日は幕を閉じました。そ 

ういう部分でエリアという観点で予算というか、携わりをどういうふうにしていくかというこ 

とのこの考え方ですね、このエリアの考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

どういうことであるかと言いますと、例えば予算の考え方ですけれども、平成２２年度は１ 

８４万円の執行でございました。今年度は２７万円でしょうか、部分であります。少なくなっ 

ております。そしてまた２４年度の予算計上は逆にまた多く２００何万円ですかね、計上され 

ております。このどういうふうな形でこのような予算が少なくなっているのか。また、先ほど 

言ったように計上的な考え方、この点をお聞かせいただきたいと思います。 

○産業振興部長 お答えいたします。産業育成資金でございますが、こちらについては昨年 

それからその前と信用補償料の補給金のほうを１００パーセント支援をするというようなこと 

で、昨年も５７件ほど借りておりますので、ある程度その行きわたったのではないのかなとい 

うふうに感じております。その体力的な部分ということで当然返済もしなくてはならないわけ 

ですので、そこら辺については、企業者さんも考えながら資金を借りているのだろうというふ 

うに考えております。 

それから、雪国観光圏の魚沼エリアの考え方ですが、魚沼エリアといいますと、コシヒカリ 

の場合は小千谷も入るわけですが、この観光圏については、魚沼市それから津南町それから十
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日町、あとは湯沢町、県境を越えまして栄村それから水上町ということでそのエリアでござい 

ますが、大地の芸術祭も含めましていろんな形でこの地域の雪国というそういう部分をアピー 

ルするというような部分で、この魚沼エリアということで考えております。それから、負担金 

の補助金の少なくなった部分でございますが、これは補助金といいますか、雪国観光圏自体の 

南魚沼市に対する負担金が減ったということではございませんで、２７万円の不足分につきま 

しては、広域の基金のほうから支出をしておりますので、このような形で２３年度は少なくな 

っております。 

それで、これについて同じ市のお金を使うに当たって、２か所から出るというのも非常にこ 

の決算等でわかりづらいということで、平成２４年度から一本化をしたということでございま 

す。それで、市の負担金ですが、２３年度は１６２万円来ておりまして、この２７万円がこち 

らのほうで支出をさせていただいて、残りの１３５万円がそのふるさと基金のほうから支出さ 

れております。以上です。 

○中沢一博君 では、中小企業の育成、資金の件でもう１回、どう分析しているのかという 

ことをお聞かせいただきたい。例えば土木建設関係は見てもかなり今状況が良くなって、正直 

言って仕事がなかなか追いつかないといういい傾向になっていると思います。農業関係に関し 

てもやはり税収が上がっているという、そういう報告もいただいております。基幹産業である 

観光に関して、私はどうも状況的な分析というものをどう打っていくかということが、今一歩 

見えないわけでありますけれども、その点ちょっとお聞かせをお願いしたいと思います。 

それと先ほどの雪国観光圏の件でございますけれども、わかりました。それで、私は例えば 

これ今行政としてどう関わっているのか、民間との部分があるかと思います。私はなかなか見 

えないのでありますけれども、それをどう進めようとしているのか具体的にお聞かせいただき 

たいと思います。 

○産業振興部長 観光に関する経済波及効果ということですが、ご承知のように大河ドラマ 

のときに非常にピークに達しておりまして、それ以降、横ばいみたいな形で来ております。昨 

年については震災の関係等々でお客さんが減っておるわけです。この経済波及効果につきまし 

ては一応私どもで計算しておりますが、一応２２年に比べて９７.２パーセントということで、 

若干観光の部分については落ち込んでいるのではないかなというふうに考えておりますが、議 

員さんおっしゃったように、土木、建設それから農業のほうに関しては、災害復旧等々の関係 

で経済状況のほうはまあやや好転しているということで考えております。 

それからあと雪国観光圏の行政の関わり方ということですが、この行政については５年間、 

今年までですけれども、この湯沢町が事務局になりまして行政として国の国土交通省の観光圏 

事業というものを立ち上げて、その補助金の事務、それからそういう部分については行政のほ 

うでやっております。それから、広域連携の話といいますか、そういう具体的に何をしようか 

という部分につきましても行政と民間と協力し合って、相談しながらどういう事業をやってい 

こうというようなことで検討して進めております。以上でございます。 

○岡村雅夫君 若干関連しますけれども、２２２ページの融資の問題ですが、当時セイフテ
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ィネットというような言い方をされた資金について。保証金等の問題なのですが、大体民間資 

金で借りていて大変な方が、政府資金に借換えというような形の例がほとんどだったと思うの 

です。それはともかくとしても、その前に要するに緊急経済対策ですから大変な方がいたわけ 

であります。その方々が今度政府資金に移った場合、その後の経過をちょっと知りたいのです 

が。

民間融資を受けていた方々がなかなか大変だ。では、今度は借換えをして低利でもあったわ 

けでありますが、その後返済がかなり大変な人が増えてきているのかどうか。まあ順調にやっ 

ていますよという状況なのか、その辺をひとつ伺っておきたいと思います。 

それから２２６ページ、観光交流拠点事業ということで、今泉の関連で２２６ページ、２２ 

８ページに振興事業費等で合わせて４億６,０００万円くらいの事業がなされて、継続で今年完 

成したわけであります。非常に目的を達成しているというような話で報告を聞いておりますが、 

私が若干そこへ行かれた方々の中から、どれくらいかかったのだという言い方をちょっとされ 

たもので確認のために。この事業でいくと設計料共々で４億６６３万円なのですが、いろいろ 

なまた要望があったり、違った形で一切今回のあのエリアでどれくらいの予算が投入されたの 

かというあたりをひとつお聞きできればありがたいなと思っています。 

○産業振興部長 その資金の関係ですけれども、こちらについては保証協会等もついており 

ますし、返済について滞っているというような話は聞いておりません。 

それからあとその道の駅に関してですが、そのハードの部分については４億円でございます。 

ただ、今年になって運営という部分で緊急雇用等々を使っておりまして、むこうのほうは職員 

が１人、残りは臨時さんというようなことでやっております。そういう部分でのソフト部分と 

いうのはありますが、ハードについてはこれとあと看板等々そういう小さいものがありますが、 

大まかにはこれでございます。以上です。 

○岡村雅夫君 前段の問題ですが、聞くところによると保証協会等で弁済をしなければなら 

ないのが全国的には増えているという話から、これをちょっと話してみたのです。そういった 

傾向はないと、借換えをした方々が順調だ、というような状況であるかというあたりをお聞き 

したかったわけでありますが、もう１回答弁を願います。 

後段については、私は感覚的に５億円近いお金がという話をちらっとしてしまったもので、 

確認したい。なから近いということでオッケーかと思いますが、まあそういうのもひとつ我々 

が伝えながら、そうして今後の繁栄を期待するところですが。以上です。 

○産業振興部長 資金についてはそれこそ銀行の審査等々もありますので、返済については 

滞っているという話は聞いておりません。以上です。 

○桑原圭美君 ２２４ページの下から２番目、消費者生活相談業務委託についてお聞きした 

いと思います。平成２２年の６月に改正貸金業法が施行されて、１人の方の借入れの総量規制 

を収入の３分の１として、多重債務の整理が非常に進んでいるという国の報告を見ました。非 

常にいいなと思っていたのですが、また最近、総量規制以上の借入れができるような融資が、 

今コマーシャルで流れていてちょっとびっくりしているところであります。この月１回の司法
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書士の方の多重債務相談というのは、一体どういうような相談業務になっているのかちょっと 

お聞きしたいと思います。 

○産業振興部長 こちらの消費者相談につきましては、３人の職員が常時２名いるというよ 

うなことのローテーションの中で、常に土日を除いて相談を受けております。その他、議員お 

っしゃったように司法書士の皆さんから月１回ですけれども、多重債務について相談を受けて 

おります。その他に弁護士さんのほうから月１回相談を受けております。その相談内容ですが、 

大体３～４人の方から多重債務についてはご相談がございます。以上です。 

○佐藤 剛君 では２点お伺いしますが。毎回この部分も質問しているところで恐縮なので 

すけれども。２３２ページから２３４ページにかけてですけれども、直江兼続公伝世館管理運 

営費です。昨年の決算のときにも質問いたしました。女子力のアドバイスを受けまして、決算 

時、中身の整備と魅力ある方向に持っていきたいというようなことで答弁がありまして、私も 

そういう方向でできることならということで期待をしているのですけれども。 

ただ、この２３年度の決算を見ますと、収入もまただいぶ減っていますし、そこら辺の取り 

組みがどういうふうなことで１年間経過したのかというところを、昨年の決算の答弁を受けて 

経過したのかというところをお聞きしたいというふうに思います。 

もう１点ですけれども、これは細かに調べていけば多分わかるのですけれども、２２８ペー 

ジから２３０ページにかけてですか、この辺だと思うのです。愛プロ基金があるのですが、歳 

入のほうで基金から２３年度２,５００万円を入れて、いろいろ観光事業を進めてきていると思 

うのですけれども、２,５００万円が多分この辺の事業のどの辺に使用されたのかというところ 

を、かつて説明もあったと思いますけれども、改めてちょっと決算ですので聞いてみたいと思 

います。多分その愛プロ基金もそろそろなくなりつつあるのではないかと思うのですが、今後 

のこの考え方についてもお聞きをしたいと思います。２点お願いします。 

○産業振興部長 直江兼続公伝世館の件でございますが、春に検討会のメンバーを史談会、 

それから女子プロの皆さん等々で組織をしまして、検討を始めております。それについて女子 

プロの皆さんからいろいろ意見を伺っておることについて、一応それぞれ検討して今後どうし 

ていくかという部分について、これからそこら辺を詰めていきたいということです。まだ１回 

ほどしか検討会を開催しておりません。 

それから愛Ｐ関係の資金の関係ですが、去年このサミットに３００万円、それからイベント 

として７００万円、それからシンポジウム、これは自治活性化センターのほうからお金を１０ 

分の１０いただいておるのですが、これが２３０万円、それからグルメのイベントとして１,５ 

００万円ということです。 

ですので、この２,５００万円については２３０万円を除いた部分がこれに当たっております。 

その他に自治活性化センターのほうの２３０万円を投入してコンテンツツーリズムの観光とい 

う部分について推進をしております。以上です。 

○塩谷寿雄君 ２３０ページ、市民スキーリフト券の割引の補助金が出ていますけれども、 

聞いた話によりますと、次の年度、今決算なのですけれども、２４年、２５年に付く今度の予
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算はどんどん減ってくるという話をちょっと聞いていて不安だなと思っています。そこで、市 

長もスキーの観光のことでいろいろそういう場所場所に行ったときに、スキー授業はすごく大 

切なものだということもおっしゃってはいますけれども、実際その金額的な面でそうなってき 

たら、逆行しているのかなと。言っていることと、そこのところにお金が付かないというのは 

逆行しているのかなと思うので、その辺がどうお考えなのかお聞かせください。 

それと兼続公まつりに１４９万円の補助金が出ているのですけれども、六日町まつりの日付 

に戻ったわけですよね、１７、１８、１９ですか。六日町まつり時代は補助金が出ていたのか 

どうかちょっとわからないのですけれども、兼続公まつりになって補助金が出ているのかとい 

うことをお聞かせください。 

それと２３６ページですね。観光の担い手育成ということで２５万円出ているのですけれど 

も、２５万円でどれくらいの担い手の成果が出ているのかということをお聞かせいただきたい 

と思います。 

あと、いただいているこの資料ですけれども、観光振興費で南魚沼市観のほうに運営費で補 

助金が出ています。５款の労働費でも出ていたのですけれども、六日町観光協会のほうにも人 

材とかのやつで補助金が出ていると思うのですが、その他にこの下にほかの観光協会もいろい 

ろこの下の資料には載っていますよね。そういったところが例えば人件費とかという問題を手 

挙げしたときには付くのかなというのが１つと、市観があるのであれば市の出先は１個にして、 

やはりそこからいろいろなところに振っていったほうがわかりがいいのかなと。何かいろいろ 

な公平感を持たすためにそちらのほうがいいのかなと思いますけれども、その点をお聞かせい 

ただきたいと思います。 

○産業振興部長 市民スキーリフト券につきましては、スキー場協議会の皆さんと以前は年 

２回くらいだったのですが、コミュニケーションをもっと取りましょうということで、昨年か 

ら何回かやっております。その中でスキー場側としてみると、リフト券のうちが出す部分が不 

正があって、非常にその取り扱いが難しいというようなことで、今年からその部分については 

止めてもらいたいというようなことで意向がございます。ただ、シーズン券については引き続 

きそれは小中学生のスキーの振興という部分がありますので、協力させていただきたいという 

お返事をいただいております。 

それから兼続公まつりにつきましては、六日町時代から六日町まつりというようなことで補 

助金のほうは出ております。 

それから、担い手育成の２５万円ですが、こちらは県の観光協会のほうから補助金をいただ 

きまして、ガイドの育成ということで中学生のガイド、塩沢中学校さんそれから城内中学校さ 

ん等々でいろいろやっております。そういう部分に係るテキスト代とかそういう部分でこの費 

用でやっておりますので、非常に効果としてはすごく上がっていると思います。 

それから市観以外の観光協会の補助ということですが、六日町観光協会につきましては特産 

品協会を立ち上げていただくということで、緊急雇用のほうを支出をさせていただきました。 

それ以外の観光協会につきましては、人件費の補助とかそういう部分での補助というものはご
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ざいません。ただ、事業をやる、何かをするという部分につきましては、南魚沼市観光事業補 

助金というのがございますので、その選定委員の皆さんから選定をしていただきまして、その 

中で事業をやっていただくという部分は何件かございます。以上でございます。 

○塩谷寿雄君 では、順番を追っていきます。スキーリフト券で不正があるということです 

けれども、いつも世帯で出しているやつで不正があるということですよね。どれくらいあった 

のかというのと、変な話、そのスキー産業を盛り立てていくに、こちらも多分市から話をして 

どうやっていこうかという話合いを何回もしていると思ったり、どういう取り組みでというこ 

とを話していると思うのです。けれども、不正、不正ということでシーズン券などもやはりし 

ぼんできているというか、一般のやつがないというか、学生とかその保護者に限るということ 

になっていますけれども、戦略としていろいろ言っているわけではないですか。一般質問でも 

やっていますし、予算でも言っていますけれども、どういうふうな戦略を持って――毎回、毎 

回同じことばかり、不正、不正と言われていると前向きではないのですよね。 

本当にスキー産業のことを我々議会もそうですし、職員の方もそうだと思うのです。民間が 

やっているスキー場かもしれないですけれども、そことの何かいまいちかみ合いが取れていな 

いのかなと、市長の思いも伝わっていないのかなと思うので、担当部としてしっかりやはりそ 

こをつなげていただいて、予算的にスキー産業が昔のように復活した場合には半端ではないわ 

けです。自然に雪は降ってくるわけですし、そこはやはり願いたいと思っている気持ちは皆が 

あると思うのですよ。やはりそこをするには、ここはしっかりした予算を付けてどういう対応 

をしていくかをしっかり話していかなければならないので、よろしくお願いしたいと思います。 

それとこの兼続公まつりなのですけれども、では六日町まつりというと塩沢まつり、では大 

和のまつりとかいろいろまつりが今度出て、名前的には言うのですけれども、ほかにはさほど 

これほど出ていないと思うのです。その公平感はあったほうがいいのではないかなと思います 

が、いかがお思いですか。 

それと担い手のほうはわかりました。結構です。 

資料の市観のほうに統一したほうがいいのではないかという、人件費とかいろいろ今言った 

ほかの立ち上げとかもわかるのですけれども、ほかの観光協会とかもアイデアがあったりして、 

ではこういうことをやっていきたいとか、逆にこちらが発信していったときに納得すればこう 

いうものは出てくるものなのですかね。これはいいことだということで予算的なもので、市か 

らではなくいい発案をしていったときに、ほかの観光協会もそういうことが出てくるのかどう 

かお聞かせください。 

○市 長 スキーリフト市民割引券につきましては、今までも何度か不正的な部分とい 

うことで指摘をされておりましたが、何とか協力をいただいて運営してまいりました。しかし、 

今般はもう駄目だと。写真まで張り替えてやるという部分も出ている。件数がどうだこうだと 

いうことは、まだ私は伺っておりませんけれども、もうこれはスキー場あるいはリフト、索道 

協会ですか、として協力ができませんということをはっきり今年は言われました。ですので、 

２４年度で盛ってある予算は、そのためにはほぼ使えない。
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そこで、子どもたちにではその予算分を振り向けるかと、小学校あたりにちょっと集中的に 

ですね。と申しますのは、プリンス系のスキー場は今年から小学校１年生だけか・・・（「いや、 

全部」の声あり）プリンス系は小学校全部無料ということだそうであります。ですから苗場も 

八海山も全部無料、小学生は全部無料と。そうなりますと、我々がではその小学生の無料化と 

いう部分をほかのスキー場にも全部適用させられるのか。あるいは金額的にどの程度になるか 

ちょっとわかりませんけれども、要はその市民割引のほうはもうシーズン券の中で対応してい 

ただいて、集中的に子どもたちがスキー場へ行ってもらえるような方向へ切り替えていこうと 

いうことであります。まだその結論は出ておりませんが、これは２４年度部分についてはそう 

いう方向に予算を組み替えるのか流用するのかちょっとあれですけれども、そういう方向に持 

っていこうということで今担当部とは話をしているところであります。 

それからまつりの補助金は、これはなかなか合併前からそれぞれありました。浦佐まつりあ 

るいは毘沙門等については、これは当時大和町時代からいわゆる町からという補助というのは 

一切確か出ていません。六日町はこの昔の六日町まつりとそれから雪まつり、これに対しては 

補助をやっております。塩沢まつりは補助金を出ているのか・・・よくわからないが、雪譜ま 

つりにはちょっと出ています。 

ですので、ばらばらだったものですから、ではこれをすぐどう統一化するといってもなかな 

か簡単ではありませんので、市のメイン的なおまつりについてはやはりある程度補助的な部分 

もやっていかなければならないだろうと、基本的な考えでありますけれども、今、ほかの浦佐 

であれ毘沙門様であれ、あるいは塩沢まつりであれ、不公平だから市も補助金を出せという話 

はまだ伺っていないのです。ただ、六日町の部分を削ったらどうかという話はちょっと来てい 

ます。 

生い立ちが生い立ちでありますので、そう簡単にではその補助を全部打ち切ってやっていけ 

るかといいますと、なかなかそういう部分ではありませんので、ある程度時間をかけながらち 

ょっと調整をしていかないと、これは簡単に全部同じだという形は出てこないと思いますけれ 

ども、ご理解いただきながら、いずれは何かの形で統一的なことをやっていかなければならな 

いとは思っております。以上です。 

失礼、もう１回。観光協会は単協で、例えば去年、おととしですか、石打観光協会の皆さん 

方があのイルミネーション、ああいうのはさっき言った観光事業補助金とかで、ですから、単 

協からこういう事業をやりたい、そういう部分でそれが合致すればそれはちゃんと補助金は出 

します。 

○塩谷寿雄君 わかりました。不正がすごくある中で非常にそうだということと、本当に西 

武がそういうわけなので、それとリフト券もそうなのですけれども、スキーを滑るのにやはり 

道具代もかかるので、ぜひ推進をよろしくお願いしたいのと、リフト会社がよく言っていたの 

が、３月の決算が終わった後にいろいろなお金のやりとりがあるということで、できれば運用 

を先にお金をもらえるともっと動かしやすいみたいな話もちょっとは聞いていたのです。です 

ので、不正だけではないいろいろな問題があると思うのですが、その辺の調査等もいろいろし
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ていただきたいと思います。 

それとあと兼続公まつりでのこれも合併して７～８年経っているわけなので、公平な観点で 

ほかの地域にもよろしくお願いしたいと思います。 

１個聞き忘れたのですけれどもすみません。雪まつりが今回こっちに来ましたよね。こっち 

に移って駅から真っすぐで非常に良かったという評価と、前のほうがかまくらがいっぱいあっ 

て良かったという評価があるのですけれども、その辺をどういうふうに捉えているかだけ最後 

にお聞かせください。 

○市 長 スキーのリフト券については先ほど申し上げたとおりでありまして、子ども 

たちの方に照準を絞って集中的にやっていこうという思いでありますが、お金の支出が何てい 

いますか、もう投げ出しで後は全部いいよということであれば、それは付いた予算を投げ出し 

ていればいいのですけれども、そういうことでは確かないと思うのですね。言っていただいた 

結果によってこうやっていくわけですので、なかなか前渡し金などとなかなかやれる制度でも 

ありませんから、それはまたスキー場の関係の皆さんとよく調整をしながらやっていきたいと 

思っております。 

まつりの補助金も公平ということは、ほかのまつりにも補助金を出せということなのか。兼 

続公と雪まつりの部分を止めろということなのか、このことなのです。今まで補助金をもらわ 

ないで運営していた皆さん方が、では補助金が出るから何がやれるかということですよね。で 

すので、不公平感を払拭はしたいと思っていますけれども、生い立ちが先ほど申し上げました 

ように違っておりますので、そう簡単に全部平等で補助金は例えばゼロとか、あるいは一律１ 

００万円とか、こういうことは出てこないわけであります。まつりの規模にもよりますし。 

それで今、観光協会長と話している中では、やはり市のメイン的なまつりをきちんと位置づ 

けて、そこには当然ですけれども市として補助を出してもいいだろう。あとサブ的な部分につ 

いては、これはやはり地元の皆さん方といいますか、そういう方でやっていただくという方向 

がいいのではないかという大枠は、今一応話合いはしておりますけれども、まだ簡単にあそこ 

をどうしよう、ここをどうしようということまでは至っていません。 

雪まつりは先般反省会を行いました。駅から近かったり、皆さん方が行きやすかったりとい 

うことでは大変好評をいただいておりますが、やや会場が狭いという部分とそれからかまくら 

ですね。かまくらの数が少ないというより、かまくらを手前に置いて、奥のほうにいわゆる出 

店をした。そのかまくらが全然何ていいますか、流行らないで誰も見向きもしなかったとか、 

その配置の問題等はちょっと出ました。それらをまた反省点にしながら、２５年度といいます 

か、２４年度ですが２５年の２月の雪まつりについては、反省点を生かしながらやっていこう 

と思っております。会場はあそこが私はベターだと思っております。 

○牧野 晶君 関連になるのですが、スキーリフト割引券。いろいろな点で頑張っておられ 

るのはわかるのですが、やはりシルバーの方、子どものこともありますし、シルバーの方もこ 

れから皆さん、団塊の世代のスキーやっていた方たちが全部仕事を引退していくわけですよね。 

それで健康づくりのためにスキーをしていきたいというのもあるし、私の身近で言えば、私の
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親父はそれこそ小さい頃から子どもにスキーを毎回連れて行くわけです。たまたまうちの近所 

にスキー場があって、リフト券を買って、シーズン券を買って連れて行ったりもしているわけ 

です。けれども、今度はどこでも滑れるスキー場ではなくて、 やはり丸山だけの券とかなので、 

どこでも行ければ、例えば上国の人だったら上国に、上国でもシーズン券があるけれど、いろ 

いろなスキー場に子どもだって行きたいし、応援にも連れて行きたいわけです。 

そういう点で皆さんも孫のためならお金を使っていい。ただ、自分の分と子どもの分という 

ことになると、結構孫といっても幼稚園とかそういうところでもあるわけです。幼稚園の子ど 

もを連れて行くのに、でも幼稚園の子どもというのは２回も３回も滑ればもうおしまいになっ 

たりもするし、乗りたいときは乗りたいで１０回も乗るけれども、その都度回数券を買ったり 

とかだと回数券や一日券を買ったりだと、皆さんだって財布が厳しくなる。なるべくシルバー 

を支援してほしいというのは、後進、自分たちの孫や周りの近所の子どもたちのそういうとこ 

ろで、スキー振興の発展にも寄与しているところもある。市長などの説明を聞いていればいろ 

いろな思いはわかるのですが、頑張ってシルバーの拡充にもつなげていっていただければなと 

いうふうな思いがあります。 

あともう１点・・・かぶしになるのでやはり止めておきます。 

○市 長 先ほどちょっと触れましたようにシルバーの皆さんを構わないとかそういう 

意味ではなくて、まずはとにかく子どもたちがスキーに行くと。スキーに親しむということを 

最大の目標に掲げようということで、ちょっと方向を転換したいと思っております。シルバー 

の皆さん、あるいはちょうど中間層の皆さん、それぞれあるわけですので、その辺をではどう 

対応すればいいかというのは、これからの課題だろうとは思っております。 

ご承知のように１つのスキー場では１９歳の方は全部無料なのです。そしてその人たちがま 

た次にスキーに乗ってもらえるようにという、スキー場もそれぞれ独自の誘客方法を考えなが 

らやっていらっしゃるわけでその辺も含めて。たった１つのスキー場であれば我々も対応しや 

すいのですけれども、先ほど言ったように小学生は全部無料だとか、１９歳は無料でやるとか、 

いろいろの対応が出てきていますので、その辺もちょっと整理をしながらスキーにもっともっ 

と大勢の人が親しんでいただくという方向を、きちんと見いだしていかなければならないと思 

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○牧野 晶君 非常にわかりやすい答弁で良かったと思います。社会教育もちょっと関係し 

てくるのでそちらで言おうと思っていたのですけれども、ここのところでも話が出たのでちょ 

っと話をしますが、湯沢でもやはりスキーを一生懸命している点があるわけですよね。スキー 

の指導者として一生懸命やっている議員もおりますし、湯沢の方たちは今、中学生などを北海 

道に強化合宿に連れて行ったりしているわけです。それを北海道は全然関係ないという言い方 

もおかしいかもしれないですけれども、湯沢町と関係ないと、どうせやるのだったらでは湯沢 

と――それこそうちの市の中学生の農業体験のあのアメリカへ行く、そういうふうな関係でア 

メリカにやったりしようかなんていう話も持ち上がっているみたいなのですよね。要は、その 

中で、南魚沼の人も、湯沢だけだと小さいので競技人口も少ないし、なるべく多くそれこそ競
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わせて湯沢と南魚沼、結局は塩沢中学校の子たちは最後は湯沢のスキー場へ行って練習もした 

りもしますし、そういうふうにしてお互い切磋琢磨して同じ練習させて、人を増やして競わせ 

てやっていくのも必要ではないかなんていう話も出ているのです。そういうふうな点でまた湯 

沢との連携、スキーでの連携、教育面でもそうですし、あと観光圏でも連携はしていると思う 

のですが、機会あるごとにぜひ連携していって、それこそ今の子どもたちの保護者券・小学生 

券だって南魚沼限定なわけですよね。例えばそれを湯沢と一緒にしてほしいなという私は思い 

もあるわけです。そういう点の思いもありますし、ぜひいろいろな点で連携して今後も拡充で 

きるようにしていっていただければと思います。答弁のほうはいいですので、よろしくお願い 

します。 

○寺口友彦君 ３点ほどお伺いします。２２２ページの企業対策事業費に関連してですけれ 

ども、３社に対して新規雇用の賃金の一部を市のほうが助成をしていますが、市内の好調な企 

業、市税のところの法人税でも８,０００万円ほどの増収があったというところでお聞きしまし 

たけれども、製造業についてはかなり好調であるという部分を聞いておりました。こういう好 

調な企業のトップとの意見交換を当然されていると思いますけれども、その中でどのような話 

が出たのかなというのをちょっとお聞きをいたします。 

２２８ページ。今泉記念館のほうの施設改修６,３００万円に関してですけれども、記念館の 

内部については空調を中心に修繕をしたわけなのですけれども、なかなかその湿気対策といい 

ますか、湿気対策が不十分であるというのが前々から言われていたのです。最近ちょくちょく 

行ってみてもその部分の対策がまだ不十分であったというふうな話を聞いておりますけれども、 

この辺は設計士さんの十分調査をなされてこれに対する工事がなされたと思うのですけれども、 

その辺はいまのところ話を聞いているかどうかお聞きをします。 

それから２３０ページ。コンテンツツーリズムの補助金についてですけれども、要は出しっ 

放しで決算といいますか、実際にそれはどうなったかというかかりの部分。あるいは収入の部 

分についての全体的な決算の報告は受けているかどうか、この３点をお伺いします。 

○産業振興部長 企業対策について市長を交えた懇談会もございますし、それからそれぞれ 

ピンポイントで行くこともございますが、そこら辺で特にこういう要望だという部分ではまだ 

上がってきておりません。 

それから今泉記念館の湿気対策ですが、そこら辺については全部調査をして今の機械を入れ 

替えたわけですけれども、あの機械だけで全館の湿気対策ができるかというと、そういうわけ 

にいきませんので、今年の９月ですかまた補正をいただきまして、除湿機等の設置を進めてお 

るところです。 

それからコンテンツツーリズムの決算についてはみんないただいております。以上です。 

○寺口友彦君 企業のトップとの懇談会ですけれども、特に要望というのはあったのですけ 

れども、実はこういうような業界の動きがあるとかということについては、非常に重要な情報 

が多分トップから出ていると思うのです。ああしてくれ、こうしてくれという要望だけでなく 

て、実際のところどういう動きがあるかということは的確にキャッチをしていかないと、とに
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かく法人税アップしか今のところ見込めないという部分がありますので、非常に大切な次年度 

の施策につながるものがありますから十分やっていかなければならないと思っております。 

それから、９月補正のほうで今泉の除湿機云々が出ましたけれども、前々からその除湿に対 

しては非常に不十分だということは言われていたわけです。それが設計の段階でこれでは駄目 

だろうというのがあって、駄目だと言いながら工事を施工したというのであれば、非常に問題 

があるのではないかと。そういうものを改善するための修繕であったわけですから、そこら辺 

の部分を担当課としてはどうお考えなのか。 

○市 長 企業のトップがいらっしゃることもありますし、ナンバー２でありナンバー 

３であるという皆さんもおいでになりますけれども、今までの話の中ではつい先般もちょっと 

申し上げましたけれども、人材確保とかですね、そういう問題は何度か出ております。動向的 

には今おっしゃったように円高で厳しい部分があるとか、リーマンショックの関係とかそうい 

うお話は伺っておりますし、シークレットのような情報とかは、まだ我々が企業の皆さんから 

伺ったことはほとんどありません。 

こういう動きがあって、ここに行ってみれば確か企業誘致も可能だよとか、あるいはこうい 

う手を打ってくれればこういう製品も作れて非常にとか、そういう話というのはちょっとまだ 

出てきておりません。１つだけ電産コパルさんのほうから提案はありましたけれども、まだ市 

がそこで共同的にやっていける成果がちょっと見えません。もう少し会社のほうでそれを精査 

しながら、本当に市としても大変な利益が、ある意味――利益というのはお金でなくてですね 

――そういう部分があるということであれば、市も当然ですけれどもそこに共同出資をしてそ 

れを開発していこうとか、そういう話もたまには出てきておりますので、その辺は十分調査を 

しながらやっているというとこであります。 

それから除湿の件ですけれども、今部長が申しましたのは、今入れた機械だけでは全部が不 

十分だということです。不十分のことを、ある部分は全部解決されているわけですから。です 

ので、ちょっとやはり足りない部分があるので、また補正でいただいてということですので、 

今やった工事が無駄であったということではありません。それなりの効果は現していますけれ 

ども、全体的にはああいう広いところですので、もうちょっとやはり不十分であったとそうい 

うことであります。 

○笠原喜一郎君 ３点お聞きをいたします。観光交流拠点ということで今泉記念館について 

お聞きをいたしますが、道の駅というか地場産のところは非常に好調だということですけれど 

も、これに併せて記念館の入込状況がどのように増えているかどうかちょっとお聞きをいたし 

ます。 

それから、記念館の中であそこを観光の情報発信の拠点にしたというようなことですけれど 

も、今現在の取り組みがどういうふうになっているかをお聞きいたします。 

それから上野原のＦＩＶＢでちょっとお聞きをいたしますが、昨年もなかなか施設を貸し付 

けるというその料金が取れないというような話がありましたけれども、２４年度はどういうふ 

うになっているかお聞きをいたします。以上３点です。
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○市 長 今泉の関係のほうは資料はそこへありますか。 

では、ＦＩＶＢですけれども、昨年お話が出ましたように、なかなか順調に事業が進んでい 

ない部分もありまして、２４年度までは入館料は一応据置きといいますか、取らないというこ 

とで免除ではなくて据置きをさせていただいて、そして２５年度以降きちんとやっていこうと 

いうことで今やっております。 

その中で今年については合宿等は増えておりますけれども、コーチが１人ちょっと病気でま 

だ入院中か。 （「いや、退院して今は復帰しました」の声あり）もう復帰した。その方が不在で 

あったために高度な部分のそれがちょっと２４年度はできなかったという、そういう結果とい 

いますか経過が出ておりますけれども、２５年度からはきちんと年次的に今までの分も含めて 

返済といいますか、賃借料ですね、これを支払っていこうということで話はしております。 

○産業振興部長 今泉記念館のほうでございますが、７月が１階、２階を含めた入場者が２, 

６３５人、これは７月２６日間でございます。そのうちアートステーションに入った方が６６ 

４人、それから８月が３１日間営業しまして４,２１２人です。そのうちアートステーションに 

入った方が６２４人でございます。以上です。 

（「取り組みでした。すみません」の声あり） 

○産業振興部長 情報発信の取り組みでございますが、１階部分につきまして雪国観光圏の 

スペースというようなことで十日町さん等々からそれぞれのスペースでピーアールをしており 

ます。また、 市のほうも全体的なパンフレットとか個々のやつもみんなそちらのほうに置いて、 

市内の情報についてそこに行けばパンフレットがそろうというようなことで取り組みを進めて 

おります。 

あと、その奥のほうの研修室といいますか、そちらのほうについては夏の間は平賀先生の蝶 

の昆虫の展示をずっとしておりました。あと、多目的に貸出スペースというようなことで使え 

ますので、そういうような多目的に一応使っておりますし、夏場についてはあそこの中は涼し 

かったので、非常にそういう面では多くの方から来ていただいたなというふうに感じておりま 

す。以上です。 

○笠原喜一郎君 今泉のほうからお聞きをいたしますが、今人数の説明がありました。これ 

が農産物は、道の駅が開通したことによってどのようにやはり増えてきたかという部分をやは 

り聞きたかったのです。何々が、人数がこうだという話は、それが今までとどうなったのか、 

大きく増えてきたのか、そういうことであります。 

それともう１つ、情報発信の拠点という話の中で、この前、今泉の記念館に寄らせてもらっ 

たとき、拠点というのはどこを言うのだという話をしたら、いや、ただそこへ、今、部長が言 

われたように、パンフレットを置いているのだということなのです。だから、観光発信の拠点 

だということで、そのくらいのことで本当にいいのか。やはりそこに人がいて、もっとピーア 

ールをしていくとかという形を私は考えていたもので、ただ、いやいろいろな市町村のパンフ 

レットが今あるという話だし、南魚沼市のパンフレットもそこへ行けばあるという、ただその 

ことくらいで拠点ということで果たしていいのかなというのがあります。
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それからＦＩＶＢですけれども、２５年度以降徴収という話ですけれども、これは専用され 

ているわけですので、当然空いているときもあると思うのです。上野原地区の民宿の方々もや 

はりここがある程度、それはＦＩＶＢの方が利用するのはそれはそういう契約ですけれども、 

空いているときもう少し自由に使わせていただければいろいろなことでまた考えられるがなと 

いう話もまたあるわけです。その辺可能なのかどうかお聞きをいたします。その３点、もう１ 

回お聞きをいたします。 

○市 長 人数につきましては、私の今手元に目標が――今泉記念館のほうですね、ア 

ートステーションのほうですけれども、１５人から３０人、これは１日ですけれども。７月は 

１日平均２５人、８月が２２人ということで、当然ですけれども今までの今泉博物館よりは相 

当増えております。ただ、やはりもうちょっと物足りないのです。あそこはあれだけ大勢の方 

がいらっしゃっているのに、いわゆる入館をしていただく方はこのくらいですから、もっとや 

はりきちんとした案内も含めて誘客をしなければならないと思っております。 

それから観光交流拠点、これは今市の観光協会とのほうの話もちょっと進めておりますけれ 

ども、あのままではやはり今議員おっしゃったようにただ何か置いておくだけと。ですので、 

観光協会の拠点をあそこに移すか否か。このことも含めて今ちょっと検討しておりますので、 

私はできればそういうふうにして、本当に名実ともにあそこが観光の情報、受信も含めてです 

ね、拠点にしていかなければならないと思っております。観光協会の内部の問題も若干ありま 

すので、そういう方向で進めたいと思っております。 

それからＦＩＶＢの件は、今年は先ほど申し上げましたように、坂本さんというトップの方 

が少し体調不良ということもあって、いわゆるＦＩＶＢとしての誘客・誘致がちょっと滞って 

おりました。当然ですけれども、上野原の民宿の皆さん方が相当合宿でここをお使いいただい 

ております。上野原の民宿の皆さん方からそういう話は当然伺っておりましたので、空いてい 

るときは十分使っていただくと、それがまた収入にもなるわけであります。そういう方向で今 

実施をしておりますのでよろしくお願いします。 

○笠原喜一郎君 記念館のほうでお聞きをいたしますが、この前行ったときに、なかなか農 

産物の直売所と、それから動線が悪いのですね。駐車場が農産物の直売所から１７号線沿いで 

すから、そこで入られた方はなかなかこちらまで来てくれないという話です。それともう１つ 

は棟方志功、棟方志功というのが非常にやはりネームバリューがあったり、また魅力的な作品 

であるわけですので、それをもっとやはり売っていただきたいと、私はそう思っていますし、 

また館の方もそういうことを言われていました。あそこへ来た人が棟方志功の展示があるのだ 

ということであれば、また入ってみようかなという形があるわけですけれども、それが今のと 

ころ余り見えないですね。見えないです。 

ですからその辺、もう少しそれを今泉さんとの関係でなかなか唱えないのかどうかというの 

は私はわかりませんけれども、せっかくの貴重な財産でありますので、それらを唱って道の駅 

にも来ていただく、農産物も買っていただく、また入っていただくとそういうふうな流れをつ 

くっていただきたいと思いますが。
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○市 長 今泉さんとの中でいわゆる棟方志功がどうだこうだとか、それは全くありま 

せんのでいわゆるフリーであります。ですので、今いろいろお話が出ましたようにまだちょっ 

と不十分な部分、それからきちんとした内容が伝わっていない部分、これらが散見をされまし 

たので改善をしていかなければならないと思って今、対応しているところであります。 

○若井達男君 １点お伺いいたします。ここの決算書には出ておりませんが、狼煙上げです。 

これは中越復興基金の運用で多分震災後３年くらい経過してからのスタートだったでしょうか。 

新潟県内をくまなくリレーでつないできたと。糸魚川、岩船、そしてこちらのほうは苗場から 

リレーでこれを狼煙をつないで、まさに丘陵公園の狩場場跡に集結したと、そういった事業だ 

ったと思います。今これがどのようになっておりますか、ひとつお聞かせください。 

○商工観光課長 確か１９年から始まった事業だと思いますけれども、それから参加者は変 

わった部分もありますけれども、南魚沼市も随時増えてきまして、一応今年は１０月の２１日 

だったと思いますけれども各地区で上げる予定であります。 

○若井達男君 増えておるということでこれはいいと思いますけれど、どうしてもこれにつ 

いて市のほうも把握しにくいところは、やはり予算は一切１円も市のほうから出ていないとい 

うことで、それぞれ各狼煙を上げるそのグループ、団体等の方で自らが取り組んでいるという 

ようなことになっていると思います。それで、今現在どれくらいのグループになっておるかは 

はっきりしておりませんが、１つ懸念されるのが、先ほども観光交流拠点のお話がございまし 

たが、どこがやはり主体になってやっているのかということ。 先ほどもお話しましたけれども、 

予算がないというようなことなもので、はっきりしていないと。そして今現在はこれに対する 

宣伝、そういったポスター関係も多分作られていない、出ていないと思うのです。それぞれが 

本当に自費でこれをまかなっておると。一時期はこれに参加したときには自費の上に参加料ま 

で支払ってもやっておった事業なものです。これは大きな観光事業にもつながりますし、また 

その上の一番は地域のつながり、地域おこしにもなっていると思いますので、ひとつこれは今 

度商工観光課、また観光協会のほうとしても、今ほどの観光拠点の話ではないですけれども、 

ひとつ原点に返った中でこれらを育てていく、そういったことも必要ではないかと思っており 

ます。 

まさにこれも「天地人」の放映に併わせた中のスタートだったと思っておりますし、それが 

残念なことながら坂戸城の狼煙台では上がらない、中腹で上げておるというようなことになっ 

ております。それぞれこの山城名城があるわけなものですから、そこらは１つの観光として大 

きくつなげていくことができるのではないかと思っておりますが、市長これについてもしお考 

えがありましたらお願いしますが。 

○市 長 狼煙プロジェクトは今課長が話したとおりでありまして、またずっと継続は 

しているわけですが、確かにおっしゃるように、では誰が中心になってどうしていくのだ、あ 

るいはどう宣伝をしていくのだということはなかなか見えておりません。関係の皆さん方と一 

度話をさせていただいて、どこがでは主体で、あるいは補助金等が必要なのか否か。補助金を 

出すからには相当の効果という部分を見込まなければならないわけでありますので、その辺も
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含めていいきっかけであります。ちょっと何ていいますか、マンネリ化という部分もないばか 

りではないわけでありますので、関係者の皆さんとちょっと話合いをさせていただきたいと思 

っております。 

○若井達男君 市長の今ほどの答弁で私はそれでいいと思うのですが、とにかく予算をくだ 

さいとか、そういう話は一切出ておりません。自分たちでまちおこしだ、地域おこしだという 

ことで取り組んでおりますので、どこが主体になってやるかと、これだけひとつきちんとやっ 

ていただきたいと思っています。今それぞれ上げているグループでは、これが今年の１０月２ 

４日でしょうか――大体１０月の第３日曜くらいにやってきておりますので――終わったらひ 

とつそれぞれのグループが一堂に会して反省会をやろうではないかと、そういった話にもなっ 

ております。ひとつ特段のまた市のほうとしてできるご配慮がありましたらお願いしたいと思 

っています。 

○小澤 実君 ２３６ページの中ほどの魚沼スカイラインの維持管理負担金というふうにあ 

りますが、昨年の水害以来通行止めというふうになっているわけなのです。非常に市民にもな 

じみの深いいい場所かと思うのですが、これらの通行止めの解除というのは見通しが立ってお 

りますか。伺います。 

○建設部長 今、災害でちょっと交通止めになっているということでございますので、詳細 

のところはこれから調べてちょっと返答させていただきたいと思います。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第７款商工費に対する質疑を終わります。 

○議 長 第８款土木費の説明を求めます。 

○建設部長 それでは８款土木費について説明申し上げます。２３７、２３８ページをお願 

いします。なお決算資料につきましては６１ページから６６ページでございますので参考にし 

ていただきたいと思います。 

丸の２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費から言います。支出済額１,０６０万円ほ 

どでございまして、前年比２７６万円ほど増となっております。主なものにつきましては、備 

考欄２番目の道路台帳整備事業費、決算額９９９万円でございます。前年比２９９万円ほどの 

増となっております。これにつきましては交付税算入の対応としまして、市道の新規認定及び 

道路改良等の変更分を台帳補正するものでございまして、３キロほど整備をいたしました。 

次の２目道路橋りょう維持管理費、全体の支出額につきましては１億８,１４１万円でござい 

ます。前年対比５,７６４万円の増でございます。これにつきましては新設改良系と維持補修系 

をちょっと明確にしたいということでございますので、予算科目の見直しを当初予算から行っ 

ておりました。それによりまして交付金の維持補修系を４目の新設改良費からこの２目維持管 

理費に変更を行ったものでございます。 

２３９、２４０ページをお願いします。上から２行目でございます。橋りょう長寿命化修繕 

計画策定点検委託料８５３万円ほどでございまして、前年比１,１４８万円ほどの減でございま
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す。点検を１５１橋行いました。平成２４年度に全体の修繕計画を策定しまして、順次計画に 

沿って整備していきたいというものでございます。備考欄の丸、道路橋りょう維持補修事業費 

１億５,３５１万円ほどでございます。前年対比５,３１５万円ほどの増でございます。要因と 

しましては交付金の舗装補修費、これをこの目に変更したことが増額となっております。 

３行下の道路橋りょう修繕料、これにつきましては小規模修繕９１件ほどで４９９万円、次 

の道路補修業務委託料８４件で２,２９７万円、２つ下の横断歩道橋修繕工事費ＪＲ委託３,０ 

５０万円、これにつきましては浦佐３０号線の歩道橋で交付金事業として取り組みまして、平 

成２２年度から２か年で終了したところでございます。下の道路橋りょう修繕工事費、これに 

つきましては中富線等２路線の交付金の舗装補修工事１,８８８万円。それと一般単独修繕工事 

２３６件ほどで５,５４２万円、合計で７,４３０万円ほどの支出でございました。 

２つ下の地元施工道路整備補助金でございます。これにつきましては八色原区、片田区、九 

日町区、五郎丸区等６行政区の消雪施設整備等補助金でございまして、１,７９４万円、前年度 

に対しまして１,２１６万円ほどの増となったところでございます。 

次の交通安全交付金事業費１,６００万円でございます。前年比４５３万円ほどの増でござい 

まして、これはカーブミラーや防護柵、区画線等の新設や修繕等６５件ほど行ったものでござ 

います。 

３目道路橋りょう除雪事業費でございます。この平成２３年度につきましては、市役所の本 

庁舎で累計の降雪量が１５メートル２３センチ、最大積雪深が２メートル６０センチでござい 

ました。この冬につきましては１２月中旬からの連続した降雪のために２年続きの豪雪となっ 

たところでございます。全体の支出済額が１６億１,２５８万円、前年と比べまして４億５,１ 

１５万円の増となりました。また翌年度繰越明許費６１万円でございますけれども、これは国 

道１７号の歩道整備との調整によりまして、南田中村中線の消雪パイプの工事費分でございま 

す。

２番目の丸、機械除雪費でございます。機械除雪費は車道２９７.５キロ、歩道２５.７キロ、 

総延長３２３.２キロを行ったものでございまして、１０億６,９３３万円でございます。これ 

は前年比２億２,００３万４,０００円ほどの増となりました。除雪車修繕料につきましては貸 

与車４１台の修繕料でございまして３,５３２万円、前年比６８４万円ほどの増となりました。 

３行下の除雪等業務委託につきましては、これは機械除雪の費用でございまして、固定費、管 

理費等を含んだものでございまして、１０億２,９９９万円で前年比２億１,５９９万円ほどの 

増となりました。 

２４１、２４２ページをお願いします。丸の消融雪施設等維持管理事業費２億３,９０１万円 

でございます。前年比１億３,０４０万円ほどの増であります。交付金の消雪施設リフレッシュ 

事業や消雪融雪施設新設改良事業費をこの項目に変更したものでございます。消雪パイプの修 

繕料でございます。小規模修繕でございまして１３６件ほどで７９９万円の支出、前年比３９ 

９万円ほどの増となりました。次が３行下の消融雪施設修繕工事費、これは前年比１,６５０万 

円ほどの減で８,６９９万円でございます。これは井戸の洗浄やポンプ入替え、ノズル交換等１
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９２件ほど実施したものでございます。次の消融雪施設工事費１億４,２９１万円でございます。 

これは交付金によります消雪パイプのリフレッシュ事業等によりまして、８路線を施工したも 

のでございます。 

次の丸、除雪機械整備事業費７,１５０万円でございます。これは更新計画に基づきまして車 

道用のロータリー３台、それと歩道用の小型ロータリー――１メートル級でございますが―― 

の購入で１台の購入でございます。前年比６３９万円ほどの減となっておるところでございま 

す。次の融雪施設事業費、電気料関係でございますが、豪雪のために前年比１,９９８万円の増 

となりまして１億４,１２１万円ほどの支出でございます。市有井戸の７６５本の電気料でござ 

いまして、１億３,５４２万円ほどでございます。前年比１,８８９万円ほどの増となっており 

ます。下から２番目の電気料補助金でございます。これは市道の占用消雪の電気料でございま 

して、７１件ほどで２６６万円ほどの執行でございます。前年比６２万円ほどの増となりまし 

た。

次の消融雪施設新設改良事業費８,６２８万円でございますが、これは交付金によります関山 

姥島線雪崩予防柵５,２０９万円、それと地元施工等によりました井戸に対応しました消雪パイ 

プの布設６路線３,４１８万円ほどでございまして、合計８,６２８万円の支出でございます。 

次の４目道路橋りょう新設改良費、全体の支出済が５億７,２９２万円でございまして、前年 

比２億６,６７２万円の減でございます。減でございますけれども、維持補修系と新設改良系を 

区分したために交通安全施設事業と交付金の雪寒について２目へ変更したのが減額要因でござ 

います。また、新潟・福島豪雨によりまして事業費の一部、１億８,０４５万円ほどが翌年度繰 

越額となっております。備考欄の道路新設改良事業費、前年比９,６９０万円ほどの減で２億３, 

７１４万円でございます。 

２４３、２４４ページをお願いします。新設改良につきましては市道改良工事費だとか土地 

購入費、物件補償料等につきましては、三郎丸雲洞線などの交付金の対象路線７路線、それと 

市の単独事業による３０路線でございまして、延長が１.５キロほどの施工でございました。次 

に道路新設改良事業費（繰越明許）これにつきましては、地域活性化のきめ細かな交付金事業 

でございまして、支出済額５,２６９万円、これは市単独事業でございまして５路線ほどの測量 

設計等委託、工事、物件補償を執行したものでございます。 

次の地方道路交付金事業費、繰越明許費でございます。支出済額２億５４４万円でございま 

す。これは三郎丸雲洞線、二日町川窪線等７路線の交付金によります改良工事で測量設計や市 

道の改良工事等々を執行したものでございます。 

次の街路新設改良費（交付金）でございます。支出済額４０８万円ほどでございます。これ 

は市道の新沖上線の測量設計等委託でございます。 

地方道路交付金事業費、雪寒で繰越明許費ここにつきましても７,３５５万円ほどでございま 

して、上下坂戸線や一本杉上町線等の消雪施設それとリフレッシュ事業の執行でございます。 

次に３項河川費、１目河川総務費でございます。支出総額は１,４７３万円で前年比４８万円 

ほどの増でございます。
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２４５、２４６ページをお願いします。丸の河川管理費でございます。支出総額１,４３３万 

円でございますが、前年比５２万円ほどの増でございます。主なものとしましては中ほどの一 

級河川草刈委託料１,１６６万円で、これは県より市のほうに委託されたものでございまして、 

地元の行政区や業者等に再委託を執行しているものでございます。魚野川ほか３４河川、約５ 

６万平方メートルを行ったものでございます。２つ下の河川修繕工事費１４９万円でございま 

す。これは普通河川ウツノ沢川の帯工や五十沢川、庄之又川等の河床掘削等でございます。 

次に４項都市計画費、１目都市計画総務費でございます。全体の支出済額１,３３１万円、こ 

れは前年比７３１万円の増でございます。増額の要因につきましては都市計画道路の見直しに 

係る都市交通体系調査委託料の増額でございます。 

都市計画総務費一般経費については３７万３,０００円ということで９万円ほどの減で、ほぼ 

同額となっております。 

２４７、２４８ページをお願いします。丸の都市計画調査事業費１,２６６万円でございます 

が、前年比８７７万円の増でございます。都市計画道路の見直しのための交通体系等委託料で 

ございます。また平成２４年度に都市計画道路見直し路線の検証を行いまして、平成２５年度 

以降に地元説明や関係機関との協議に入りたいというふうに考えております。 

次の２目都市計画事業費、全体の支出額は１３億２,７２１万円でございます。前年対比７, 

２８６万円ほどの減となっております。主な要因につきましては、街路新設改良費や下水道特 

別会計への繰出金の減が主な要因でございます。翌年度繰越明許が４,８０１万円ほどでござい 

ます。これは市道上村上野線の工事、用地・物件補償等でございます。 

丸の街路新設改良事業費５,４４６万円でございます。市道上村上野線の改良工事費、用地購 

入費、物件補償、測量等で前年比７,１４６万円ほどの減となっております。 

次の丸、流雪溝整備事業費７９８万円でございます。流雪溝整備方針検討のための水量、水 

利権調査等を委託したものでございます。 

丸の公共下水道事業対策費、特別会計繰出金でございますが、１２億１,０４５万円ほどでご 

ざいまして、下水道特別会計への繰出金でございます。前年比３,３０５万円ほどの減となりま 

した。次の丸、景観計画策定事業これにつきましては景観計画策定業務委託料１００万円でご 

ざいます。塩沢の二分区早道場通り、三分区つむぎ通り地区の景観モデル事業に取り組んだも 

のでございます。 

丸の地方特定道路整備事業費（街路）繰越明許費でございます。５,３３１万円でございます 

が、市道の上村上野線の用地購入及び物件補償でございます。 

次の２４９、２５０ページをお願いします。３目の都市計画施設費、全体の支出済額４,３２ 

６万円、これは前年比６９３万円の増でございます。増額要因につきましては今冬の豪雪によ 

る電気料や燃料費、修繕料等が主な要因でございます。予備費充用額１９２万３,０００円につ 

きましては浦佐駅前広場の消雪パイプの修繕料や各施設の燃料費、電気料に充用したものでご 

ざいます。次の１９９万５,０００円の充用につきましては、浦佐駅前広場の消雪ポンプの入替 

えでございます。６６万円につきましては流雪溝管理運営費の補助金が不足したために各々充
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用させていただいたものでございます。 

丸の浦佐駅前広場管理費８７２万円でございます。前年比３９４万円の増でございます。修 

繕料２９４万円は東口屋根及び消雪パイプの修繕、一番下の施設修繕工事費１９９万円につき 

ましては予備費対応でさせていただきました駅東口広場の消雪ポンプの入替えでございます。 

次の丸、六日町駅自由通路・シンボル施設管理費１,９１０万円でございます。前年比５９万 

円ほどの増、これは豪雪によります燃料費及び電気料の増額でございます。 

次の２５１、２５２ページ、魚沼丘陵駅前広場管理費６３万６,０００円、次の流雪溝管理運 

営費１,３７８万円、これまでは豪雪のための流雪溝の電気料が増額になっておりますが、ほか 

の委託料につきましてはほぼ前年同額の執行でございます。 

２５３、２５４をお願いします。六日町駅自由通路・シンボル施設管理費、繰越明許費１０ 

１万円でございますが、施設修繕工事費でございますが、これはきめ細かな交付金事業で防犯 

カメラの機器を交換したものでございます。 

次に４目公園費でございます。全体支出額３,０８７万円、 これは前年比９３５万円ほどの増、 

要因につきましては大原運動公園整備に係る用地及び補償費でございます。翌年度繰越明許費 

９８３万円につきましては、大原運動公園の一部未契約の用地及び立木補償等でございます。 

丸の児童公園管理費７０３万円でございます。これは２４箇所ほどの児童公園と工業団地緑 

地等の管理費でございまして、前年比８万円ほどの減でございます。次の河川公園管理費８か 

所の管理費でございまして７２２万円で前年比３２万円ほどの増ということでございます。 

次の２５５、２５６ページをお願いします。銭淵公園管理費４６５万円、前年比７万円ほど 

の減、それと下段のむかしや管理費２１万円ほど、４万円ほどの減、そして次の塩沢交流広場 

管理費１３６万円でございます。前年比３６万円の減となっておりますが、これにつきまして 

はほぼ前年度同額の管理費となっております。 

２５７、２５８ページをお願いします。大原運動公園整備事業費６９１万円でございます。 

これは用地の取得と立木補償を行ったものでございます。次の児童公園管理費、繰越明許費で 

ございますが、銭淵公園管理費の繰越明許費、両方ともきめ細かな交付金事業で行ったもので 

ございます。 

児童公園管理費、繰越明許費９９万円ほどでございます。仲町、中央、美佐島の各公園の遊 

具を取り替えたところでございます。 

あと河川公園管理費、繰越明許でございます。１６５万円ほどでございます。水無ふれあい 

パークの漏水修繕と三国川の親水公園の土砂撤去を行ったものでございます。 

銭淵公園管理費、繰越明許費でございます。７９万円ほどでございますが、水字型池の水中 

ポンプミキサーの取替工事を行ったというところでございます。 

次に５目まちづくり交付金事業費、１,３８４万円でございます。前年比１,４８３万円ほど 

の減でございます。これは繰越明許費分の支出になったものでございまして、内容につきまし 

ては、銭淵公園内の芝生の広場に大河ドラマの放映記念像を設置したものでございます。また 

翌年度繰越明許費３００万円でございますが、十二沢川関連の酒倉橋からの旭町上町線の道路
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改良工事を繰越明許費としたものでございます。 

２５９、２６０ページをお願いします。５項の住宅費、１目住環境整備事業費でございます。 

全体支出済額が１億４,５１９万円ほどでございます。前年比２,５９４万円ほどの増でござい 

ます。主な増額要因につきましては、舞子団地、北原住宅等の消雪さく井やポンプ交換工事等 

が増額となっておるところでございます。また、予備費充用額８２万円につきましては、住宅 

の除雪の委託、次の１１８万４,０００円につきましては北原住宅の消雪削井工事の不足分に充 

用したものでございます。 

丸の市営住宅管理費でございます。全戸数３５４戸、そのうち政策空家が２１戸を管理して 

いるものでございまして、４,３８５万円でございます。前年比２,７３２万円の増でございま 

す。２つ下の修繕料１,１５０万円、これにつきましては上町団地の風呂釜、西泉田住宅・桜沢 

団地等の漏水修繕でございまして１６９万円ほどの増となったところでございます。４行下の 

建築物定期検査・建築物設備定期検査がございますが、これを３年ごとに受けるものでござい 

まして、１０１万円の皆増となったところでございます。除雪等業務委託料３６０万円につき 

ましては、前年比２０１万円ほどの増でございまして、北原住宅の通路、西泉田、余川住宅等 

駐車場の除雪委託でございます。下から４つ上の施設修繕工事１,９９３万円でございます。舞 

子団地及び余川住宅の消雪ポンプの入替えや消雪さく井工事を行ったものでございます。住宅 

改修費工事費４４６万円でございます。前年比２７１万円ほどの増となっておりますが、西泉 

田住宅の地デジ対応や上町竹棟の自動給水ポンプ等改修工事でございます。 

丸の市有住宅管理費これにつきましては、天王町、東泉田住宅等４５戸、内政策空家１戸を 

管理しているものでございまして、１,１５３万円、 前年比５０９万円ほどの増でございました。 

２６１、２６２ページをお願いします。上から７行目でございます。下水道接続工事費５１ 

４万円、これにつきましては東泉田住宅の１号棟・２号棟の接続でございます。次の住宅改修 

工事費４６８万円、これは東泉田住宅の地デジ対応を行ったものでございます。 

次の木造住宅耐震診断事業費、木造住宅耐震診断補助金８５万円につきましては、１１件の 

利用でございまして、前年比１４万円ほどの増でありました。ちなみに平成１８年から２３年 

まで合計８５棟が耐震診断を受けたこととなったところでございます。 

次の克雪住宅推進事業費３８２万円でございます。前年比３７６万円の減でございます。宅 

地内消雪設備補助金が５件、７６万円で前年比６２万円ほどの増となりました。これにつきま 

しても１９年から２３年まで合計１１件というところでございます。次の克雪すまいづくり支 

援補助金７件で３０６万円ほどの執行、前年比４３９万円ほどの減でございます。 

木造耐震改修支援事業費、平成２２年度に新規事業で１件の申し込みがございまして６５万 

円の補助金を交付したものでございます。 

市営住宅管理費（繰越明許費）でございます。９７４万円でございますが、これにつきまし 

てもきめ細かな交付金事業によりまして五日町・余川住宅等の風呂釜の入替え、及び一村尾住 

宅の屋根の葺き替え等を行ったものでございます。 

個人住宅リフォーム事業でございます。２３年につきましては２年目となりましたリフォー
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ム事業の補助金７,４４２万円でございまして、経済対策として取り組みました、交付金数が９ 

７３件、総事業費８億７,１０６万円ほどでございまして、経済波及効果としては１１.７倍と 

いうふうに評価しておりまして、平成２２年から２か年で補助金が１億４,８７５万円、交付件 

数が１,９０６件、総工事費が１９億３,７０７万円ということになっておりまして、効果とし 

ましては１３倍というふうになっております。 

次の２６３、２６４ページをお願いします。６項１目の国土調査事業費でございます。これ 

も平成１９年度に市の国土調査事業の１０か年事業として策定しまして、これまでに３８９.３ 

４ヘクタールが認証を終えまして登記が完了したところでございます。平成２３年度につきま 

しては１,１９５万円、前年比２,３６６万円ほどの減となっておりますけれども、東日本大震 

災によりまして基準点の成果が公表停止ということになったことから、２,２２９万円ほどが翌 

年度繰越額となりました。 

主なものにつきましては、下から５行目の図面作成委託料３７１万円は第３、第４計画区の 

図根多角測量や細部測量でございます。以上で８款土木費の説明を終わらせていただきます。 

○議 長 休憩といたします。休憩後の再開は１１時１５分といたします。 

（午前１１時０１分） 

○議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

○建設部長 小澤議員のご質問に保留していたものでございますが、魚沼スカイラインの開 

通見込みということでございます。一般県道の田沢小栗山線でございますが、災害復旧箇所が 

１０か所ほどございまして、今県のほうでは１０月中旬を目処に鋭意進めているということで 

ございます。よろしくお願いします。 

○議 長 土木費に対する質疑を行います。 

○関 昭夫君 ２４２ページ、道路新設改良事業費の関係でお話をさせてもらいたいと思い 

ます。昨年の１２月議会で路線の新規認定というか変更というか、三郎丸雲洞線を新しい部分 

に移して認定をしてもらって、実は当日開通になりました。もう部長には十分話はしてありま 

すけれども、開通にはなりましたが、交通安全関係は止まれの表示もなければ何もない状態で 

開通になりました。開通になった当日は全然気にもとめなかったのですが、雪が降ったら路面 

表示の「止まれ」はなくなりました。全然見えません。雪の壁が多くなったら、実は美郷大橋、 

そして大里方面に真っすぐ道路があるものですから、直線道路で見えるだけということになり 

ました。全然そこに交差点があるという、２９１との交差点があるというのを知らない人は、 

一時停止もしないでそのまま突き抜けるということで、たまたま事故がありませんでした。 

事故がなかったので良かったのですが、実を言うと止まれの看板が付いたのは７月になって 

からです。それまでは春雪が消えたときに、子供会が止まれという看板を付けてくれました。 

それだけで本来の交通規制の看板が何もないという中で、市道が開通して一般車が通っている 

という状態がずっと半年以上続いていたという状況です。一番の問題は事故がなかったのでそ 

れはそれとしてですが、路線を開通するときに本来必要な交通規制の看板とかそういうものが、
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少なくとも設置をされないままで開通でいいのかどうなのかということだと思っています。 

残念ながらどうも公安委員会のほうの権限でなっているようですが、開通時点では当然それ 

が備わって初めてだというふうに思っていますので、やはり制度上、交通安全の関係、信号機 

を要望していたのですが信号機は残念ながら付きませんけれども、少なくとも止まれの看板や 

例えばスピードの関係、規制表示とかそういう看板類くらいは道路改良の工事の中で設置がで 

きるようにやはり要望していかないと、今後もこういうことがあり得るのかなとういう気がし 

ています。その辺についての今後の対応、確か三郎丸雲洞線みたいなところはなかなかないの 

でしょうけれども、でもこれからも当然あり得る話だと思います。既存の道路が拡幅改良され 

たりすれば、そこにあったものがそのまま設置をされますので問題ないのでしょうけれども、 

新たになって交差点ができたところなどは今みたいな話が当然付いて回るというふうに思いま 

すので、ぜひそこを見据えて、やはり開通をどうする、供用を開始するのもどうするとか、あ 

るいは標識類をどうするかということについて、今後の対応をどういうふうにしていくのか、 

お答えをいただきたいと思います。 

○建設部長 関議員の言われるとおりでございまして、私どもは供用開始といいますか、開 

通時につきましては当然安全対策を考慮した中で開通するべきだったということでございます。 

そうした中で先ほど議員言われたとおり、 「止まれ」の表示は公安委員会の所管でございました 

ので、その辺の何ていいますか、行き違いがあったということでございます。今後につきまし 

ては開通時については例えば何月何日開通したいので、それまでに対策をしてもらいたいと、 

そういう方法を考えたり、それがうまく合わなかったときにつきましては、開通の日を遅らせ 

る等々考えて今後進めていきたいというふうに思っております。 

○関 昭夫君 ぜひそうしてもらいたいのですが、逆に言うと、せっかく工事ができて利用 

ができる、すぐ目の前で使えるのに通してもらえないというのもまた住民にとっては非常に不 

満の残ることで、多分そういうことを考慮して開通をしてくれたのだというふうに思います。 

できることなら公安委員会等とよく話をしてもらって、幾ら公安委員会の権限であっても看板 

の１つを道路管理者が立てられないみたな話は、ちょっとおかしいかなと。先方は予算の都合 

――結局７月にならなければ付かなかったのも予算の執行の都合なのですよね、多分。開通し 

て危ないという話が何辺言っても、いや予算がという話だけですから。ということは、いつに 

なっても立たない話になってしまうということで、開通時に協議をしてどの位置にどういうも 

のをというのが決まっていれば、本来は道路管理者が立ててもいいのではないかという気がし 

ます。その辺の協議もぜひしていただいて、支障のない形で住民にとっても便利になるように 

やっていただければと思います。 

○建設部長 当然「止まれ」という表示等につきましては十分に警察と協議しておりますの 

で、その辺の開通の目処が立ったときに、例えば仮設で市のほうでこういう形で設置していい 

のか。そういうのを含めまして協議させてもらいたいと思います。支障ないようにしたいと思 

います。よろしくお願いします。 

○牧野 晶君 ２３８ページというか、全般に関してなのですが。それこそ建設会社さんの
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方から道路工事とか例えば誘導員さんとかいるわけじゃないですか。そこのところであれの単 

価が７,２００円だか７,６００円だよなどというふうな話で、今現実問題そんな金額では頼め 

ないのだけれど、何でこんな金額なのだろうなという素朴な疑問が出てきているわけです。例 

えば今であれば９,０００円だとか１万２,０００円だとかそういうふうな金額というふうな話 

みたいです。そこのところを今の今にどうなっているのか現実を答弁しろなどと言ってもそれ 

は無理だと思いますので、ちょっといろいろな設計単価とか例えば県の設計単価でやっている 

とは言っても、現実としては今はもう違う時期になっているし、昔は前と後ろで、先と後で片 

方１人ずつだったのが、今では真ん中にいたりとか非常に多く人数もなっている。ここのずれ 

があると結構大変な点があるので、ちょっと私が言っているのが間違えているかもしれないで 

すけれども、調べてみるのもひとつではないのかなと思います。 

あとそれと例年の２４８ページの都市計画についてですけれども、今都市計画の見直しをし 

ているわけですね、用途地域の色塗りの変更とか。そういう点をしているわけですけれども、 

私の勘違いでなければ２７年度だったかから、がらっと変えると聞いているのですが、例えば 

２７年度に今まで色が塗っていないところを色塗りすると、例えばそこに都市計画税をかけて 

しまうと反発ができると思うのですけれども、２６年度中くらいに廃止していかないと新しく 

入るところの税金がかかるのに色塗りなんてできないよというふうなのがあるので、そこのと 

ころの調整、当然２３年度からしていると思うのですが、どういうふうになっているのかにつ 

いてちょっと聞いてみたいと思います。 

あと今いろいろな事業を土木課等やっているわけですけれども、これはまた全般的なところ 

ですけれども、例えば事業を途中で止めた、方針変更ということになったときにどういうふう 

な要はメリット――例えば今まで１億円使っていた道路を途中で止めたというときに、１億円 

そのまま契約書に判子をついていれば止めなければいけないとか、どういうふうになっている 

のですか。例えば今までの交付税で面倒を見てくれるとか、例えば合併特例債でやっていた事 

業であればそれを戻したりする可能性だってあるわけですよね。あてにしていた、例えば１億 

円の事業で７,０００万円やろうとしていたら、７,０００万円はまるきり市の持ち出しになる 

ので、結局は１億円まるまるお金はかかるけれども、要は事業は結局できませんよ、１億円ま 

るまる払わなければなりませんよというふうになっていくのか。一般的な考えでいいのでちょ 

っと教えていただければありがたいのですが、お願いします。 

○建設部長 交通誘導員につきまして、まず単価につきましては県の基準単価がございます 

ので、それにのっとってうちの方は設計をさせていただいておりますし、そしてあと１人真ん 

中でこうやるとか、両方にいるとか、それにつきましても延長が長いとかそういうのについて 

は、設計の中で２人にするとか１人にするとか見ておりますので、その辺で対応しているとい 

うことでございます。 

あと、都市計画税の関係なのですけれども、今議員言われたとおり都市計画の道路、用途の 

見直しについて平成２７年までには変更したいということで考えておりますので、その辺の新 

規の用途指定になると当然都市計画税がかかってくるということでございます。市長のほうで
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もいずれはゼロといいますか、そういう形に持っていきたいということでございますので、そ 

の辺を含めて２７までには結論を出したいというふうに思っております。 

あと、方針変更で、途中で工事があったときにどうなるかということになりますと、当然道 

路――道路については途中で、では幅員を細く狭くするとか、そういう変更はできますけれど 

も、途中でもう止めてその後はつながないということについてはできないので、そういう経費 

の節減をした中で進めていくという形で考えていきたいというふうに思っております。当然途 

中で止めると合併特例債も効かなくなりますので、もう全部市の単費の持ち出しというふうに 

なろうかというふうに思っております。以上でございます。 

○牧野 晶君 いろいろな点で説明はわかりました。道路工事、誘導員に関しては県の単価 

が決まっているというあれかもしれないですけれども、ちょっと実態を調べてもらってそれこ 

そ県のこうなっているけれども、実際こういうのだけれどもという事例を見て、いろいろなこ 

とを考えていかなければいけないのではないのかなというふうな思いがあります。 

あと都市計画税については、市長の答弁は大体予想しているのですが、ぜひそれこそ２４年 

度から０.１パーセントになりましたが、ゼロになるように今後もいろいろな点で頑張って実現 

していっていただければと思います。 

あと、道路のほうについて、道路の例えば途中で止めたとかまどろっこしい言い方をしたの 

ですが、例えばいろいろな公園事業だっていろいろな点があるわけですよね。そこのところを 

やはり見直しするということになると、要は作らないけれども金がかかるということですよね。 

要は満額ほぼかかる、それはケースバイケースだけれどもそういうことですよね。例えばそう 

いうふうな質問とか議員の方からされたこととかは過去にありますか。この道路は契約まで終 

わっているけれども、途中で終わったことがあるとかいうのをそちらのほうでもいいですし、 

総務部のほうでもいいですし、そういうふうな事例だとか、もしあれば聞いてみたいなという 

ふうな思いがあるのですが。 

○建設部長 誘導員につきましてはその実態調査ということですけれども、私どもは設計を 

して、発注をして請負者がそれなりの契約をどうしているのか、その辺まで踏み込んで監視を 

しておりませんので、その辺は調査まではできないと思いますのでお願いしたいと思います。 

あと、途中で方針が変更になって止めたとか、そういうのについての事例についてはそうい 

うのはございません。ございませんが、当然途中で止めるということになれば、それなりの補 

償金というのは請負者に支払っていかないと成立していかないというふうになると思います。 

用途についてはそういう考え方でおります。 

○岡村雅夫君 資料のほうに橋りょう点検数というのが出ていますが、近隣というか生活を 

しているところには国道があり、県道があり、市道がありということですが、またもう少しあ 

れになれば土改、農免道路とかそういうのがあるわけです。調査件数はこれでですが、これが 

本当に緊急的に先般の名木沢のようなああいうことがあるということになると、即刻やらなけ 

ればならないというようなことが幾つかあるかと思うし、また年度を経ていくために計画を立 

てなければならないというのがあるかと思うのです。そういう今まで投資した公共的なこうい
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う橋、資産を更新なりあるいは持続、継続されるように手を加えるというようなそういう仕事 

がかなり増えると思うのです。そういう点どんな調査結果なのか。また明らかにできればひと 

つしていただきたいと思います。 

もう１件ですが、先ほどの安全管理、施設の問題で私も関連しますので一言触れてみます。 

要は最終的に公安委員会という言い方は常にされるのですが、事業を開設して地元説明会なり 

をしたときに、ここに信号機がいるよなという要望が出ますよね。一番最初に出ると思うので 

す。それが工事が進捗しているときにはずっと黙っているのですが、さて完成間近になるとど 

うも２車線が２車線ではなくなるとか、要するに右折車線がなくなるとか、いろいろ変更が出 

てきて、もうそのうちに信号機も飛んだような話が出てきているのが私のすぐ近くにあるので 

すけれども。 

実際どこに、まあまあ計画の段階では用地買収とか法線決定までの人と、今度は事業をする 

ということは事業をする担当に代わりますよね。そして次は今度その人は一生懸命作ることを 

考える。統括的にやるのが多分部長なり課長なりということなのかわかりませんが、安全施設 

に関してのその経過、打ち合わせた経過というのはほとんどないのですね。一番最初図面の段 

階では多分あると思うのですけれども。 

その後、では公安委員会がそこを最初に認めたのであるならば、それを遂行していって最後 

には間違いなく、今言う安全施設なり、表示なり、あるいは信号機なりというのは当然織り込 

まれているものだというふうに私は考えるのですが、私は見ていると公安委員会というのが建 

設部から外れているような感じがするのです。その辺で打ち合わせ、しづらいのかどうか。そ 

の辺をひとつ。公安委員会は県だと言われればそれまでですが。ちょっとその辺の経緯、なぜ 

そうなるのか、説明をいただきたいと思います。 

○建設部長 最初の橋りょうの関係でございますけれども、今現在平成２３年度で大体点検 

が終了しました。あと今年度１４.５メートル以下のものが５０橋ほどだと思いますけれども、 

これについては市の職員の直営で点検を行います。そうした中で２０、今年度中に橋りょうの 

修繕計画というのを策定させていただきます。その中で一番優先順位の高いところから順次修 

繕計画に沿って予算要求をさせてもらいたいというふうな考え方をしております。たまたま名 

木沢の橋りょうにつきましては、点検前に落橋したということでございましたので、それにつ 

いては仮設で対応しておりますが、今年度２４年度から交付金事業で事業実施に向けて今調査 

をしているところでございますので、順次工事に入っていきたいというふうに思っております。 

あと、 特に２番目の交差点、特に交差点改良の新しいバイパスでも何でも結構ですけれども、 

交差点については当然市の建設課と公安委員会――警察ですけれども、警察のほうで協議して、 

こういう交差点形状でいいのかどうか。そういうのを含めて協議をさせてもらいます。そのと 

きに当然、私どもは信号機が欲しいというふうに言いますけれども、警察といいますか公安委 

員会のほうでは、順次完成をしてから交通量を見た中でしてもらいたいというのが一番多くあ 

ります。そういうことでございますので、当然議員も知っていると思いますけれども、南魚で 

信号機が設置できるのが大体１年に１機ということでございます。なかなか、では大崎のその
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交差点が、南魚沼市の中で一番優先な順位なのかというのを含めてやっておりますので、その 

辺がうまくいっていないのかもわかりませんけれども、当然右折レーンや白線、止まれ、それ 

については公安委員会と十分交差点協議の中で進めておるところでございます。 

先ほどの関議員の言われる開通時とそれが合わないというのについては、その辺はちょっと 

私どもの不注意でございましたので、その辺は開通時についてはよく詰めた中で協議を進めて 

いきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

○岡村雅夫君 橋りょうの問題については調査が終わるということでありますが、私はこれ 

からの公共事業という考え方の中では、そういったその既存の施設をどう維持管理していくか 

というのが非常にこれからの問題だと思うのです。今の話だと駄目のところから直していくと 

いうような意向まで聞こえるのですが、調査の結果、こういう財政計画を立てていかないとで 

きないというのを明らかにしていくべきだと思うのです。 

そうすることによって優先、優先と言うばかりではなくて、この道がなくなったら、橋がな 

くなったら困るなという、そういったその認識をきちんと持たせて財政計画を立てるという運 

営をしていくという形が、やはりこれからの公共事業ではないかなというふうに感じます。ぜ 

ひ、そういった額面提示をしていくべきではないか。それは増減はあろうかとしても、またそ 

れに絡めて改良ということも出るかと思いますし、拡幅等も出るかと思いますので、そういっ 

たのもひとつ計画していただきたいなというふうに思いました。 

それから、交差点の問題では私はやはり違うと思うのです。最初に改良をするために関連す 

る路線の流量調査をやりますよね。それでその道の幅とかそういうもの、幅の問題は将来的な 

幹線とかそういう考え方で決まると思うのですけれども、流量についてはそれ以上それができ 

ることによって増える可能性があるとか、あるいは増えなくても間違いなくメインになるとい 

うのはわかるわけで、それがために信号機が必要ではないかとこういう話が出るわけです。 

そうするとできてから流量を見てという自体がもうナンセンスなのですよ。それをでは計画、 

信号機のない計画だったら信号機がなくていい道路を作らなくてはならないわけですよね。そ 

れはやはり最初の計画の段階から、もうこれはちゃんとした信号が必要だとか、あるいは右折 

路線が必要だとか、そういう形が必要だと思うのですが、やはりちょっと打ち合わせの仕方が 

今の答弁では違うと思います。公安委員会の言い方が、完成してから流量を見て検討すると、 

そして年に南郡で１か所だというような話とは全然違うと私は思うのです。その点はやはり警 

察は警察としても、公安委員会は公安委員会としても、市としてはやはりもうちょっと主導権 

を取るべきではないかなと私は思います。 

○建設部長 最初の橋りょう等の修繕でございますけれども、私も今後これからは新設改良 

よりも修繕のほうに一部向けていかないと、今後大変だろうというふうな考え方をしておりま 

すので、当然、橋りょうの計画、策定も消雪パイプのリフレッシュ事業と同じで、当然財政計 

画を作って、例えば年間３,０００万円でいいのか、２,０００万円でいいのか、そういうのを 

財政計画を作ってそれから進めていきたいという考え方でございますので、お願いしたいと思 

います。
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あと、交差点については私が言っているのは、当然計画をするとにきに交通量調査をして、 

何台になるので幅員がでは２.７５の路肩がどうだと、右折車線がいるだろうということで計画 

をします。それを当然公安委員会の方にこれだけの構想で計算になりますがという話をします 

けれども、警察の方はその計画だけでなくて、いろいろ信号機を付けるところは事故率だとか 

いろいろ出てくるのです。そういうのを踏まえて公安委員会の方では完了後、様子を見てから 

という言い方になっているものです。市としては完成と同時に信号機等々を付ければ一番いい 

のですけれども、そういうのがならないのが今の現状だということで考えていただきたいとい 

うふうに思います。以上です。 

○松原良道君 ２４０ページの機械除雪の件で、ここに平成２３年度の機械除雪委託料１０ 

億３,０００万円があります。この予算の中で今一番春先に目立つのが、要は冬期間除雪をして 

雪を押し込んだところの雪戻しというのを非常に盛んにやっているようです。まず最初にその 

雪戻し、いわゆる攪拌、積み込み出し、全てそうですけれども、それにかかる費用というのは、 

大体この執行の予算の中でどのくらいの割合なのか。それだけまず１点先に。 

○建設部長 はっきりとちょっと数字が覚えていないのですけれども、全体で２億３～４千 

万円になろうかというふうに思っています。 

○松原良道君 ということなのですよね。私が見ていても、まあ部長、うちの集落はわかり 

ますよね。あこが市内では３番目に降るところです。その次が２番目、１番目は・・・ですね。 

一番私が不思議に思うのは、私の行政区でも集落内４００メートル全部１か所に押すのです。 

そして今年はその業者にとにかく持ち出しはするなと。重機だけ来て、バックホウだけ来て攪 

拌しろと。攪拌を３回、４回するほうが雪を出すよりはるかに安いからということで今年やっ 

てもらった結果、やはり３回ないし４回するとあれだけの、 電話線までひっかかるような雪が、 

一般の通常の田んぼと同じ状態、遅れても２、３日くらいで全部消えてしまうのです、３回な 

り４回攪拌すると。 

ところが、５月の連休過ぎに私は追跡調査をしませんでしたけれども、毎年その決まった１ 

番のところが、やはりダンプで積出ししているのです、４トンダンプに２～３台。どうしてこ 

んな５月の連休後にまだ雪出ししなければならないほどの――わかりますよ、降っている状態 

は。ただ、余りにも住民のわがままで私はやっているような気がしてならないのです。今で言 

えば２,４００万円ちょっとくらいでしょう。通常の雪でも７億円から８億円の朝の除雪費が、 

雪戻しだけで２億５,０００万円も４,０００万円もかかるというのは私は異常だと思います。 

その辺で、私から悪く言わせれば、業者が金を稼ぐために雪出しをしているという発想なの 

ですよ、私は。本来はなるべく持ち出さないで攪拌すれば、バックホウの運転手とオペとバッ 

クホウだけで済むのです。それをダンプ２台付ければダンプ２台と人件費が２台、当然市道で 

すからその他に旗振りがいるのです。そういった発想がどうも私はあるような気がする。 

そう言うと部長の答弁は、そうしないと住民の理解が得られないと、この前も１回そういう 

答弁しましたよね。私はもうちょっと行政として業者なりにもそうですけれども、区長会でも 

っときちんと徹底する、要は持ち出しは止めたのだと。もう攪拌で終わるのだという線を私は
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１回は打ち出してもいいのかと思うのですけれどもどうですか。 

○建設部長 松原議員の言われるとおりですが、特に市街地で、六日町の市街地でどうして 

も搬出しないとできないところは仕方ないというふうに思いますけれども、特に市街地でない 

ところの山については、私もダンプで搬出でなくて攪拌ですればいいのではないかということ 

でございます。私のほうは特に今後区長会の中でそういう話をさせていただいて、区長さんの 

ほうでどうしてもこの部分は持ち出してもらわなければならないとか、そういうのを含めて今 

後は検討して、なるべく経費を節減していきたいというふうに考えておりますのでよろしくお 

願いします。 

○松原良道君 ぜひ、そういったやはりある程度住民が納得できるようなやり方でないと、 

昔はあれですよ、もう苗代しか攪拌、除雪はしないという、押し戻しは。今は黙っていれば全 

線ですから。本当に私は住民のわがままがあって、特に冬はこれだけの雪が降るところは、夏 

場と同じ条件で道路を走るなどということを考えることはいらないのです。多少の不便があっ 

て当たり前なのです。ただ、生活上、緊急のときの救急車対応だけはきちんとできるような体 

制でなければなりませんけれども、何か最近の除雪を見ていると、業者の金取りと住民のわが 

ままでこれだけの金が必要というのは、私は本当に疑問なのです。今、部長の答弁の中で強い 

決意のほどを聞きましたので、来年私は区長になるかわかりませんけれども、区長会でひとつ 

確認したいと思っていますのでよろしくお願いします。 

○建設部長 今まで本当に春先除雪というと、苗代のところが特にそうだったのですけれど 

も、最近見てみますと大体全線といいますか、そういうところを攪拌したりしています。その 

辺も全部が全部住民の要望ではないと思いますので、その辺を含めて内部でいろいろ検討させ 

ていただきたいというふうに思っています。 

○塩谷寿雄君 除雪の問題がいっぱい出ていますけれども、除雪単価ということで、建設で 

やっているのと学校教育がやっている除雪単価とは、多分値段が違うと思うのです。この市内 

ではないのですけれども、市外の業者から聞いた話なのですが、学校に除雪に上がるというと 

きに、今度は建設のほうと単価が違うからマイナスではやはりできないわけですよね。何で除 

雪費の単価、ということをすごく言っていらっしゃったということをちょっと覚えています。 

その辺、同じ除雪なのに例えば手でもそうですけれども、時給でもそうです。手の人工代もい 

ろいろ出ていますよね。そういった中で１時間当たり単価にばらつきがあったりするのは、余 

り良いことではないのではないかと思います。 

県に合わせているという除雪費はよくわかるのですが、その辺のすり合わせもやはり同じ除 

雪を１時間やるとか、半日やるとか。同じ雪片付けなわけですから、その辺の単価が違うとい 

うのは、ちょっとやはりやるほうとしてはどうかなというふうに思うのでその辺のことと、今 

後に向けてをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

それと消雪パイプのことで、条例で件数で割っていただきましたよね。小集落のほうでもや 

りやすいような予算を付けてもらって条例にしたと思うのですけれども、その後小さい集落の 

ほうから消パイの願いというかが来ているのかどうか。それが余り来ていないということにな
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ると、本当に願っていないのか、もう少しやはり緩和していかなければいけないのかというよ 

うに、担当部としては考えなければいけないとは思うのです。その辺の考えをお聞かせくださ 

い。

それと、市営住宅の除雪の費用ですけれども、消パイ等が出ているところもいっぱいあるの 

ですが、わりと分担で市営住宅には世帯で割って除雪をやっているようなところが多いと思い 

ます。住まわれている方というのも、すごく裕福ではない家庭も多いとは思うのです。そうい 

った中で一般のアパート等々を聞いてみますと、持ち主がやっているというところがほとんど 

です。今回も除雪をしているところがありますよね。駐車場等々で除雪をしているところもあ 

るので、ほかのところは分担しているところもあったりするわけですが、その辺のことをお聞 

きしたいと思います。 

それと私、その住宅委員会にいるのであれなのですけれども、非常に今回、改修ということ 

でお風呂とかトイレとかを直していたり、委員会でもいろいろ話が出てきます。かなり老朽化 

してきているというところもありますので、新築等々も今後考えていくのかなとも思う。非常 

に年配の方が多かったり、また一人親世帯の方が多いと思うので、そのお子さんやお年寄りに 

ユニバーサルデザインといったような形の住まいですよね。なかなか改修だけでは難しいと思 

いますので、今後考えていっていただきたいと思いますが、その辺の答弁いただきたいと思い 

ます。 

○建設部長 まず除雪単価でございますけれども、機種によって各種単価が違います。それ 

で、私ども道路についてはご存じのとおり県の単価を採用させていただいています。あと例え 

ばの話が出た学校だとかそういうところの除雪が、ちょっと単価が違うということでございま 

すけれども、私どもの建設課のほうに学校教育だとかそういう担当課のほうからこういう機械 

を使ったら１時間幾らになりますかというのは、情報が入ってきますのでこういう機械を使っ 

たときは１時間幾らですよと、そういうのはいろいろ連携取ってさせていただいているところ 

でございます。 

あと地元施工の考え方というふうに思っていますけれども、まず地元施工につきましては分 

担金条例を改正させていただきまして、小集落については増額といいますか、補助を増額する 

ような形で改正させていただきました。そしてまた電気料については３割負担から２割負担と 

いうことで改正させていただいたり、あと幹線道路、１、２級道路については負担を取らない 

ということで改正させていただきました。今の時点で例えば地元施工でこういう形でやってい 

るのだけれども、もっと安くならないかとかそういうのはまだ入ってきていませんので、だい 

ぶ良くなったのかなというふうに思っています。特に今年２３年の場合は、１,２００万円ほど 

の地元施工が増額になりましたので、だいぶ地元のほうでも頑張ってしているのだなというふ 

うに考えています。 特に今現在ではそういう形で要望だとか、 今後これをもっと軽減するとか、 

そういうことは担当のほうとしては考えて今のところはありません。 

あと市営住宅の除雪でございますけれども、当然雪堀りをしたときの委託料の按分といいま 

すか、戸数按分といいますか、そういう形で居住者の方に負担をいただいているということで
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ございます。あと当然駐車場とかそういうところまで、居住者の皆さんからというわけには余 

りいかないので、そういうところ、屋根の雪だけはそういう形で今後とも負担をお願いしたい 

というふうに考えております。 

あと住宅の今後の新築だとかそういうのですけれども、私どもはこれから住宅のマスタープ 

ランを作りますので、例えば新築がいいのか、もっと民間のアパートを有効利用して、例えば 

ですよ、市が一軒家で補助するとかそういうのがいいのか。その辺は全体的な考え方をちょっ 

と検討してみないと、新築をするとかそういうのはまだ時期尚早みたいなので、検討した中で 

考えていきたいというふうに思っています。以上でございます。 

○塩谷寿雄君 よくわかりました。除雪費のその単価ですけれども、やはり同じふうにした 

ほうがやるほうとしては、学校教育課のほうからそういうふうな機械を借りるときにどれくら 

いだという話が出ていると思うのですが、単価表があってお互い金額が違ったりしていますの 

で、その辺のすり合わせは今後とも必要ではないかなと思います。よく協議していただきたい 

と思います。 

あとその消雪パイプのことですけれども、そういう話が出ていないということなので、まあ 

おおむねみんな了承しているのかなというふうに思っております。 

市営住宅のほうですけれども、これは本当にやはり核家族が増えてきまして、いいことか悪 

いことかで言えばどちらともいえないというか、いいこともあり、悪いこともあるのですけれ 

ども、非常にそういう方も多いと思います。よくよくいろいろ耳を傾けて聞くようにしていた 

だきたいと思います。終わります。 

○議 長 土木費に対する質疑の方はあと３人。 

昼食のため休憩といたします。休憩後の再開は１時１０分とさせていただきます。 

（午前１１時５５分） 

○議 長 延会前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後１時０８分） 

○議 長 土木費に対する質疑を続行いたします。 

○岩野 松君 ２点ほどお願いします。一番最初のページですけれども、道路市道認定に 

おいて先ほどの、先日の議案の中で行き止まりでも認定がされています。そういう意味で５ 

０年代に民間が住宅地として作ったところで行き止まり道路が結構あるのですけれども、そ 

ういうのもの認定などを含めた、この行き止まりに対しての認定の基準とか何かがあるのか 

どうかお聞かせください。 

それともう１つは国土調査費です。２６４の国土調査費ですけれども、町うちはまだ国調 

が六日町内はされていないのですけれども、もし係争中の土地があったりして、それが周り 

から国調で進めた場合の納得ができるような状況が生まれた場合は、それはそれで解決でき 

るのか。 

それから前のほかの地域でのところでは、そういうのも何かこう構わないでおいたという 

ような事例もお聞きしたのですけれども、そこら辺の対応はどうなるのか２点お聞かせくだ
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さい。 

○建設部長 １点目の市道認定でございますけれども、５０年代に宅地開発で行き止まり 

道路がかなり多くあります。当然うちのほうも行き止まり道路の基準を作っておりますので、 

それに合致すれば認定ができるということですし、特にこの市街地がかなり行き止まり道路 

が多くなっております。その辺の基準がありますので、当然、地権者の同意だとか、土地の 

権原の寄付採納のそれが当然一番の基準になっていますので、その辺よくお願いしたいと思 

います。 

あと国土調査ですけれども、当然係争中の物件になりますと、国土調査ではできませんの 

で、各々で解決をしていただかないと当然その部分が白地ということで線が入らない区域に 

なります。その辺は当事者同士で係争を解決してほしいというふうに思っておりますし、今 

まで五日町だとかそういうところ、そういう案件がございませんでしたので、特に白地にな 

ったというところはございません。以上です。 

○岩野 松君 その国調の問題ですけれども、白地に残すというのは例えば所有者の全て 

を白地に残すということですか。それともお互いの境界は作るけれども、それぞれの係争中 

のところだけ白地に残すというふうに考えていいわけですか。 

○建設部長 当然その係争中のところだけで、線がお互いにここだというふうに決められ 

ない場所があります。そういうところが分筆線が入らないで１つの白地ということになる。 

○佐藤 剛君 ２点だけお聞きしますけれども、２４０ページ真ん中へんからちょっと下 

に道路橋りょう修繕工事費、ここでいいと思うのですが、２２年に受益者負担が変わりまし 

て、住民としましては非常に軽くなったので助かっているわけです。それによれば今度は公 

費の負担が増えるということもありますので、限られた予算の中でこういう修繕等を施工し 

ていかなければならない。そういう面で影響が出ているとかそこら辺の状況をお聞きしたい 

点と。あわせてその下に地元施工道路整備補助金がありますけれども、先ほどちょっと説明 

もありましたけれども、先ほどの受益者負担のものと制度も違いますので、受益者負担のあ 

れが予算がなくなって地元負担の施工の事業がせざるを得ないみたいなのはないのだとは思 

うのですけれども、そういう影響で地元施工がだいぶ増えていますよね。そういう影響で増 

えているようなことはないのかということを確認したいのが１点。 

もう１点は２４８ページです。上のほうに総合都市交通体系調査委託金というのがありま 

すけれども、お話を聞きまして都市計画道路の見直しの関係だということです。総合都市交 

通体系調査の意義とか趣旨とかからすると、この２２年にちょうど前にもちょっと聞いたよ 

うな気もするのですけれども、南魚沼地域公共交通確保維持改善協議会ですかそれができま 

して、それはちょっと趣旨が違うのかもしれないのですけれども、これにしたって地域の実 

情に応じた持続可能な公共交通みたいなことを多分考える協議会だと思うので、趣旨は違う 

かもしれないのですけれども密接に関係しているのだろうと私は思うのです。そこら辺の連 

携といいますかそういう関係がどうなっているのかをちょっと聞いてみたいと思います。 

○建設部長 では２４０ページの修繕工事関係でございますけれども、当然受益者負担の
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見直しをしまして、当然地元負担が軽減されたということでございます。そして修繕につい 

て影響が出ているかというと、特にそこまでは影響は出ていないというふうに考えておりま 

すし、また、地元施工が増えているのは、特に地元のほうでは井戸、消雪パイプが欲しいと 

いうのが主に多くあります。そういうところについては、特に私どもはかなり基本的には機 

械除雪ができるところを機械除雪で、 市としてはやっていきたいということで考えています。 

たまたま地元のほうでは睦みあいだとかそういうので、この何メートル、１００メートル消 

パイが欲しいということを、そういうものについて地元が地元施工として頑張っているとい 

うことです。 

特にその修繕工事の減額をしたから地元施工が増えたとかそういう関係でなくて、消雪パ 

イプが欲しいというのについて地元からのこういう要望があったということで、それについ 

ては対応していきたいと考えています。 

あと、交通体系でございますけれども、これにつきましても当然用途の見直し、都市計画 

道路の見直しということで、今検討中ですけれども、この間の地域交通の協議会といいます 

かそういうものにつきましても、当然用途だとか交通の面がございますので、見直しの関係 

がございます。その協議会の中で私どもの案を提示させていただきまして、それで検討させ 

ていただくということで、交通体系のそれとこの協議会については特に関連しているという 

ことでご理解していただきたいというふうに思っています。 

○佐藤 剛君 関連しながらということなので、それでそうなのだろうと思いますけれど 

も、今ほど言いましたその南魚沼地域の公共交通確保維持改善協議会、 これは多分２２年度、 

２３年度かに発足したのだと思うのです。それを今一緒に併せながらということですが、発 

足した年だと思うので、その連携はともかくこの協議会自体でどの程度協議が進んでいるの 

か。ちょっと部門が総務のほうに移ってしまうのかもしれないですけれども、そこら辺のこ 

の協議会の現状をちょっとお聞かせいただきたい。 

○建設部長 地域公共交通確保維持改善事業につきましては、当然都市計画道路の見直し 

も関連するのですけれども、これは市内のバスの関係でございます。その辺を含めて全域を 

今後どういうふうにしたらいいかという、そういう協議会でございますので全然関係なしと 

いうことではないですけれども、そういう形で進めていきたいということです。 

○佐藤 剛君 ちょっと聞き方が悪かったようで、そういうことだろうと思うので担当と 

いいますか決算の部署が違うかもしれないですけれども、協議会の進捗はどんなになってい 

るかということを関連で聞いたわけです。ちょっと聞く場所が悪いとなればまたいいのです 

けれどもわかったら教えていただきたい。お願いします。 

○都市計画課長 交通協議会のほうですけれども、今年度（当日中に訂正発言あり）立ち 

上げをさせていただきました。（「今年度ですか」の声あり）地域公共交通のあれですよね、 

維持改善の関係の協議会。市内のバスとかそういった関係の、いわゆる公共交通をどういう 

ふうにもっていったらいいのか、市民バスも含めてどういう形にしていったらいいのかとい 

うことで、交通事業者あるいは国、県、そういった方々の委員さんになっていただいて、こ
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れから集めていくということになっております。第１回目の会議を開きまして、これから来 

月になりますか、第２回目の会議を開くという予定になっております。 

○佐藤 剛君 ３回目ですみません。私がでは勘違いしていたのかもしれないので、お詫 

びがてらちょっとお聞きしたいのですが。２３年の３月議会の施政方針の中に、今私が言っ 

た南魚沼地域公共交通確保維持改善協議会というのを設立して、先ほど言いましたように、 

市の特殊性に応じた持続可能な公共交通のあり方を検討するのだというようなのが出ていた 

ものですから、その２３年度に発足したのはということを言ったのです。では、それは今年 

度発足して動き出したということでいいわけですね、わかりました。終わります。 

○建設部長 ２３年３月につきましては、２４年度からこういう形で市民バスも含めて動 

き出そうということで報告をさせていただいたということです。 

○寺口友彦君 ２点ほどお伺いします。２４８ページ、流雪溝整備の調査設計ですけれど 

も、流す水の確保について調査は今どうなったのかということをお聞きします。 

もう１点は２６２ページ、克雪住宅推進事業費でありますが、宅地内消雪についても当初 

予算１５７万円に対して決算が７６万円ですし、克雪すまいづくり支援事業についても当初 

１,１００万円に対して決算が３０６万円ということで、なかなか実績とすればぼちぼち上が 

ってきているかなと思いますけれども、商談件数ですね。要は商談件数部というのはどのく 

らいあって、その中でそれであれば断念をしようかなという部分があったかなと思いますけ 

れども、その辺の事情をちょっとお教え願いたい。 

○建設部長 流雪溝の関係でございますけれども、水量の調査をさせていただいて、なか 

なか水量が駅西までいくと今現在の倍ぐらいないと計画路線が全部できないという状況でご 

ざいます。そうした中でひとつ今年度、恒久的な水利権が得られるのかどうかそういうのを 

含めて検討させてもらいたいということでしておりますけれども、具体的に最終的に水量が 

得られなければ、駅西地区の整備計画の見直しをちょっと考えていかないと、全路線、計画 

路線、全部できるというわけじゃないのかなというふうに思っていますので、その辺を含め 

て今年度検討させていただきたいというふうに思っております。 

克雪住宅の相談件数については都市計画課長のほうで説明させていただきますのでよろし 

くお願いします。 

○都市計画課長 克雪関係の相談件数ということですが、具体的な件数というのは承知を 

しておりませんけれども、例えば宅地内消雪の関係、これは地盤沈下区域ということになっ 

ておるのですが、その区域外の方からも窓口のほうへ来られてちょっと相談を受けて、それ 

は地域内だけですよということで、いわゆるその補助という部分でのものを断念された。勘 

違いされていたといいますかそういったケースはございますけれども、 大体もう決められて、 

こちらのほうに相談あるいは具体的な手続の内容を確認に来られるという方がほとんどであ 

ります。 

ちなみに件数的には２２年が宅地内の方は１件だったわけで、その前は３件というような 

ことでなかなか件数的には上がっておりませんけれども、克雪すまいづくりのほうについて
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は２２年が１７件、２３年度は７件というような形になっております。以上であります。 

○寺口友彦君 流雪溝の水の確保については、確かに恒久的な水利権といっても要は冬期 

間に今よりも若干多めにとれるかどうかという部分が非常に問題になるわけですね。冬期間 

ですので水量自体は当然減るわけですから、となると今公共の道路のところに消パイを流し 

たと。その部分の水をじゃあ今度汲み上げてするとかという部分についても、もう当然考え 

られていると思います。そこら辺を含めて地元とよく協議をして、もう送水ポンプが完成し 

ているのになかなか水が来ないという部分で、地元は心配をしているわけですから、そのと 

ころをお考えいただきたい。 

それから克雪住宅については、この宅地内消雪の部分についてはやっぱり非常に期待をし 

ていた部分ですね。それは２３年は５件であったということについて、地域外からの相談も 

あったということです。けれども、地域内からも相当相談が来て、いろいろなことを打ち合 

わせした中で断念をするというのが、そういうところの件数が増えない限りは、この部分は 

増えていかないんだろうというふうに思います。 

そうすると、なぜ断念をしているか、こないのかということを検証をして、これから少し 

でもこの部分が広まるような細工をしていかなければならないと思います。それについてこ 

の今年度の決算を受けた中で、こういうふうにしていこうというお考えがあればちょっと聞 

かせてもらいたい。 

○建設部長 １点目のほうの流雪溝の関係でございますけれども、当然水がないとなかな 

か流雪溝整備もいかないということでございますので、当然道路の消雪パイプの関係だとか、 

あと今、十二沢川が浸水対策で５年間のうちにかなり伸びるということで、その十二沢川の 

旧河川をどうしようかということで今、地元の皆さんと協議中でございます。当然水が欲し 

いということでございますのでその辺を含めて、あとＪＲのほうで、冬場ＪＲの駅のほうを 

みんな消していて十二沢川へ全部流している水路があるので、その辺の有効利用だとかを含 

めて、十二沢川から１つの取水ができないか、その辺を含めて検討させてもらいたいという 

ことで、今、考えているところでございますのでよろしくお願いします。 

２点目のほうは都市計画課長から。 

○都市計画課長 国鉄のほうのこれからということでありますけれども、先ほども言いま 

したように、直接相談に来られて、エリア内ですけれどもこういう条件だから断念したとい 

うことについては私は承知していないのですが、いかんせん利用が思ったほど伸びていない 

というのも事実でございます。 

宅地内のほうにつきましては事業関連のところでもいいよという形で、制度のほうの若干 

改正をしておりますし、今後また冬場、特にこれから秋口から冬、雪降り前にかけてまたそ 

ういった需要というか考える方が多いと思いますので、その辺ピーアールをしていくしかな 

いのかなということで考えております。以上です。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり）
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異議なしと認めます。よって第８款土木費に対する質疑を終わります。 

○議 長 第９款消防費の説明を求めます。 

○消 防 長 それでは決算説明に入ります前に、１点だけ皆さんにご報告を申し上げま 

す。欠ノ上のトンネル爆発事故の原因調査の件ですけれども、８月１日からトンネルの中に 

入りまして原因調査を続けてまいりまして、ほぼ核心部分まで調査が行きわたりました。そ 

れで今日、かねてから依頼を出しておりました総務省消防庁の消防科学研究所の専門官５人 

に来ていただきまして、朝から核心部分の調査に入っております。これは夕方終了する予定 

です。消防としましては現地での調査は、今日で一応終了するという見込みであります。警 

察の方は明日、科捜研から専門官を招いて調査をして、明日いっぱいで終了するという形で 

あります。なお、今後は現地でのデーター分析等を行いまして、原因判定を目指すという形 

になろうかと思います。以上、報告です。よろしくお願いします。 

それでは９款消防費の説明を申し上げます。 

１項１目から行きます。２６３、２６４ページをお願いいたします。なお、決算資料につ 

きましては６７から６９ページに記載がございますのでご参照をお願いいたしたいと思いま 

す。

１項１目常備消防費、支出済額、前年度比３,２７９万円増の６億３,３２８万円、この増分 

は庁舎建設によるものでございます。なお、翌年度繰越額、継続費逓次繰越といたしまして 

１億７,５２８万円、消防庁舎建設費用でございます。備考欄に移ります。丸、消防総務費、 

前年度並み２,９２４万円、下から２行目、職員旅費２０６万円とありますけれども、この中 

には県の消防学校に職員１７名の派遣、それと救急救命士の養成のために東京研修所に６か 

月間１名の派遣の旅費が含まれております。その下、消耗品費９３万円ほど、この中には新 

型インフルエンザ感染防護衣としまして８００着が含まれておりまして、新型インフルエン 

ザ感染防護衣につきましては、当初の予定どおり３,８００着この備蓄が完了をしております。 

めくっていただきまして２６５、２６６ページをお願いいたします。中段、通信指令施設 

等保守点検委託料これは６９８万円ほどですけれども、指令台の設備あるいは無線設備等の 

保守点検の委託料でございます。その下、研修委託料９７万円、これは救急救命士が各病院 

で病院研修を行いまして、気管挿管、薬剤投与等いろいろな手当の研修を積むための委託料 

でございます。その下の下、指令システム使用料３７８万円、位置情報通知システム使用料 

２２２万円、これは両方とも指令台あるいは指令システムの使用料でございます。 

丸、消防一般管理費、前年度比１３０万円減の２,１７１万円。めくっていただきまして、 

２６７,２６８ページをお願いします。上から４行目、手数料９９万円この手数料は空気ボン 

ベあるいは酸素ボンベのボンベの３年ごとの耐圧検査料、それと主に救急車の中で使います 

酸素ボンベの酸素の充塡料でございます。下にいってもらいまして下から９行目です。消防 

活動用備品購入費１０５万円、この内容は水難救助用のウエットスーツ２着、それと緊急援 

助隊として外部に出た際の隊員が使う暖房機、照明、寝袋、マット、簡易ベッド等一式の整 

備でございます。その下、救急資機材購入費２２８万円、これは救急車の中に積んでありま
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す自動心肺蘇生装置と救急講習等に使います訓練用人形５体の整備でございます。 

丸、消防設備整備費、前年度比６９５万円減の１,１８２万円、これはその下、消火栓の設 

置工事委託料、消火栓の設置あるいは更新、移設等、全部で２１基分７９７万円でございま 

す。その下の下、サイレン吹鳴装置整備工事費７４万円、これは湯沢町の松川に手押しのサ 

イレンを新設したものでございまして、これは投資事業ですので湯沢町負担が１００パーセ 

ントでございます。 

丸、消防水利整備事業費、前年度比１,１４９万円減の１,２９８万円、これは耐震性貯水槽 

建設工事費といたしまして４０トン級２基を整備したものでございます。 

めくっていただきまして２６９、２７０ページをお願いします。丸、消防庁舎新築事業費、 

前年度比７,４３１万円増の４億５,７８１万円、これは３年継続費の２年目に当たりますけれ 

ども、庁舎建設の費用でございまして、５行目、庁舎建設工事費４億５,２１８万円これは平 

成２２年、２３年、２４年の継続費の中の中間年の執行でございます。 

なお、庁舎建設につきましては、今年第１期工事全てが完了をいたしました。残るは来年 

度、単年度で訓練施設の建設を予定をしております。それが終わりますと全て一連の工事が 

完了するという予定になっております。 

丸、消防庁舎管理費、前年度比１５４万円減の１,７６７万円。めくっていただきまして２ 

７１,２７２をお願いいたします。丸、消防車両整備事業費、前年度比３,１１４万円増の５, 
１２２万円。その下、車両購入費１３０万円とありますけれども、これは湯沢消防署に配備 

してあります軽自動車の更新であります。それとその下、消防ポンプ自動車購入費４,９９２ 

万円これも湯沢消防署に配備しておりましたポンプ車の更新でございます。この２台いずれ 

も投資事業ですので湯沢町１００パーセントの負担でございます。 

丸、消防車両管理費、前年度比２,５２９万円減の１,３９５万円。これは大幅に減になって 

おりますけれども、前年度、湯沢消防署に配備しておりましたはしご車のオーバーホールが 

あったものでございます。丸、消防補助・負担金事業、前年度比１６９万円減の３３２万円、 

各負担金の支払いでございます。丸、消防救急無線デジタル化事業費、これは皆増でござい 

ます４６０万円、これは消防救急無線が平成２８年５月でアナログからデジタルに切替えと 

なりますけれども、その予備調査、電波伝搬調査を実施したものでございます。なお、これ 

につきましては来年度、実施設計をやりまして２６年、２７年の２か年で整備をしたいとい 

うふうに考えております。２８年の６月１日からは新たにデジタル無線で運用を開始すると 

いう予定になっております。 

丸、消防庁舎整備費これは繰越明許でございまして８９１万円ほど、平成２２年度前年度 

の地域活性化交付金きめ細かな交付金、１０分の１０、１,５００万円の予算額で大和分署の 

屋根の葺き替え工事を行ったものでございます。前年度で４１０万円を執行しまして残り１, 
０９０万円を繰越明許させていただいたものでございます。 

めくっていただきまして２７３、２７４ページをお願いいたします。２目非常備消防費、 

執行済額、前年度比１,７５０万円減の１億７,７４３万円。備考欄丸、消防団総務費、前年度
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並みの４１０万円でございます。丸、消防団運営費、前年度比６０８万円減の１億５,１１８ 

万円。その下、消防団員報酬５,２５８万円、報償費２,６２３万円、４～５行下へ下がってい 

ただきまして団員福祉共済掛金７２０万円。これは例の東日本大震災のときに大勢の方が亡 

くなったということで、 掛金が今年度１,０００円増えて４,０００円になっておりますけれど 

も、補償のほうも３,０００万円から１,２００万円に減額をされたものですが、今年の２月末 

に元の補償額に戻ったということで安心をしたところでございます。殉職の場合には最高で 

３,４００万円が出ます。一応そういう補償の内容の掛金でございます。それから３行下、新 

潟県市町村総合事務組合（退職報償）負担金とありますけれども、４,６６５万円。これは将 

来の退職に充てる基金でございます。丸、消防団施設整備事業費、前年度比１,０１７万円減 

の３６２万円これは大幅に減となっておりますけれども、前年度、湯沢町中里の消防団の消 

防自動車ポンプ車を更新したものでございます。小型動力ポンプを３台、今回更新をさせて 

いただきまして３６２万円でございます。 

２７５ページ、２７６ページをお願いいたします。消防団施設改修費、前年度比９６万円 

減の５８６万円、これはサイレン吹鳴装置整備工事費でございまして、新たに手押しのサイ 

レン６基を整備をさせていただきました。それと丸、消防団施設管理費、前年度並みの１,２ 

１８万円。それから丸、消防団補助・負担金事業、前年度並みの４７万円となっております。 

消防費１目、２目の説明は以上でございます。 

○総務部長 続きまして中ほど１項３目防災費についてご説明を申し上げます。この目で 

は、１,９４５万円ほどの増で、５,２９２万円ほどの決算でございます。 

備考欄丸の防災一般経費でございますが、１,３２０万円ほどの執行でございまして、前年 

度に比べ４７０万円ほどの増額決算でございます。行政区長会で要望のあった一時避難所の 

看板ですとか、あるいは緊急メール配信構築委託などの部分が増となったものでございます。 

消耗品費１０８万円余りでありますけれども、一時避難所の看板や備蓄用保存食の購入が主 

体でございます。光熱水費では、防災無線中継局の電気料、それからインターネット接続料 

は、震度情報システムなどの部分でございます。緊急メール配信システムは皆増でございま 

すが、緊急時のメール配信を構築させていただきました。現在３,４００件ほどの登録をいた 

だいております。 

次の、防災行政無線点検委託料でございますが、デジタル行政防災無線設備中継局３局、 

固定局が４局、移動局８９局を、良好な状態に保つための点検委託ということで、５３４万 

円ほど。次の２７７、２７８ページをお願いいたします。ＦＭへの、緊急割り込み装置の運 

用保守委託が１６３万円余りでございます。飛散防止の作業委託でありますが、倒壊家屋の 

対応に被害防止のための緊急措置でございます。機械器具費でございますが、防災ラジオ１ 

３６台、大震災の関連の福島第一原発の発災に係る対応といたしまして、サーベイメータ２ 

台、これは１台が５４万円ほどでございますが、２台を整備させていただいたものでござい 

ます。 

丸の気象観測事業でございますが、城内開発センターの自動観測機器、大和庁舎雨量計、
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欠ノ上地区の降雪量観測に係る経費で、昨年とほぼ同額でございます。 

それから丸の防災対策事業５９万円ほどでございますが、昨年７月３日薮神地区で実施を 

した、総合防災訓練の費用でございます。 

それから丸の防災広場整備事業費３,６７４万円ほどでございますが、水槽、防災倉庫、街 

灯、舗装といった広場に係る執行額でございます。それから丸の防災補助・負担金事業では、 

１１０万円ほどでございますが、備考記載の負担金でございます。 

２７９、２８０ページをお願いいたします。繰越明許に係る防災対策事業でございますが、 

指定避難所に係る案内看板の設置の部分でございます。 

４目水防費でございますが、丸の水防業務経費で６２万円ほど、５６万円ほどの増加でご 

ざいますが、中ほどＧＩＳシステム土砂災害警戒情報をＧＩＳの上にレイヤーを、地図で重 

ねるというイメージでいいかと思いますが、それを作成していただいたものでございます。 

次の水防補助・負担金は４万円ほどで昨年とほぼ同額でございます。以上で説明を終わり 

ます。 

○議 長 消防費に対する質疑を行います。 

○佐藤 剛君 では２点お伺いいたしますが、まず防災広場の整備の関係です。場所と設 

備等、承知はしているのですけれどもこの防災広場ができたわけなのですが、どの程度の例 

えば一時避難民の受入れを想定しているか。トイレ等はできているわけですけれども、大丈 

夫なのかというところの一応の目安といいますかそこら辺と、それとまた周辺の方々へのピ 

ーアールも、 そこ１つで全部まかなえるわけじゃないですので大事だと思うのですけれども、 

どういうような防災広場としての役割としてのピーアールをしているのかというところを１ 

点。

２７８ページですが、その上に防災対策事業費がありますけれども、そこで去年多分ここ 

で備蓄用の食糧の予算付けをしたと思うのですが、今回その前の防災一般経費の中での備蓄 

用の食糧の話がありました。去年、備蓄用の食糧について多分２,０００食弱ぐらいの配置を 

したわけですけれども、どの程度そういう備蓄用の食糧というのを考えているのか。市の考 

え方としては、各家庭の中で災害時に備えて準備はしておきなさいよというピーアールもい 

ろいろなところでしているのですけれども、市としての防災対策としてどこら辺まで備蓄を 

しておこうというふうなお考えなのかということを２点お伺いします。 

○総務部長 防災広場の部分でございますが、想定しているのはこの市街地周辺というこ 

とでありまして、要は水道が止まったり、便槽も入っているわけですのでそういうのができ 

るということで、何人分といわれるとちょっとはっきりしませんが、このほかに例えば今下 

水のほうでは緊急地震の耐震用のその管のそのものを直して、地震がきても主要な施設はト 

イレが使えるような格好にしています。ここだけということではありませんが、便槽があっ 

たり水槽があったり、あるいは今は職員の車がありますが、そこに集合ができるわけですの 

で、そういった使い方でいきたいと思っています。市民会館なども広い部分があるわけです 

ので、そういうところを緊急の場合は使っていただくということになろうかと思います。
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それから食糧の備蓄の計画ですが、一応数的には県の計画では１万５,６００食を県のほう 

では南魚沼市に配備をしろということですが、今議員おっしゃったように私どものところは 

米はありますし、食べ物はかなりあるわけですので、とても市の何割とかという残し方はす 

る必要はないと思っています。 

ただ、この間の地震だとか雨のときのように、一時避難所で緊急に飛んでこられた方に何 

とか対応が１食ないし２食できればというふうに思いますので、ここまでいくのかどうかも 

お金の問題もありますので、目安とすると１万５,６００が目安だということでございます。 

以上でございます。 

○山田 勝君 ２点ほどお願いいたします。ページが２７２ページ、無線のデジタル化の 

調査ですが、単純にこれは当初予算が９００万円ほどみていたかなと思うのですが、半額に 

なった要因をちょっとお教えいただければと思います。 

それともう１点、昨年度は災害があって大変な消防団だったわけですが、ページで２７４ 

ページです。非常に職員の方もやったのですが、地元の消防団が一生懸命やられたなと思う 

のです。その十分な検証がなされたかなとちょっと思っているのです。もう少しちょっとや 

れてよかったのではないかなという思いがありますので、その辺ちょっとお教えください。 

○消 防 長 １点目のデジタル無線の電波伝搬調査の契約の件ですけれども、これは県 

内一斉に行いました。業者も一応、県のほうで県内全域で業者を決めさせていただいたと。 

それで契約は各々の消防本部ごとに契約をしたという結果が、これだけの請差がでたという 

ことでございます。 

それと消防団の活動に関してのいわゆる検証ですけれども、昨年の水害のときには消防団、 

南魚沼市は４,４００人というふうなすごい動員力をいただきまして、ほかの市町村に比べる 

と相当うちの消防団は一生懸命やっていただいたという結果ですけれども、やはり反省点も 

多々あるということで、各方面隊、各分団で反省会等十分検討をさせていただきました。そ 

して今まで水害に対するマニュアルもなかったということで、消防本部のほうで水害対応の 

いわゆるマニュアルを作成させていただきまして、昨年度、各消防団に配布をしたところで 

ございます。以上です。 

○塩谷寿雄君 本当にその消防団は昨年の水害でかなり動きがよかったのですけれども、 

非常にやっぱり、今までも申したかもしれないですけれども、部によって１分団、２分団、 

３分団、４分団と分かれています。この境が川で東、西で分かれていたり、また六日町地区 

になると地区同士で今度、塩沢地区、六日町地区と分かれるのですけれども、非常になかな 

かいきづらい部分があります。私の地区は大里という地区で中之島の２分団というところに 

入りますし、隣の橋を渡って向こうは上十日町で塩沢地区１分団となるのですけれども、先 

に塩沢のほうがやっぱり水害がすごかったのですよね。といったときに２分団からもでも連 

絡を取り合って行ったのですけれども、なかなかそういう消防団のしきたりというか、縦は 

あっても横のこれがない。その辺をやっぱり緊急時なので、マニュアルで今ほどおっしゃっ 

たあれでどういうふうに改善されるかちょっとわからないですけれども、非常にその動きや



 40  

すい部分というのをやっぱり消防長、トップがこうもっと緩和できればいいのかなというふ 

うに思っております。 

あとそうですね、水道のほうも関係がありますが、春の演習、秋の演習等々で消火栓を出 

すと、やっぱり濁り水がかなり民家に入るのですよね。水道のほうも今年からですか、パイ 

プを開けてよくするようなことを事業管理者から聞いてはいるのですけれども、ひどいとこ 

ろだと２日、３日というかずっとこの濁り水が出るような場所もあるそうです。その辺をな 

るべく演習前に開けてやらないと、グラスに入れると本当にすごく濁っている部分があるの 

ですよね。その辺のことをやはり早めに、中の管の問題だと思うのですけれども、していか 

なければいけないのかなと思います。 

あと、サイレンを手押しに替えていっているのですけれども、現在まだ市でも火の見やぐ 

らというか、カンとたたくような、登ってたたくようなところがまだあるのか。非常にかな 

り鉄も腐ってきたりしていて、登れないところもあるのかもしれないです。その辺のやっぱ 

り安全の徹底ということで、あるようでしたら早めにサイレンのほうに切り替えて一気に切 

り替えるぐらいの気持ちでやっていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○消 防 長 まず第１点目のいわゆる消防団の部の境界というか応援態勢の件ですけれ 

ども、ちょうど今、分団部の統合計画を作成中です。それで今年度いっぱいで計画を作成し 

て、それから２５年度、２６年度くらいで統合を実現させたいということで、消防本部のほ 

うで現在素案を作りました。部の数で約半数以下になりますし、分団の数は大和地区で１個 

減るだけという内容です。 

確かに部同士でのいわゆる応援態勢は、やはりいわゆる自分の集落だけ、隣の集落だとど 

うかというふうなのが特に小型部はあると思います。ただ、今回の部の統合によって各部に 

は必ず車両１台は保有しているというふうな形を作りたいので、その辺も車両については全 

部の地区、あるいは方面隊全部出るわけですので、その辺はある程度は緩和されるんじゃな 

かろうかというふうに期待をしております。同じ消防団、１つの消防団の中ですので、それ 

は十分またお互いにやりくりをして応援し合うんだよということを、またこれからも徹底し 

ていきたいと思います。 

それと消火栓の２点目、濁りの問題ですけれども、これは確かに消防演習のたび、あるい 

はうちの職員が消火栓の点検に行った際にも、開栓した場合にその地域が濁ったというふう 

なことがつい先日もありました。それで、うちの職員が今後、点検をする際にはいわゆるめ 

くらのものをはめて水を出さないで、開栓の点検をするというふうな方式を採っていきたい 

というふうな考えであります。ただ、演習の際に方々で開栓するとやはり濁りは出るのかな 

というふうなことで、水道のほうともまた協議をしなければならないというふうに考えてお 

ります。いずれにしても今は無届けで消火栓を開いて演習をすることはできません。各地区 

から全部、文書で届出を出してこちらの許可をもらってからやるということを徹底をさせて 

もらっております。その辺、さらに今後徹底をしていきたいと思いますし、できるだけ地域 

にやはり迷惑をかけないようにやっていかなければならないというふうに考えております。
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それからサイレンの件ですが、今のところ市内では手押しのサイレンが１５９です。それ 

で半鐘のまま残っているのが４６か所ございまして、これを早めにサイレンに切り替えたい 

というふうに考えておりますが、これまでの計画では１年間に９個を切り替えるという計画 

でずっときましたけれども、先日も担当の係と話をしましたが、半鐘は確かに相当古くなっ 

ております。ですので、来年度あたりからは倍くらいにして２年か３年で全部サイレンに切 

り替えたいというふうに考えております。以上です。 

○塩谷寿雄君 前向きな意見をありがとうございます。消防の点で１点だけですけれども、 

非常にその境目があるところがあるので、部はよくわかるのですけれども、そこのところの 

緩和もよく話し合っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○中沢一博君 ２７８ページの防災になるのでしょうか、ちょっと確認をしたいと思って 

おります。県防災ヘリの部分で人件費の負担が９９万１,５００円でております。その出動の 

体制ですけれども、この決算ページの６８ページに出ておりますこの数字と掌握されている 

のかどうか。ちょっと私が勉強不足なものですから、この出動の状態はどのようになってい 

るのか。そして搬送された結果等、また時間等がもしおわかりになりましたらお聞かせいた 

だきたいと思います。 

それとあとドクターヘリが来年度これからの部分ですけれども、今後の部分がありますか 

ら今聞かなければいけないわけですのでちょっとお聞かせいただきたいと思うのですけれど、 

この１０月からドクターヘリが配備になるわけでございます。これに関しまして指令システ 

ムというかそういう状況の、防災ヘリとドクターヘリの兼ね合いをどのようにされようとし 

ているのか。また、その連携というか準備段階はどのようになっているのかということは、 

もう完成されていると思いますのでその点をお聞かせいただきたいと思います。 

○消 防 長 防災ヘリの隊員の負担金の件ですけれども、これは全市町村が毎年いわゆ 

る負担金を出して、その中で防災ヘリの人件費等を運営しているという形でございます。そ 

れで歳入のほうに入っているのは、うちが今隊員を一名派遣しておりまして、その人件費が 

入っているかと思いますので、数字はもちろん歳入歳出で違うと思います。 

それとドクターヘリですけれども、日にちが決まりまして１０月３０日に運行を開始いた 

します。これは基幹病院は新潟大学病院ということでありますけれども、既に準備が現在進 

められておりまして、新大の病院のほうでは既にフライトドクターそれからフライトナース 

等は全部研修が終わって、いつでももうスタンバイで飛び立てるというふうな状況でありま 

す。この要請は各地域の消防本部が責任を持って要請を行います。 

それで、このドクターヘリの一番の目的は、搬送ももちろんありますけれども、まず一番 

目の目的は、早期の医療の投入でございます。ドクターヘリにはもちろんドクターとナース 

が乗ってきまして、新潟から約３０分ですけれども、現地に降りましてすぐにもう医療行為 

が始まると、これが大きな目的であります。その次に迅速に搬送するという目的であります。 

ただ、防災ヘリのほうは今までどおりやっぱり救助、あるいは防災面のいわゆる防災活動 

そういうふうなことですので、おのずとこの２つのヘリがやる分野というのは全く違うもの
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ですから、ただ、事案によっては連携をして防災ヘリで救助したものをドクターヘリのドク 

ターがすぐ医療を施すというようなことはもちろんあると思います。 

それで、ドクターヘリの場合には県が想定しているのは、平均で１日１件です。年間３６ 

０件程度。それで消防本部のほうから、 先ほども申し上げたとおり依頼を出しますけれども、 

１１９番が飛び込んできて指令室の要員の判断で即、救急車を出しますけれども、ドクター 

ヘリを頼んでいいよというふうな取決めになっておりまして、いらなくなった場合には途中 

で引き返すのも全く問題はないというスタンスでございます。そういうことで遠慮なくこれ 

からはもう初動でどんどん頼んでいこうかなというふうに考えております。以上でございま 

す。 

○中沢一博君 消防長のすごい決意というか、我々市民としてはすごく――どんどん頼ん 

でいくということで、それにしても１日１回だという、そうなった場合その判断が難しいと 

思うのです。どんどん頼んでいって帰ってもいいというぐらい、そういう判断は私どもわか 

りませんけれども、それを聞いて安心いたしました。 

それと、今まで防災ヘリ出動というのは大体どのぐらいあったのか、掌握されていたらい 

ただきたいと思っております。やっぱりどうしてもこの防災とドクターヘリの兼ね合いが、 

私は対処は難しいんじゃないか、それが頼みたくてもできないんじゃないか。その兼ね合い 

をちょっと心配をしているものですから、その点を１点お願いしたいと思います。 

もう１点は、ここに防災ヘリのほうは予算的に出ているのですけれども、今後、ドクター 

ヘリは一般的にいわれる大体の経費は、市民１人当たりどこもそうですけれども、大体１人 

年間８０円ぐらいかかるというふうに私は聞いているのですけれども、このような部分は今 

後負担は考えなくてもいいというふうにみているのかどうか、もしわかったらお聞かせいた 

だきたいと思います。 

○消 防 長 最初の質問の防災ヘリ出動の件数ですけれども、当管内の数字を私はつか 

んでおりますけれども、昨年防災ヘリの出動件数は当管内で９件でございます。それで９件 

で救助人員が８人、あと県警ヘリも来ますけれどもこれが１２件、そして救助人員が９人と 

いう内容になっておりまして、その年によって増減ありますけれども大体防災ヘリがこちら 

にきて活動するのはこのぐらいの数字かと思います。 

あとドクターヘリの経費の件は、これはあくまで防災ヘリと違いまして、新潟県の運用で 

すので、市町村に特別この負担金がかかるということはございません。以上です。 

○寺口友彦君 ２６６ページの消防一般管理費、それから次のページの整備費に関連する 

かと思いますけれども、地元消防団のほうからも出たと思いますが、１消火栓にホースが２ 

本という部分について、もうちょっと増設できないかというのがありました。この部分につ 

いてこの決算を受けてどうこうしようかという部分があればお聞かせ願いたい。 

救急車の搬送についてですけれども、年間２,９８２件の搬送があると。救急車がきてから 

の病院を決めて発車をするわけですけれども、その間の時間がちょっと長いのではないかと 

いう話が出てはいるのですけれども、その辺でトラブル等がなかったのかどうかちょっとお
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聞かせ願いたいと思います。 

それから２７８ページの気象観測事業費についてでありますけれども、新潟地方気象台で 

あったり、信濃川の河川事務所であったりの部分のデーターが、非常にリアルタイムで正確 

であるという部分がありますのでそういう精度と比べて、 この観測をやっている部分ですね、 

精度はどうかということを検証なさっているのかどうかちょっとお聞きします。 

○消 防 長 まず１点目の消火栓用のホース２本の件ですけれども、今まで度々この辺 

はご指摘をもらっております。２０メーターホース２本が定数ですので４０メートル範囲し 

か続かないということです。これに関しては確かに３本、４本、５本とあれば遠くまで続く 

わけですけれども、その辺はやはり現在格納箱がありますが、あの辺まで全部タイプを替え 

なくてはいけないということがありますし、それから予算面でも１本いま３万２,０００円で 

ございます。ですので、市内に消火栓が全部で２,５００本ありますので、１本増やすだけで 

１億円ぐらいの金額になってしまうということがあります。 

それと、何とか２本で足りないところは隣の消火栓、あるいは器具庫のほうから調達をし 

ていただいてというお願いを常々しておりますけれども、何とか今のところはこの２本でお 

願いをしたいというふうに考えております。 

それで、ほかの地域をみますと、この南魚沼市のように公費で全部の消火栓に全部ホース 

を支給しているところはありません。全部、大体自治会の予算でほかの地域はやっておりま 

す。ですので、その辺はほかの地域に比べたらうちのほうはちょっと先行しているかなとい 

うふうな感じがしております。何とかその２本でやりくりしていただきたいというのが私の 

気持ちでございます。 

それと、救急車のいわゆるトラブルですけれども、病院の選定がどうしても時間がかかり 

ます。傷病者を中に収容しまして、どこの病院に行くかは全部中に乗っている救急隊員が電 

話でアポを取りまして、了解を取って病院に向かうということです。救急車が見ていると立 

ち往生したように見受け方もされるかと思いますけれども、これは病院が決まらないことに 

は出られないということです。一番救急隊員が間に挟まって大変ですけれども、特別うちの 

管内でトラブルになったとかそういうことはございません。それでうちの管内はいわゆる縦 

長の管内ですので、結構、病院が限定されますのである程度のところまでは走行できます。 

それで、２つの病院が候補に挙がった分岐点で、止まって交渉をするという形ですので、仮 

に病院到着までの時間ですと新潟市よりもうちのほうが早いです。一応そういうことですの 

でまたご理解をお願いしたいと思います。以上です。 

○総務部長 気象観測事業の部分でありますが、これはもう合併以前、従来からずっと観 

測をしてきているところでございますので、そこを変えるということではなくてやっている 

わけであります。それぞれここにありますように、点検委託をメーカーさんに出して点検を 

しておりますので、一定程度の精度はあるものだろうというふうに思っております。ただ、 

ちょっと法律の名前を覚えていませんが、気象業務法だったと思うのですが、テレビやラジ 

オでばんばん出すには、気象庁さんの検定を受けた機器でないと出せないという原則があり
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まして、これがまたかなりお金がかかるのです。ですので、私どもとすれば今ここであるの 

は塩沢に確か１基ありますし、十日町それから魚沼ですが、ぜひこの南魚沼に気象庁さんの 

観測点が欲しいというふうなことは思っていますが、そのデーターとそう大きく違ってはい 

ないだろうというふうに考えております。以上でございます。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第９款消防費に対する質疑を終わります。 

○議 長 第１０款教育費の説明を求めます。 

○教育部長 それでは１０款教育費をご説明します。２７９、２８０ページをお開きくだ 

さい。１項教育総務費、１億８,７８４万円、前年度比７,２００万円の増。増額要因として、 

子ども・若者育成支援センターが新設しました。それに伴い教育総務費に４目育成支援費が 

加えられたことがあります。１目教育委員会費１億５,０４３万円、前年度比３,９５７万円の 

減。

２８１、２８２ページをお開きください。１つ目の丸、教育改革推進事業１,４９４万円、 

前年度比４０万円の増。１行目の非常勤講師賃金４２７万円は、小中学校外国人児童生徒に 

対する授業における日本語支援講師３名を配置したものでございます。対象の児童生徒は１ 

６人でした。２つ目の丸、特別支援教育事業６,４４４万円、前年度比３,６０５万円の増、支 

援員４５名、前年度比７名の増でした。３つ目の丸、国際交流及び文化・スポーツ基金事業 

１,４６５万円、前年度比５９５万円の増。下から４行目、中学生海外派遣事業は当年度で４ 

回目でした。１番下の行、日韓友好の道岩中学校との交歓事業、昭和６２年にスタートし２ 

４回目でした。生徒８名、引率者３名、合計１１名が韓国へ行ってまいりました。 

２８３、２８４ページをお開きください。１行目の国際交流及び文化・スポーツ基金の６ 

００万円、平成２３年１１月に廣田氏から追加寄付を受けたものでございます。廣田氏の意 

向で、２４年度、今年度からの自己負担金なしの助成制度を新設しました。ちなみに今年度 

は派遣生２０名中２名が助成制度に該当しました。１つ目の丸、教育奨学金事業１,１００万 

円、大学生４人、短大専門校９人、高校生１人、合計１４人でした。当年度から、審査項目 

に作文を加えて審査させていただきました。２つ目の丸、教育振興対策事業１,５７７万円、 

前年度比２１６万円の減、前年度はスキー１００周年記念事業のため、共通リフト券購入補 

助金を１人３,０００円でした。当年度は、現行の２,０００円に戻しております。３つ目の丸、 

教育課程特例校事業２,０８４万円、前年度ほぼ同額です。小学校で実施の国際理解教育４年 

目でございます。４つ目の丸、青少年交流計画受入事業３万円、外務省の関係団体であるジ 

ャイスが行う｢２１世紀東アジア青少年大交流計画｣事業の受入れでした。平成２２年度から 

スタートし２年目、国際理解教育の拡充に活用しております。当年度は、１０月に中国から 

２５名の留学生を受け入れました。５つ目の丸、学級満足度向上事業１０３万円、事業項目 

を当年度から新設しました。総合計画の指標目標値判定のため、ＱＵ調査を年２回実施しま 

した。
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２８５、２８６ページをお開きください。２目教員住宅費１１３万円、前年度比６９万円 

の減。市内７か所３３戸の教員住宅の維持管理費です。主な減額要因は、前年度実施の後山 

教員住宅ボイラー交換等の修繕工事６３万円が主なるものです。 

２８７、２８８ページをお開きください。３目教育施設管理運営費３８９万円、前年度比 

７３万円の増。１つ目の丸、学習指導センター運営費３４２万円。学習指導センターは、昨 

年９月から大和庁舎に移転し、学校教育課と同じフロアで事務を執っております。３名の指 

導主事(国語、数学、英語)を配置しております。２つ目の丸、言語障害等通級指導事業費４７ 

万円。二つの通級教室を設置しております。１つ目、ことばの教室を城内小学校に設置して 

おります。通級児童２３名、うち７名が湯沢町の子どもたちです。もう一つは発達障がい通 

級教室を北辰小に設置しております。六小と塩小にも出張対応しております。通級児童は２ 

５名で、全て市内の子どもでございます。 

４目育成支援費３,２３９万円、先に述べましたように、子ども・若者育成支援センターの 

新設により、当年度から新たに設けた目でございます。 

２８９、２９０ページをお開きください。１つ目の丸、子ども・若者育成支援センター管 

理運営費６８４万円、一番下の行、施設改修工事費１０８万円は、既存の用具室を第３相談 

室に改修したものでございます。 

２９１、２９２ページをお開きください。１つ目の丸、子ども・若者育成事業費１,８７８ 

万円、２行目の臨時職員賃金１,４８８万円は、子ども担当１０人分と、若者担当２人分とな 

っております。２つ目の丸、家庭教育支援事業費１２３万円、県の補助事業です。１行目の 

報償費１１２万円は、家庭支援コーディネーター４人を六小、北辰小、浦小、塩沢小に「だ 

んぼの部屋」と命名し、各１人を配置しております。学校支援コーディネーターは大崎小学 

校に１名配置しております。 

２９３、２９４ページをお開きください。２項小学校費６億４,６４９万円、前年度比９億 

３,２５３万円の減。主な減額要因は、五十沢地区小学校統合整備事業と大崎小学校プール移 

転改築工事が前年度で完了したことによります。１目小学校教育運営費３億３,０４９万円、 

前年度比２,５４６万円の減。１つ目の丸、小学校管理一般経費、８行目の燃料費、前年度比 

２１４万円の減と、１０行目の電気代、前年度比４５３万円の減の要因に、五十沢地区小学 

校統合による小学校数の減があります。 

２９５、２９６ページをお開きください。下から１１行目の除雪等業務委託料、前年度比 

１９６万円の減、前年度が豪雪のためによるものでございます。 

２９７、２９８ページをお開きください。１つ目の丸、小学校授業運営費５,８５５万円、 

前年度比２,５４４万円の増。４行目の教科書改訂に伴う、教師用指導書購入２,５１２万円が 

主なる増額要因となっております。２つ目の丸、小学校教育振興費１,５９３万円、前年度比 

１５３万円の増。 

２９９、３００ページをお開きください。平成２４年度に浦佐小学校に目の不自由な子を 

受け入れております。弱視学級開設準備として４行目の修繕工事５０万円、５行目の備品購
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入５４万円を実施させていただきました。１つ目から３つ目の丸、就学援助事業費は対象合 

計者数３５９人で、前年度と同数でした。５つ目の丸、小学校設備等整備事業費４,２６６万 

円、６２９台の教育用パソコンのリース料でございます。６つ目の丸、小学校教育振興費３ 

３９万円、図書購入費です。平成２２年度予算からの繰越事業｢住民生活に光をそそぐ交付金｣ 

によるものです。 

２目小学校整備費３億１,５９９万円、前年度比９億７０７万円の減。１つ目の丸、小学校 

大規模改造事業費３６４万円、薮神小学校大規模改造工事設計業務です。２つ目の丸、五十 

沢地区小学校統合整備事業４,７７４万円、本体工事は前年度で完了しておりますが、当年度 

は旧五十沢小学校校舎解体工事を行いました。 

３０１、３０２ページをお開きください。２つ目の丸、小学校大規模改造事業費２億９５ 

７万円、平成２２年度予算からの繰越事業、塩沢小学校大規模改修事業です。３つ目の丸、 

小学校施設等整備事業費９４５万円、同じく平成２２年度予算からの繰越事業、施設修繕工 

事費３６０万円は、赤石小学校ダムウエーター修繕１０９万円ほかの工事となっております。 

空調設備設置工事費５８５万円は、石打小ランチルーム空調設置工事２３４万円ほかの工事 

を実施しました。 

３項中学校費４億７,５１４万円、前年度比２億９,１７８万円の増。主な増額要因は、平成 

２２年度予算からの繰越事業である六日町中学校耐震補強事業と城内中学校及び塩沢中学校 

のプール関連修繕工事でした。１目中学校教育運営費１億６,５０３万円、１３５万円の増。 

３０３、３０４ページをお開きください。いずれも前年度に比して大幅な増減はありませ 

んでした。 

続きまして３０５、３０６ページをお開きください。９行目のバス運行業務委託料２９万 

円、塩沢中学校の野球場及びテニスコートの改修工事を行いました。その際に、代替施設へ 

の生徒のバス送迎委託費でございます。１つ目の丸、中学校授業運営費、４行目の図書購入 

費４４万円は、同和教育副読本を購入しました。 

３０７、３０８ページをお開きください。１つ目の丸、心の教室相談事業費１７３万円、 

中学校６校に週２回半日を原則に心の相談員が相談に入りました。２つ目から４つ目の丸、 

就学援助事業費は対象合計者数２０６人、前年度比２人の増でした。６つ目の丸、中学校設 

備等整備事業費１,４７７万円、２５６台の教育用パソコンリース料です。８つ目の丸、中学 

校教育振興費１１０万円、小学校と同じく図書購入費です。同じく平成２２年度予算からの 

繰越事業｢住民生活に光をそそぐ交付金｣によるものです。 

２目中学校整備費３億１,０１０万円、前年度比２億９,０４３万円の増。 

３０９、３１０ページをお開きください。２つ目の丸、中学校耐震補強事業費２億６,６１ 

９万円、平成２２年度予算からの繰越事業、六日町中学校耐震補強事業です。３つ目の丸、 

中学校施設等整備事業費４０４万円、同じく平成２２年度予算からの繰越事業、城内中及び 

塩沢中のプール関連修繕工事です。 

４項幼稚園費１,４４３万円、前年度比５億８,８１２万円の減。１目幼稚園教育運営費７１
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８万円、浦佐幼稚園閉園により前年度比８９０万円の減となっております。１つ目の丸、私 

立幼稚園振興事業費７１８万円は、幼稚園就園奨励補助金です。市を経由して交付する金城 

幼稚園、六日町幼稚園、長岡聖母幼稚園３園への園児保護者への助成です。２目認定こども 

園整備費７２５万円、前年度比５億７,９２２万円の大幅減。認定こども園整備工事が前年度 

に完了したことによる減でございます。当年度の事業は、旧浦佐幼稚園解体工事を行いまし 

た。

５項社会教育費４億６,００３万円、前年度比１億３,７１１万円の増。主な増額要因、文化 

施設費で前年度比１億１,８８９万円の増。市民会館舞台照明設備改修工事が２億円強で大き 

な増額要因となっております。１目社会教育総務費４１３万円、前年度比４３４万円の減。 

子ども・若者育成支援センターへの業務移行が主な減額要因です。青少年育成センター運営 

費がその大きな減額要因となっております。 

３１１、３１２ページをお開きください。２目公民館費３,６９５万円、前年度比８４１万 

円の減。１目と同様に、子ども・若者育成支援センターへの業務移行が主な減額要因です。 

勤労青少年ホーム管理運営費がその大きな減額要因となっております。１つ目の丸、公民館 

運営一般経費、中央公民館と公民館７分館の運営費です。１行目の公民館分館長報酬１２０ 

万円、五十沢、城内、大巻、浦佐、薮神、大崎、東の７分館長の報酬です。４行目の分館協 

議委員報償費２０１万円、分館協議委員５６人分の報償費です。２つ目の丸、公民館施設管 

理費、大和公民館と塩沢公民館の２施設管理運営費です。 

３１３、３１４ページをお開きください。１つ目の丸、セミナーハウス管理運営費３２４ 

万円、欠之上と塩沢のセミナーハウス２施設の管理運営費です。 

３１５、３１６ページをお開きください。１つ目の丸、公民館事業費１８６万円。主なる 

ものは、中央、大和、塩沢の３公民館事業である各種学級講座講師謝礼です。２つ目の丸、 

高齢者の学習活動参加促進事業費１４３万円、同じく主なるものは、中央、大和、塩沢の３ 

公民館事業である高齢者学級講座講師謝礼です。３目図書館費２,８３８万円、前年度比１, 
１２１万円の増。 

３１７、３１８ページをお開きください。図書館管理請負委託料９６万円は、指定管理者 

の文化スポーツ振興公社委託料です。文化スポーツ振興公社補助金９２９万円は、公社職員 

の人件費です。１つ目の丸、図書館建設事業費１,３５２万円、調査委託料１,２２３万円は、 

不動産鑑定及び店舗移転補償調査委託料です。 

４目文化行政費５,９０９万円、前年度比１,９７６万円の増。主な増額要因は、棚村基金２ 

０周年記念事業と坂戸城跡土地公有化によるものです。 

３１９、３２０ページをお開きください。１つ目の丸、市民の文化・スポーツ奨励棚村基 

金運営事業費１,３４０万円、前年度比１,０８７万円の増。主なる増額要因は、先ほど述べま 

したように棚村基金２０周年記念事業によるもので、記念事業としては、｢昭和の子どもたち 

人形展｣と中学生対象演劇鑑賞｢友情｣の公演でした。いずれも大反響のうちに終わらせていた 

だきました。２つ目の丸、坂戸城跡整備事業費７１５万円、前年度比６６９万円の増。主な



 48  

増額要因は、土地公有化に伴う土地購入費、測量委託費、試掘調査費等となっております。 

３２１、３２２ページをお開きください。２つ目の丸、文化資料展示館２２７万円、ほぼ 

前年度同額。池田記念美術館の維持管理費です。年間入場者数は、１万３,６７５人で、前年 

度より２,３００人強と入場者数は伸びております。４つ目の丸、南魚沼市郷土史編さん事業 

費１,０５５万円、前年度比４７９万円の増。主な増額要因、一番下の行、臨時職員賃金３人 

分の４２０万円となっております。 

３２３、３２４ページをお開きください。１つ目の丸、重要無形民俗文化財指定取組事業 

費３９４万円、前年度比３６８万円の増、主な増額要因は、桜映画社と締結した｢浦佐毘沙門 

堂の裸押合いの習俗｣映像記録作成業務委託でございます。２９２万円でした。３つ目の丸、 

文化資料展示館８０４万円、平成２２年度からの繰越事業です。池田記念美術館の空調設備 

改修４９４万円と、照明設備改修１２６万円ほかとなっております。 

３２５、３２６ページをお開きください。１つ目の丸、南魚沼市郷土史編さん事業費３６ 

６万円、平成２２年度からの繰越事業。六日町史資料編第２巻の印刷製本費他でございます。 

５目文化施設費３億３,１４３万円、前年度比１億１,８８９万円の増。主な増額要因として、 

市民会館舞台照明設備改修工事が２億円強の工事でございました。２つ目の丸、さわらび管 

理運営費５９８万円、前年度比５８７万円の増。６月１日から施設管理を文化スポーツ振興 

公社に５６９万円で委託しました。３つ目の丸、文化施設運営委託事業費７,１２７万円、前 

年度比１,０２６万円の減。市民会館、牧之記念館、今泉博物館の３施設の運営委託です。主 

な減額要因は、今泉博物館が５月末で閉館したことによります。４つ目の丸、市民会館大規 

模改修事業費２億４３８万円、前年度比１億７６８万円の増、前年度は、舞台機構設備改修 

工事を行い、当年度は舞台照明設備改修工事を行いました。５つ目の丸、塩沢公民会館大規 

模改修事業費２,８４２万円、前年度比１,４３５万円の増。前年度は、屋上防水改修工事を行 

い、当年度は空調設備改修工事を行いました。６つ目の丸、社会教育施設改修事業費８１４ 

万円は、大和公民館の外壁改修工事です。７つ目の丸、トミオカホワイト美術館運営費１,２ 

３９万円、財団法人八海山｢白の世界｣文化村からの移管を受け、４月から９月まで直営、１ 

０月から３月までは、指定管理者の文化スポーツ振興公社による運営です。 

３２７、３２８ページをお開きください。１４行目はその指定管理者への委託料４９５万 

円、文化スポーツ振興公社へ委託しました。 

３２９、３３０ページをお開きください。６項保健体育費７億８,６５８万円、前年度比２ 

億５,３２８万円の減。主な減額要因、塩沢地区給食センター整備事業が前年度に完了したこ 

とによります。１目保健体育総務費２,１３８万円、前年度比１７５万円の減。１つ目の丸、 

保健体育一般経費６７万円、前年度比３６万円の増。２行目の基本計画策定委員会報償費２ 

０万円、１９名の委員で委員会を９回開催しました。平成２４年３月に南魚沼市スポーツ振 

興計画として策定完了しております。３つ目の丸、スポーツパラダイス運営費補助金７００ 

万円、前年度同額。公社臨時職員２人の人件費と運営費の文化スポーツ振興公社への補助金 

です。
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３３１、３３２ページをお開きください。８行目の全国高等学校総合体育大会南魚沼市実 

行委員会負担金３００万円、今年度、平成２４年度のインターハイのテニス、自転車競技の 

運営に当たる負担金でございます。２目体育施設費２億１,８１６万円、前年度比８,４０５万 

円の増。主な増額要因、大原運動公園整備事業によるものです。１つ目の丸、体育施設一般 

管理費２,４４２万円、前年度比１６６万円の増。７行目、スポーツ施設整備機器修繕料１３ 

７万円は、乗用草刈機の修繕、及びトレーニングマシーンの修繕ほかの修繕料となっており 

ます。 

３３３、３３４ページをお開きください。１７行目下水道負担金２４５万円は、欠之上ク 

ロカンハウスと浦佐体育館の下水道負担金です。１つ目の丸、体育施設管理委託事業費７,０ 

２２万円、前年度比４５５万円の増。ディスポート南魚沼を含む体育施設１４施設の管理運 

営は、指定管理者の文化スポーツ振興公社が委託料３,５３２万円で行いました。文化スポー 

ツ振興公社補助金３,４３８万円は、公社職員の人件費でございます。次に五日町シャンツェ 

指定管理委託５３万円の指定管理者は五日町観光協会でございます。２つ目の丸、県営石打 

丸山シャンツェ管理費７７４万円、前年度比３４２万円の減。主な減額要因は、前年度、３ 

２３万円の施設修繕工事を実施したことによるものです。１行目の県営石打丸山シャンツェ 

管理運営事務委託７５４万円は、財団法人新潟県スキー連盟に委託しております。３つ目の 

丸、体育施設整備事業費１,９８０万円、前年度比１,８５３万円の増。 

３３５、３３６ページをお開きください。１行目の施設改修工事費１,８８７万円は、石打 

グラウンドの防球フェンス工事ほかの工事を実施しました。１つ目の丸、大原運動公園整備 

事業費８,３３９万円、実施設計業務委託料として４,５１１万円、テニスコートシェルター増 

設工事として３,５６５万円等を行いました。２つ目の丸、体育施設一般管理費２４０万円、 

平成２２年度予算からの繰越事業、南魚沼市スケートボード連盟への補助金です。小栗山サ 

ン・スポーツランドのスケートボードパーク利用調査事業を行いました。３つ目の丸、体育 

施設整備事業費１,０１９万円、同じく平成２２年度予算からの繰越事業、欠之上クロカンハ 

ウス屋根修繕工事ほかの工事を実施しました。３目学校給食費５億４,７０５万円、前年度比 

３億３,９０８万円の減。主な減額要因は、塩沢地区給食センター整備事業が前年度で完了し 

たことによります。２つ目の丸、自校方式事業費５,４１３万円、前年度比２,６９４万円の減。 

塩小と栃窪小以外の塩沢地域小学校５校と後山小学校、合わせて６校の自校給食経費です。 

減額要因としては、塩沢地区給食センターの稼働が２学期からであり、前年度１学期まで塩 

沢小学校と栃窪小学校も自校給食で行っておりました。１行目、臨時職員賃金８８７万円、 

６人分の賃金です。５行目、賄材料費３,６０５万円、前年度比２,１９４万円の減。主な減額 

要因は、塩沢地区給食センターの稼働と、児童生徒数１２人の減少によるものです。 

３３７、３３８ページをお開きください。１つ目の丸、給食センター方式事業費３億９,３ 

０８万円、前年度比１,７５８万円の増。大和、六日町、塩沢の３給食センターの経費です。 

１行目の臨時職員賃金、大和５人、六日町７人、塩沢６人、合計１８人の臨時職員の賃金と 

なっております。７行目賄材料費２億８,２０３万円、前年度比１,０３３万円の増。増額要因
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は、塩沢給食センターの通年稼働によるものでございます。 

３３９、３４０ページをお開きください。１５行目、給食車配送業務委託料３４９万円、 

シルバー人材センターに委託しております。六日町の３台、塩沢２台の給食車配送業務を委 

託しているものでございます。 

３４１、３４２ページをお開きください。１つ目の丸、給食センター方式事業費３４４万 

円、平成２２年度予算からの繰越事業、六日町学校給食センターのうどん丼ぶり３,０００個 

の購入をしたものでございます。２つ目の丸、六日町学校給食センター大規模改修事業費９, 
３６０万円、洗浄システムの改修及び蒸気配管改修工事９,２６４万円と、超音波洗浄機購入 

９６万円となっております。３つ目の丸、自校方式事業費１８０万円、平成２２年度予算か 

らの繰越事業、第二上田小学校食器洗浄機購入でございます。 

７項特別支援学校費２,９９８万円で、当年度から新たに設けた項でございます。２目特別 

支援学校整備費２,９９８万円、耐震補強設計業務委託料５９９万円と実施設計業務委託料２, 
３９９万円です。 

以上、１０款教育費、支出総額２６億４７万円、前年度比較減額１２億４,３０６万円、３ 

２.３パーセントの大幅な減となっております。主な減額要因、前年度で完了した３大事業、 

五十沢地区小学校統合整備事業、浦佐認定こども園建設事業、塩沢地区給食センター整備事 

業によるものです。以上で、１０款教育費の説明を終わります。 

○議 長 教育費に対する質疑を行います。 

○牧野 晶君 ３３８ページの給食センター方式、給食に関してです。それこそ賄材料費 

とかあとは作っている人の賃金とかあるわけですよね。多分出してはいないと思うのですけ 

れど、１食当たり幾らになるのかというのを、 今後出してくれるとまたわかるわけですよね。 

例えば食材費が、食材費はもう決まっているわけですよね、家庭負担で。あとは対する人件 

費あと光熱費とか。考え方として例えば私たちなんて商売している人たちは、やっぱりそこ 

の中で売上げとかを考えてやっていくわけです。そこでやっぱり民と公は違うよと言ったっ 

て、その要は実際のコストがどれだけかかっているのかというのをちょっと知りたいわけで 

す。過去に例えばセンター方式と自校方式の計算というのはしたことがあると思うのですけ 

れど、そうではなくて要は１食当たりのコストをちょっと私見てみたいなという思いがある 

のですが、今後の課題としてぜひ検討していただければと思います。 

あとそれと、３１６ページ図書館管理運営費についてですけれど、今後、新しい図書館に 

ついて図書館のほうを直営でやっていくなんていうふうな話もあるわけです。そこのところ 

で今は振興公社がやっているわけですけれど、振興公社がやっているものの何が悪いのかと、 

今度は直営でやるとどういうメリットがあるのか。こういう点をちゃんと説明をしていかな 

いと、いろいろなところで誤解が出てくるわけです。今やっている振興公社の人がひょっと 

したらやる気がなくなってしまうかもしれないわけですよね。うちらが何か不満なんだって 

よとか、そういうふうになってしまうかもしれないし、ちゃんと良い点、悪い点、メリット、 

デメリットを考えてもらって、最後にじゃあこっちのほうがいいんじゃないかとか、こっち
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のほうがいいんじゃないか、直営のほうがいいんじゃないかとかしていただけるとありがた 

いと思います。そういうのを例えば２３年度とかやったのかどうかについて。 

私なんて直営であろうが振興公社がやろうが、要はサービスが良くなればいいという思い 

があるわけです。例えば本を買うに当たっても予算がないからできないよとか、そういうの 

ではちょっと余りいい答えじゃない（「簡潔に」の声あり）簡潔だと思うのですけれど、そう 

いうふうに思っています。 

例えば本だって今までなかなか漫画本というのは置いてなかったわけですけれど、私が広 

島のほうに視察で行ったときに、漫画図書館なんていうのがあったわけです。広島市漫画図 

書館。これはもう漫画本、例えばワンピースとか子どもが一生懸命見ているような漫画本な 

ども置いたりもして、一日４００人来るとか言っていたのです。そういう点もいいのではな 

いのかなという思いがあるのですが、２３年度に検討したかどうかについて聞かせていただ 

ければと思います。 

○教 育 長 １点目の給食の関係でありますが、これは決算額の総額を食数で割れば出 

ることでありますのでやってみます。 

それから、２点目でありますけれど、図書館の直営ということにつきましては、検討委員 

会を立ち上げ設置しましたときに、この委員会の皆さんから一番先に付けられた要望であり 

ましたので、直営でいきたいなとこんなふうなことでやってまいりました。図書館の面積そ 

れから開館時間、場合によってはもしかしたら年中無休でやるかもしれないというふうなこ 

と等々も、今、可能性としては浮上しております。こういったことを精査しながら、どこま 

で直営、どこまで直営という表現はおかしいですけれど、市の職員がどこまで何人ぐらい入 

って、そのほかには例えば臨時の皆さんですとか、これまで図書館を運営してきた経験を持 

っている皆さんですとか、市民からのボランティアですとか、いろいろなその皆さんの力を 

複合することによって運営方法というものを固めていく、その検討に入らなければならない 

時期にきているというふうに思っています。 

議員ご指摘の２３年度に検討したかということについては、まだ申し訳ないけれどもして 

なかったと答えるしかありませんし、これからそういった検討は大急ぎで詰める必要がある 

と、このように考えるところであります。 

○牧野 晶君 給食についてはわかりました。 

図書館についても図書館検討委員会の方で、できれば直営でやってほしいというふうな話 

があったというような、それはそれでわかるのですが、じゃあ、何でそこのところがあった 

か私はちょっと失念していて覚えていないのです。それと同じように、私が覚えていないと 

いうことは、私も記憶力がいいほうではないですけれど、いろいろなところでちゃんとアナ 

ウンスしていかないと直営で考えている理由というのは、その検討委員会の中でこうこう、 

こういう意見があったというので、まず直営も考えているけれどもいろいろな方法の中でい 

い選択をしていくというふうにして、ぜひいろいろな本が――私も漫画喫茶に行かないで済 

むようなのがあればいいなというふうな思いもあります。いろいろな方向でまた、検討委員
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会は検討委員会、あれから時代も２年、３年流れているわけですし、ぜひいろいろな先進事 

例等をまた考えていっていただければと思います。以上ですがお願いします。 

○樋口和人君 ２点お願いしたいのですが、まず最初に２９２ページの子ども・若者育成 

支援事業ということですが、これは２３年度から始まったということになります。この子ど 

も担当が１０人、若者担当が２人ということですが、ここで単純にこの資料のほうを見ると、 

子ども担当のほうの相談件数が２,９８０回というふうになっていますし、若者については５ 

３３回かな、２人の担当で５３０回ほど、子どものほうは１０人の担当で２,９００回、まあ 

３,０００回ほどということです。 

これを受けて多分今年いろいろな体制は、前年度よりは整えていると思いますが、この辺 

のことで人数的にあるいは何といいますかね、やってみていわゆる相談といったことでこの 

事業がどんな方向性、あるいはどういったことでよかったなとか、そんなことがあったらち 

ょっとお聞かせを願いたいと思います。 

もう１点３３２ページの高校総体の件ですが、これ３００万円、２３年度はということで 

すけれども、多分７月２６日にインターハイのロードレースが坂戸の方をスタート、ゴール 

ということでありました。聞いてみたいのは、ディスポートのところの入り口の自動販売機 

ですか、あれが当日全部使えないようになっていたのです。あれがどういう経緯で使えなく 

なったのか、ちょっとそこら辺をお聞かせ願いたいのですが。 

○教育部長 それでは１点目の子ども・若者育成支援センターの件ですが、設置当初、切 

れ目のない子どもから若者までという考え方で２３年度は設置しました。それで、子ども担 

当の１０人は、前年度からいるスタッフで充実していましたので１０人でやったのですが、 

若者担当については職員の方も応援しながら、この２人というのは臨時職員の人数ですので、 

その辺を補充しながらやっております。その辺の経過についてはこの後、センター長の方で 

今年度の動きにどうつながったのかというのは、ご説明させていただきます。 

２点目の自動販売機の件については、また後で社会教育課長の方でお答えすると思うので 

すが、私が想定することによると、コーラだとかスポンサーがついた関係で、多分そういう 

縛りがあったのかなというふうに想定しているのですが、違った場合、社会教育課長の方で 

答弁させていただきます。 

○子ども・若者育成支援センター長 ただいまのご質問の子どもの方の１０人というのは、 

小学校２０校、中学校６校ということで学校対応ということがかなりありますので、人数的 

には多いようになっております。また、若者担当につきましては、ニート・引きこもりとい 

うことで新規事業で、今までは二十歳までということでどのくらいの相談量かというのが見 

込めなかった中で２名の配置ということでなっております。 

現在、今年度におきましては小学校、子ども担当の相談につきましては、引き続き現場の 

ニーズを把握して課題等を解決していくという方針で、１０名で頑張っていただいておりま 

す。若者担当につきましては、２名のスタッフですけれども、三条サポートステーション及 

び新潟引きこもりセンター等、いろいろな機関と連携をすることができまして、いろいろな
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ノウハウを受けております。これについては若者の方はこちらのセンターで中心に相談を受 

けているという状況で、まだまだ地域に訪問という活動も少ないという現状です。これから 

はニーズに合わせて人員等の整備を図ってきたいと思っております。以上です。 

○社会教育課長 自動販売機のマスクをしているという件についてですが、部長が申した 

とおりでございます。コカコーラ社が、北信越かがやき総体の最も大きなスポンサーになっ 

ております。したがいまして、コカコーラ社の自動販売機以外はマスクをさせていただいた 

と。そのかわりコカコーラ社の方から、サンプルとしてタダでいただけるようなそういった 

ものを大量にいただいていたということであります。以上です。 

○樋口和人君 子ども・若者育成支援センターのほうにつきましては、これからまたいろ 

いろとニーズが増えてくるだろうなと思いますので、ぜひその辺、充実した対応をお願いし 

たいと思います。 

それからその自動販売機の件ですが、どうなのだろう、自動販売機というのは市のもので 

はなくて、多分文化スポーツ振興公社が設置をして、売上げのほうはそちらのほうへ多分入 

る――売上げになるんだかどうだかわからないですけれども、それぞれの業者と公社のほう 

が契約をして入れているものだと思うのです。その辺でそれを多分スポンサーとしてコカコ 

ーラということですが、その辺はちゃんと整合性が取れてやっているのか。 

もう１つ、無料のものをというお話だったのですけれども、どうもそれは役員とか選手の 

方に配ったものだというふうに私は認識しているのです。この非常に暑い時期に、結局応援 

に行った方が飲物を買うところがなかったのですね。いや、ほかのものを排除するのなら排 

除でもいいのですが、コカコーラの方がやっぱりそれは販売でもいいと思うけれども、そう 

いった水分補給をするやつをですね、あれほど熱中症対策とかいろいろ言っているわけです。 

その辺の配慮が非常に欲しかったなと思うのですが、その辺についてもう１回答弁をお願い 

します。 

○社会教育課長 おっしゃるように確かにコカコーラの販売機も方々にあるのですが、全 

体の販売数にはやはりだいぶ制限されておったと思います。その点、コカコーラ社にやはり 

もう少し熱中症とかそういったところを考えていただけるように、話をすべきだったかもわ 

かりません。そこら辺はちょっと配慮が私どもも、もうちょっと足りていなかったかなとい 

うふうには思っております。 

文化公社との整合性でございますけれども、公社の方ではその手数料をいただいていると 

いうことでございますが、そこら辺は事前に話をさせていただいたということでございます。 

以上です。 

○教育部長 今回のインターハイは大成功でしたもので、このロードレースコースと大原 

運動公園、今後も十分活用していきたいと思っています。この次はこの反省を踏まえ、きち 

んとやっていきたいというふうに思っております。以上です。 

○議 長 休憩といたします。休憩後の再開は３時２０分といたします。 

（午後２時５７分）
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○議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後３時１８分） 

○議 長 都市計画課長より発言を求められておりますので、これを許します。 

○都市計画課長 先ほど８款の質疑の中で、佐藤議員の地域公共交通協議会の質問に対す 

る答弁に訂正がありますのでよろしくお願いします。地域公共交通協議会の２４年度設立と 

いうことで答弁をいたしましたけれども、協議会の設立総会を２４年の３月２６日に開催し 

て協議会を立ち上げております。協議会の規約等の施行については４月１日からということ 

で、本年６月２８日に第１回の協議会を開催して、本格的に本年度から動き始めたというこ 

とでございます。以上であります。 

○議 長 教育費に対する質疑を続行いたします。 

○岩野 松君 １～２点お願いしたいのですけれども、３１０ページの全く細かいことで 

すが、市立幼稚園の事業費の補助です。成果の概要というところと先ほどの説明がちょっと 

違ったのか、間違いないのかちょっと確かめたいのです。里咲学園、金城学園、真人学園と 

いうふうにここには記載されていますけれども、先ほどでは長岡の聖母幼稚園という言い方 

を補助に出したような気がします。同じ学校というか幼稚園で、 「しんじんがくえん」と読む 

のだそうですけれども、それは市内のどこにあるのかなと思って実は質問しようと思ったの 

です。長岡にある聖母幼稚園だとすれば、ここから通っているというふうに考えればよろし 

いのか、そこら辺の見解をお聞かせください。 

それともう１点はいじめのことですけれども、今回一般質問でもありました。教育長はい 

じめを隠しているなんてことはないということでありまして、私はそれを信じていますけれ 

ども、今回非常にそれが大きなマスコミになったのは、結局、教育委員会も学校も最初は認 

めない形で推移してきたということが経過としてあると思います。それで、聞くところによ 

るという言い方はあれですけれども、特にいじめ、不登校それから今一斉学力テストなども 

行われています。そういういじめや不登校が増えたり、学力テストの成績が余り芳しくない 

みたいなところは、学校としての評価もあるのですけれども、それに携わる人たち、要する 

に教師へのいろいろな評価の問題があるので、最初はできたらいじめでない普通の亡くなり 

方だということを強調するのが多くなるのだというふうに言われています。新潟県ではそう 

いう考え方とか指導というのは、ちょっとでもあるのかないのか、お聞かせいただきたいと 

思っています。 

○教 育 長 不登校は結果的に３０日以上欠席すれば不登校ということでカウントされ 

てしまいますから、これは恐らく隠しようはないのだろうと思いますが、いじめにつきまし 

ては一般質問の際にもいろいろ申し上げましたけれども、一言で言ってしまえばいじめとい 

うのを平仮名で書いていることに大きな問題があると私は思っているのです。いじめをきち 

んと漢字で書けば、明らかに許せないことだと思うのですが、平仮名で何となくすらすらと 

いじめと書かれますと、子どもの間ではよくあり得ることだみたいな、何となく軽い受けと 

め方をしてしまってきているというふうに私自身は思っています。
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これを隠すというのは非常に許せないことでありますので、また隠してしまったって何も 

解決につながらないわけであります。私がこの間この席で市内においては断じてないとこの 

ように申し上げましたのは、私どもは例えばＡという学校でいじめが、仮にほかの学校より 

も多発したとしましても、そのことで学校や教師の評価を下げるとかそんな考えは全く持っ 

ておりません。むしろ、早く見つけて早く解決するということが一番大切だということで取 

り組んでおりますし、その姿勢は市内の全ての学校で共有してもらっているというふうに思 

っています。したがいまして、これを隠すというふうなことは我が市内では断じてない。 

それから、今、いわゆる全国学力テストのことを引き合いに出されましたので申し上げま 

すが、これは成績だけを調査しているのではありませんで、例えば自分自身にはいいところ 

があるというふうに考えているかとか、あるいはいじめは何があっても許せないというふう 

に考えているかとか、そういったふうな項目についても調査をしております。 

その辺を見てまいりますと、いじめは許せないと考えている子どもが確実に増えておりま 

す。今ほとんどの子どもがそのように答えるようになりましたし、もう１つの自分にはいい 

ところがあるという、これを答える子どもも確実に増えています。ただ、どういうわけかこ 

の地域は自分にはいいところがあるというふうに答える子どもが、全国平均よりも低いとい 

うところに、今現在、一番大きな課題がそこにあるのではないかなと、こんなふうに思って 

おりますが、それはそれといたしましていじめに関しては今申し上げたとおりであります。 

○教育部長 それでは幼稚園振興事業についてご説明しますが、資料にかかっている学校 

法人里咲学園は六日町幼稚園のことです。それと学校法人金城学園は学校法人金城学園金城 

幼稚園となっております。真人学園につても、学校法人の名前に私がさっき説明した聖母幼 

稚園が、私の方でわかりやすい名前で説明させていただきました。それでは聖母学園は１名 

ですが、こっちに籍があって今長岡にいる方に助成をしております。以上です。 

○岩野 松君 「まっと」学園というのですか、インターネットを引いたら「しんじん」 

学園、新潟市にあるというふうな書き方してあったもので、どういうものかなと思ったので 

すが、はい、わかりました。 

いじめのことですけれども、確かに南魚沼市でそういういじめから命を落とすような例は 

私もちょっと記憶にないので、教育長のおっしゃるとおりだと私も確信しております。ただ、 

そこへいくまでの経過の中では、いろいろあるのかなというふうに思っております。いじめ 

もいろいろなケースがあるのですけれども、家の子どもの例なんかでは三角関係の中から不 

登校になって、学校へ行かなくなっていじめにつながったというのもありましたし、それか 

ら家庭内がうまくいかないでその子がいじめになったというのも聞いたこともあります。そ 

ういう事前にあるのは学校側としてもやはりそれを察知するのが、私は家庭内の問題ではあ 

ったとしても当然だというふうに思います。そういうものの対応というのは、どのようにさ 

れているのか。もし、事例があったりしたらお聞かせください。 

○教 育 長 いじめについてもいろいろな背景があるとは思いますが、しかし、どんな 

理由、背景があろうと１人の人間をいじめるということは、 これは許せないことであります。
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ちょうどいい事例といってここでお話し申し上げるわけにもいかないなと思いますが、家庭 

環境がどうであれ、例えば夏暑いときに風呂に入っていないからといって、臭いとか汚いと 

かというふうなことを言うことも、私はおかしいと思います。だから、一言で言えばいかな 

る理由があっても許せない。 

私自身が小さい頃を振り返ってみますと、あの頃はいじめというふうな言葉はなかったで 

すけれども、結構仲間外れにしたり、みんなで馬鹿にしたり、まさにたたいたり冷やかした 

りそんなことは結構あったなと思いますが、そういうことはとにかく許せないのだと。人間 

として許せないのだということでいくべきだというふうに思っております。 

○佐藤 剛君 ４点お願いします。２８２ページ、特色ある学校づくり推進事業補助金で 

すけれども、前年度に比べて３６０万円ぐらい減っていますし、１９年当時に比べると当時 

は１,２００万円ぐらいでしたので相当減っています。今ほかの学校とか新しい学習指導要領 

の下では、個性を大事にして、 また、 生きる力を養って人づくりをしていこうということで、 

特色ある学校づくり精神というのは大変力を入れているところですけれども、このように 

年々大幅に下がっているところの理由をちょっとお聞かせいただきたい。 

次は２９２ページです。子ども・若者支援につきまして、これは一般質問の続きをするわ 

けではないのですけれども、大変今、当市はいいシステムができつつありまして、幼児から 

学校を卒業するまでで継続した支援体制が整いつつあります。そして、資料を見ますと相談 

業務が非常に増えていて、これはいい具合だなというふうなことを思うのですが、もう１つ 

は相談に来られる人はいいのですけれども、ここで相談に来られない人がいっぱいいる。そ 

ういう中で２９２ページにあります家庭教育支援事業で「だんぼの部屋」 、さっき一般質問で 

ちょっと話したのですけれども、よく知らなかったのですが行政とのつなぎ役といいますか、 

そういう役で非常に――私が聞いた限りでは、これこそ今幼児から大人までの支援体制には 

必要な部分かなと。 

一般の人たちは行政で、全部つながっているから行って相談してくださいよと言っても、 

なかなか行けない。そういうところに行ってとっかかりができるというところがありますの 

で、私は非常にここはすばらしいというふうに思っているのです。けれども、その割には報 

償費が１１２万円ぐらいで、これが４人のコーディネーター分だということです。私も聞い 

たら３時間で１,２００円でやっているそうです。これもまだ多分上がったのですよね。上が 

ってそれだけなので、これではちょっと長続きするのかなという思いもあります。私はこう 

いうところを、もうちょっときちんと予算付けもしながら、行政の中で形として取り入れて 

支援体制を組む必要があるのではないかなと思うのですけれども、そこの部分をちょっとお 

聞きをしたいというふうに思います。すみません、ちょっと長くなりました。 

３１８ページです。これは予算のときに聞きました。図書館の管理請負委託料の中の件で 

すが、補助金ですのでこれは図書館の関係の人件費の部分ですけれども、予算時でも聞きま 

した。ここだけはずっと１９年当時から見ると、大変な大きい額で順々に増えているのです 

よね。予算のとき聞いたら、前年度と体制も人も変わっていないのだけれども増えたという
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ことなので、私はちょっと納得いかないなというふうな思いもしていたのです。非常に増え 

方も大きいので、ここのところ正職２名臨時１名の体制は変わっていないそうですけれども、 

そこのところをもう一度、何でここだけどんどん増えていくのかというところをちょっとお 

聞きしたいというふうに思います。 

もう１点が、文化スポーツ公社の指定管理の件です。それがいいとか悪いとか言っている 

のではないのですが、大変このところこの公社に指定管理をお願いすることが多い中で、当 

初、行政が目的として設置した施設が、その目的に沿った形でこれだけ多く抱え込むとやれ 

るかというところなのです。私が余計な心配かもしれませんけれども。そことあと併せて、 

指定管理にするには民間の活力が生かせるかということですけれども、これだけどんどん増 

えると果たしてここら辺がうまくいっているのか、どう考えているのかちょっとお伺いをし 

たい。 

○教 育 長 概略について私の方で答弁を申し上げ、詳細につきましては部長、課長か 

ら補足をさせたいと思います。特色ある学校づくりの予算が１９年度から減少し続けている 

ということでありますが、これにつきましては旧六日町当時に全国に先駆けて始めた事業だ 

というふうに認識しておりますが、学校の裁量で使える予算、特色をはっきりさせるために 

必要な予算、こういうことでやってまいりました。その後ほかの需要が非常に急激に増えま 

した。一番大きいのは特別支援学級の介助員、特別支援助手等々でありますが、そういう中 

でスクラップアンドビルトと言ってしまえば、身も蓋もないようなことに聞こえるかもしれ 

ませんが、一つには限られた予算、財源をどの予算というふうに割り振ってきたかというふ 

うなことでご理解をいただきたいと思います。 

２つ目の子ども・若者育成センターに関連してのだんぼの部屋でありますが、議員ご指摘 

いただきましたように、緩やかに保護者とつながるということが目的であります。もっと深 

刻な問題になってくれば、子ども・若者育成支援センターですとか、またそういったところ 

が関わりますけれども、学校に来たついでに、あるいは学校にはなかなか話しにくいのだけ 

れども、そこには話ができるというような、そういう緩やかなつながりの中でやってきまし 

た。

ご指摘いただきましたように報償といいますかが誠に額が低い、このことについては申し 

訳ないなと思っておりますが、今後全体を見直す中で少しでも改善ができればというふうに 

考えておるところであります。 

図書館の管理でありますが、このあと社会教育課長から答弁申し上げます。 

公社の指定管理でありますけれども、議員ご承知のとおりでありますが、旧３町それぞれ 

いろいろな施設を持っておったわけであります。当初は当然のことながら直営で管理をして 

おりましたが、途中から指定管理ということになってまいりました。指定管理ではなくても 

直営で管理してもいいわけでありますけれども、やはり１つには財政上の理由があって今日 

に至っております。施設の統廃合といいますか整理といいますかそういったこともどこかで 

考えなければならない状況になっているかなというふうに思っておりますが、それにしまし
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ても一つ一つの施設についての利用状況等々の見直しが先行しなければならないとこんなふ 

うに思っているところであります。以下をお願いします。 

○社会教育課長 ３１８ページの図書館の運営に関して公社の補助金、これは人件費に関 

することでございます。おっしゃるとおり正職員２名、それから臨時職員１名で週に１日だ 

け休館日がございますし、多少５時以降もやっている日もあるわけであります。これをいろ 

いろな年休とかそういったものを含めて回しているわけでありますが、平成２２年度は正職 

員２名ですが、そのうちの１名は６０歳以上で一種の再雇用的な形の中で、比較的低い賃金 

だった者。ところが２３年度は今泉博物館が５月末で閉館になったことによりまして、６月 

１日付で異動になった者が人事異動で入ってきたということがあって、２２年度よりは増え 

たということでございます。以上です。 

○佐藤 剛君 後ろのほうから、質問した逆のほうからいきますけれども、指定管理、文 

化スポーツ公社、私はそこが悪いとかというのではなくて、それぞれ３町時代も公で公的施 

設を設置したには設置目的があるわけですよね。私はこれほど本当に抱え込むと、その設置 

目的も思うように果たせているのかなと思うわけです。それで教育長さんおっしゃいました 

ように経費的なこともありますけれども、だけれども経費的な面といいますか、もうこれだ 

け多い中で、公社の中では民間活力を生かしながら経費節減の方向に動いているのかという 

ところがあります。そこら辺も含めて今言ってもあれですから、今後また研究をしていただ 

きたいというふうに思います。 

そしてもう１点だけ、特色ある学校づくり推進事業の件ですけれども、ということでそう 

いうほかの特別支援等の教育予算がかかるようになってきたから、ここが段々少なくなって 

きたということです。それもわからないではないわけですが、私やはり今一番教育の中で求 

められているのは生きる力、そしてまた確かな学力というところです。そういうところを伸 

ばすにはやはり、新しい教育指導要領でも言っているわけですが、県の重点方針にも入って 

いるわけです。やはり特色ある学校づくりというのは、学校なりに力を入れていかないと、 

予算もありますけれどもうまくないというところもあります。来年度以降そこら辺も予算編 

成時には気を配っていただきたいというふうに思います。もし、考え方がありましたらお願 

いいたします。 

○教 育 長 指定管理の施設につきましては、先ほども触れましたが、設置目的等々に 

立ち返りまして、点検といいますか、見直しといいますか、評価といいますか、それらを始 

めていきたいとこのように考えます。確かに公社の皆さんが管理していても民間のノウハウ 

を生かすなどという言葉とは誠にかけ離れた施設も中にはございますので、この辺は議員ご 

指摘のようにきちんと見直しをしていきたいとこのように思います。 

それから特色ある学校づくりの予算の関係でありますが、確かに予算額としては大幅な減 

額でございますけれども、今現在も減額された予算の中でのそれぞれ特色づくりに努力をい 

ただいております。そして、比較的、潤沢とは申しませんけれども、学校が希望する額に近 

い予算をつけられた時期に、いろいろ整備した備品ですとか設備ですとかそういったもので
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引き続き効果を上げているという部分もございますので、その辺のこともまた精査いたしま 

して、必要であれば新年度予算に際してまた要望を上げていきたいとこのように考えており 

ます。 

○岡村雅夫君 簡単に聞きます。中学生の海外派遣についてですが、２８２ページです。 

２０人ということでまた善意によって、個人負担もなくという方が２名ほどいたという話で 

す。実際、個人負担がどれだけ必要になっているのかひとつお伺いします。 

それから、２８４ページです。教育奨学金の基金に１,１００万円つぎ込んでおりますが、 

貸与という奨学金だと思うのです。昨今の事情からしてみてなかなか借りても返せないとい 

う方が多いと聞きますが、そういう点、今、返済の状況はどうなっているのか。人材育成の 

ために給付奨学金なども考えていったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

次に臨時校務員、２９４ページ、小学校と中学校３０２ページですが、臨時校務員という 

形で今、正職員は新たに校務員は採用しないという状況ですが、リタイアしたというかシル 

バー的な方々というか、早く早期退職された方が入っているようであります。これがずっと 

校務員はもう臨時でいくという考えに固執しているのかどうか、その辺ひとつお聞きします。 

それからちょっと深刻だなと思ったのが、３００ページと３０８ページの要保護・準要保 

護児童就学扶助ということで、 合わせて５６５人です。経済的な理由だけの就学援助なのか。 

要保護というのはちょっと何らかの特殊な事情があるのかなという感じがしましたが、その 

辺の内訳があるのかひとつお聞きしておきます。 

次、３１０ページですが、六中の耐震補強の説明が当時あったわけでありますけれども、 

どんどん地盤沈下が進んでいる中で、床下の注入をやったことについて、沈下し続けている 

のにどういう効力をこれから発揮して、問題ないのか、私はちょっと心配なのですが、もう 

一度その説明を聞いておきます。 

もう１点、３２２ページの遺跡発掘資料保存という項目がありますけれども、非常に遺跡 

等があるのを、どういうふうに保存されて、あるいはどういうふうに市民に還元しているの 

か。今後私はそういったものを市民が閲覧できるような形というのが、かなり必要なのでは 

ないかなというような感じがしますが、そういう点はどういう考え方をされていますか。 

○教 育 長 お答えをいたします。まず１点目の中学生のアメリカ研修に際しましての 

個人負担でありますが、大体１０万円・・・ （「１０万円です」の声あり）個人負担は１０万 

円であります。 

奨学金の貸与から給付へという提案でありますが、それができればうれしいところであり 

ますけれども、まだまだ基金の造成が十分できておりませんので、今後市民の厚意などもい 

ただければ、基金を造成しながら貸与額ですとか貸与期間ですとか、あるいは状況によって 

は給付というふうなことについても広げていければありがたいと、このように思っておりま 

す。

臨時校務員につきましては、かたくなにそういうふうに方針を決めたということではあり 

ませんけれども、定員管理の計画等々との関連もありまして、現状ではそのような形でござ
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います。 

それから要保護・準要保護のことであります。言葉は要保護・準要保護でありますが、実 

態としましては保護者の経済的な困窮度に応じてということでございます。 

六中の耐震化の工法でありますが、議員のほうが専門家でありますから大変口はばったい 

物言いになりますが、杭が抜け上がっておりますと、地震が来た際に杭が折れるというリス 

クが非常に高いということから埋め戻しをしておるところであります。 

遺跡の発掘等々の関係であります。ここは正直、私が一番今まで手がつかなかったなと反 

省している点であります。市内からは各地、貴重な出土品を生んでいる遺跡が多数ございま 

すが、これらについて市民の皆さまにきちんと説明し、展示する、そういった方策を早急と 

いいますか今度進めていかなければならないと思っています。 

まず第１点目といたしまして、市民会館の展示ホールなどを活用しまして、かつてもパネ 

ル等々を展示したことがありましたが、そんなふうなことから始めて、市内どんな遺跡があ 

ってどんなものが出土されているということだけでも見ていただくというふうなことから手 

がけて、将来的には出土品の復元したものとか、そういったものを実際見ていただけるよう 

なそういう展示も考えてまいりたいと、このように考えております。 

○岡村雅夫君 ２点について再質問します。要保護・準要保護ですか、私はこういった制 

度がわかって各学校長にお願いする人がほとんどだと思うのですけれども、準ではなくてま 

たその予備的な方々というのがかなりいやしまいかなと思っている。声を出せない、お願い 

できないという人が、いろいろな滞納状況見てだと思うのですけれども、そういった方々が 

どの程度いるのかひとつお聞きしておきます。 

最後の遺跡の問題について、近隣で発掘調査があったときには、本当にそれなりのものが 

出たなという形で、文書等も柳古新田の場合はみんなが１冊ずつ持ったりして、家庭にいっ 

て書物として保存しているという方がいるのですけれども。やはりせっかく、そういった工 

事等に関してあれだけのストップがかかったりするわけですので、貴重なものはきちんとや 

はり保存、復元というのはなかなか大変だかしらないけれども、資料としてきちんとわかる 

ようにしていただいて、この地域こうだったのだなということをまた振りかえられるような、 

そういう教育も必要ではないかなというふうに感じましたので、ぜひ、そういった方針を貫 

いていただきたいと。今現在どういう保管方法をされているか、もし参考になったら教えて 

ください。 

○教 育 長 要保護・準要保護のまたその前の段階というふうなお話もございましたが、 

私どもは一定の基準を設けておりまして、申請をいただいたものをこの基準に照らして判定 

をしております。したがいまして、その前の段階というふうなものは非常に、ないというの 

も変ですけれども。あえて付け加えますと、ただ単純に基準、経済状況だけで切るのではな 

くて、置かれている家族の健康状況ですとかそういったことも考慮して、拾うという言葉も 

おかしいですがそういうケースもありますので、しゃくし定規に基準で切っているというわ 

けではないということだけ申し上げて答弁にしたいと思います。
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発掘された遺跡等々の資料につきましては、議員から提案のように進めてまいりたいと思 

いますし、今現在は破片等々が非常に大量にございますので、それぞれ発掘された現場ごと 

に木の箱に入れられて保管されているという状況でございます。 

○塩谷寿雄君 結構いっぱいありますけれども確実にやりたいと思います。よろしくお願 

いします。言語障がいのことですけれども、非常に行が言えない子どもが増えてきている。 

「あいうえお」という行が言えない子が増えてきているということを伺っています。これは 

小学校に入る前の段階ですね、行が言えない子が増えてきているそうです。それをいろいろ 

今度調べてみてください。 

それと、今の岡村さんの関連になるのですけれども、例えば担任に決まった人が女の人で 

妊婦だったりすると、出産で年の途中でいなくなってしまうのです。担任に臨時が来て、今 

度その人がまた病気になって臨時の臨時とかいって――結構、小学生って担任とやはりいか 

につなげられるかですけれども、非常にその部分が臨時の臨時とかになったり臨時になると、 

せっかく担任というふうに新学期に変わってそうなるのに、その辺をどう考えていくのかと 

いうテーマだと思うのですけれども、よろしくお願いします。 

それと、塩沢中学校プール改修をされてありがとうございました。それで、いろいろ小学 

校でプールの大会等が行われているのですけれども、我々の頃は各地区に行って大会でした。 

でも今は大体決められたプールで各地区がやっていると思いますので、そこの手すりという 

かがペンキが落ちてきてさび付いています。保護者がかなり見に行くので、服等々がかなり 

さびが付くのでそういうところの気の使い方、ペンキ塗りということを要望したいと思いま 

す。

教育用パソコンリースでかなりの金額ですよね。先ほど小学校の６２９台と言ったのです 

けれども、この金額で割ると１台６万７,０００円ぐらいになるのです。リースであれば年間 

例えば５万円やったとしても、この分より全然１,０００万円ぐらい浮くとは思うのですけれ 

ども、そういう考えがあるのかないのか。中学校のほうで割ると５万７,０００円で１万円ぐ 

らい差がついているのですけれども、小学校と中学校の何でこんなに差がつくのかなと思い 

ます。 

欠ノ上のところにクロスカントリーで行くのですけれども、今まで保護者から、土日はす 

ごい数の人間が行きます。そのときに除雪がすごく悪いのですね、あそこ。道の真ん中に雪 

が出ていたりしまして、非常に除雪がなっていない時間帯がちょうどそのピンポイントの時 

間帯です。その辺の配慮をしていただきたいのと、地域が塩沢も大和もあるので、もしそう 

いう欠ノ上みたいないいクロスカントリーの施設が、やはりほかのところにも歩くスキーと 

いったあったほうがいいかなと思いますので、考えられる場所の方向も考えていってほしい 

と思います。 

あとピンポイントで言いますけれども、ディスポートですか、指定管理ですけれども、サ 

ービス業は今、ほとんど休日なしでやっていますので、月曜日ですか休みがあるとは思うの 

ですけれども、そこを無休にしてほしいという市民の方もかなりいると思うのです。そうい
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った考えがいかがでしょうか。以上で何点かになりますが。 

○教 育 長 私のほうで答弁いたしまして、補足は部長、課長にさせたいと思いますの 

でよろしくお願いします。 

言語障がいの方につきましては、就学前のいろいろな例えば保育園、幼稚園でのユニバー 

サルデザイン化というふうなことでの取り組みを始めておりますので、そういう中でまた注 

意しながら見守っていきたいとこのように考えております。 

２点目の女性の先生が担任の場合のことでありますが、過去にもございましたし今現在も 

いつそういう状況になっても不思議はないというそういうことでございます。特に小規模と 

いいますか、１学年１学級で学級担任が６人という学校で、今どこでもそうですが女性の先 

生が圧倒的に多くなっております。それはそれで大変ありがたいことではあるのですけれど 

も、結婚されて妊娠されると、出産直前に産休あるいは育児休業というふうなことに入られ 

ます。当然その代わりは――当然というのがまた私としては非常に不満でもあるわけですが、 

正規の教員ではなくて臨時の先生が代わりとして赴任していただくということになります。 

私が教育長になってから経験した中では、その臨時の先生が国体の強化選手に指定を受け 

て、途中でまた合宿に入ってしまった。また、代わりの人がというふうなことも現実にあり 

ました。子どもたちにとっては決していいことはひとつもありませんので、今後また県教委 

のほうにはいろいろとお願いをしてきたいと、このように思っております。 

ディスポートの無休化については検討してみたいと思いますが、いつ頃からその検討に入 

るか、この辺については部長、社会教育課長に――いいですか。検討に入ってみたいとこの 

ように考えております。 

○学校教育課長 パソコンのリースの関係でございます。小中、確かに台数で割ると差が 

あります。これは導入時期の関係で、２２年度に途中から新たに導入したというものがござ 

いましたので、その差が出てきたということでございます。 

それからお値段でございますが、パソコンの本体だけでなくて、センターサーバーである 

とか保守等も全て含まれたものでございますので、その辺をご理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○教育部長 それでは私のほうから２点ですが、小学校のプールについて前向きに一生懸 

命見ているのですけれども、修繕していきたいなと思っております。 

それと欠ノ上のクロカンコースは南魚沼市の財産、評判がいいコースですもので、除雪の 

実態を速やかに調べ対応していきたいと思いますし、もう１点のほかの地域でクロカンのコ 

ースにいいのはないのかということでありますが、八海山麓スキー場にもコースがあります 

し、そういう目で欠ノ上のクロカンコースを中心にサブ的なものも含めて検討してまいりた 

いと思っております。以上です。 

○塩谷寿雄君 臨時校務員のことですけれども、わかっているというか、例えばもう４月 

の段階で何月生まれるかとわかっている段階があるわけです。４月以降に子どもができた場 

合だったらよくその経緯はわかるのですけれども、４月の段階でわかっていればそういう人
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を担任にするということは、いずれそこで臨時が絶対に必要になるわけです。そういうケー 

スが結構あると思うのです。そういう中でやはりどういう取り組みをしていかなければいけ 

ないかは、これは課題だと思いますので、ぜひ、子どもとの信頼関係なので県のほうにしっ 

かり言っていただきたいと思います。 

いろいろな要望箇所は聞いてもらって・・・あれです。 

パソコンのことで、いろいろサーバー等々あるとは言っておりますが、実際１人１台必要 

なわけです。教室に行っている職員の方がほとんどだと思うのですが、パソコンを使ってい 

る時間は少ないと思うのです。そうした場合に、ほとんど今は個人が持ち運びができるパソ 

コンを持っていると思いますので、そういったことも取り入れられるかどうか。この値段と 

どういうふうに、これより下げればいいわけですから。下げていい取り組みに持っていけれ 

ばいいわけで、どういうふうに考えていくかです。これがそうでなければいけないというの 

だったらわかりますけれども、持っている方が多いと思いますので、それに補助を出してい 

ったほうがいい取り組みができるのかどうかということです。 

○教 育 長 再質問の１点目のことにつきましては、今後、今まで以上に県の教育委員 

会に対して要望していきたいとこのように考えます。 

２点目でありますが、ご指摘のように今はみんな個人でパソコンを持っています。教師用 

のパソコンを公費で入れるようになりましたきっかけが、やはりそこにありまして、それま 

ではみんな自分のノートパソコンを学校へ持ち込んで仕事をして、そのまま持ち歩いたり、 

場合によっては学校に１台、家に１台置いて媒体だけ持ち歩いてというふうなことをやって 

おったのでありますが、あちこち全国的に事故・事件が起きまして、個人情報が漏えいする 

といったことが続きました。結果として学校には個人のパソコンは持ち込ませないというふ 

うなことで、今のようなシステムを作ってまいりましたので、議員のご指摘の部分につきま 

しては、今申し上げたような事情があったということでご理解をいただきたいとこのように 

思います。 

○寺口友彦君 ２９２ページ、子ども・若者育成支援事業の臨時職員、子ども担当は１０ 

名で若者担当は２人ということでありましたけれども、２３年度の動きを見られて２４年度 

でしょうけれども、新潟はまぐみ学級の東條先生の講演がありましたし、その後、子ども・ 

若者育成支援センターのリレー事業で、乳幼児を専門とする方、それから小中学生の支援を 

専門とする方の講演がありました。 

これらを見ていると、要するに相談員の方というのは専門知識も当然ですけれども、発達 

障がいの子どもというのは一人ひとり違うということで、それなりの対応をしていかなけれ 

ばならないと。今、子ども担当で５２人の子どもが相談に来られている。その方は全員発達 

障がいであるとすると５２のパターンがあるということですね。そういうような反省の中で 

２４年度は事業をなされているのだと思いますけれども、今のセンターの３階に若い指導員 

というか相談員の方がいます。彼らをそういうふうに育てていこうというおつもりはあるの 

でしょうけれども、何せその賃金がどうも安いという部分がありますので、この部分を決算
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を受けて今後こういうふうにしていこうというのがありましたらお聞かせを願いたい。 

次が３００ページ、五十沢の小学校の統廃合でありますけれども、安全性に問題があると 

いうことで建て替えが行われて非常によかったわけです。中学校と合体して、今は中学の施 

設をある程度使いながらという初めての試みの学校でありますけれども、実際に入られた児 

童や先生方の評判といいますか、それはどのようなものかというのをちょっとお聞かせを願 

いたい。 

それからもう１点が３３６ページ、大原運動公園の整備事業の中の施設改修工事費であり 

ます。当初予算が５,０００万円の予算でありましたが、決算が３,５６５万円ということで入 

札の効果があったのかどうかわかりませんけれども、大幅な減額決算であったわけです。こ 

の辺について説明をお願いしたい。 

○教 育 長 まず１点目でありますが、子ども・若者育成支援センターで働いていただ 

いております臨時職員の皆さんの賃金が低いというご指摘であります。以前にもこの席で大 

変心苦しいというふうな弁明を申し上げたことを覚えておりますが、なかなか改善が思うよ 

うに進んでいないという状況でありまして、私としましては努力は惜しみませんけれども、 

なかなか進まないということで申し訳ない思いであります。 

五十沢の小学校の統合、中学校との連携、接続でありますが、今のところ教職員の皆さん 

からの感想は好評であります。やはりふだん顔を突き合わすということが、お互いを理解す 

る最善の方法だと思いますし、実際に余り長くない渡り廊下でつながっているというのか、 

２つの学校の先生方からはお互いの様子がわかる。それから、何かを連絡しようというとき 

に、以前だったら自分が考えていることのいろいろなことを説明してから、その要件に入ら 

なければならなかったけれども、一緒に見ているから、極端な話、単刀直入にいろいろな連 

絡ができるとこういうふうなことであります。 

ただ、狭い敷地の中に収めてしまいましたので、建物の構造上真ん中に廊下があってとい 

うふうな教室の配置になっておりますので、今年のように特別暑いと、なかなか昔の学校の 

ような換気が思うようにいかないという、そういう弱点も持っていたなというふうに今、そ 

の点では反省をしております。 

大原の施設の改修につきましては、社会教育課長が答弁申し上げます。 

○社会教育課長 ３３６ページの大原運動公園整備事業の施設改修工事費についてでござ 

いますが、当初予算は５,０００万円以上の金額で、実は工事がちょっと遅れたといいますか 

そんなことで平成２４年度に一部繰越明許をさせていただいております。その金額が約１,０ 

００万円ちょっとございますので、この決算に載っております３,５６５万円については、で 

き上がった工事費の部分だけでございます。２４年度に繰り越されたものにつきましては、 

雪消え後、速やかに完了いたしまして、インターハイテニスでも十分に活用させていただい 

たということでございます。以上です。 

○寺口友彦君 子ども・若者育成支援センターの臨時職員の話をもうちょっとさせてもら 

いますけれども、今年の・・・の中で医師の視点から見た支援、これは乳幼児担当、小中学
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担当ということで、いろいろな視点からの支援ということを聞かせていただいた。そうする 

と、本当に今いる若者たちをとにかくうまく育てて、彼らを専門職員にしなければならない 

という、そういう思いがあるわけです。そうすると、教育長の答弁の中で何とかしてあげな 

ければいけないという思いがありますので、そんなところを本当に若者たちをうまく生かし 

ていただきたいという思いであります。 

それから大原のほうの要するに観覧席を増設した部分でありますけれども、当初は既設の 

部分に接続をしようという部分がありました。それがどうも若干うまくいかないという部分 

で、既存のものを若干壊しながら作ったという経緯もありました。そこの部分が設計上はど 

ういう設計をしたかわかりませんけれども、その部分があって工事が遅れたのではないかと 

思いますけれども、そういうような反省ありますか。 

○社会教育課長 大原運動公園シェルターの部分でありますが、そういうことで遅れたと 

申しますよりも、 やはり工事を無理して急ぐなと申しますか、集中豪雨等がありましたので、 

工事を年度内に必ず終わらせなくてもいいものについては延ばしてもいいですよというよう 

な指導もありましたので、延ばしたということが一番大きな原因かと思っております。以上 

です。 

○教 育 長 臨時職員で働いている皆さんの低賃金の問題でありますが、先ほど申し上 

げたとおりであります。ただ、その方、その方の家庭の状況等々を配慮いたしまして、全体 

でこれだけの仕事の時間というふうなときに、人ごとに多少働く勤務時間を多くしたり少な 

くしたりというふうなことで、ある程度はそれぞれの働いていただいている皆さんの家庭状 

況等々には配慮しているところであります。 

それから、議員からも今回いろいろな研修会にも参加していただきましたが、この研修会 

だけが職員たちの研修の機会というわけではないわけでありますが、いろいろな研修に参加 

させて少しずつでも力をつけさせて、そして意欲の向上ということにもまたつなげていきた 

い。結果的にそのことによって待遇の改善もまた少しずつですけれども進んでいくものと、 

こんなふうに考えているところであります。 

○中沢俊一君 学校教育を中心に２点ほどページを指定しないでお伺いいたします。１点 

目は先般の一般質問の中で、教員の確保でしょうか、魚沼枠が機能していないという答弁が 

ありました。全く残念な話でありますが、これが南魚沼市だけのものか、それともほかのこ 

の魚沼の市町、どういう形で今その辺の経過というのかこれを聞かせてください。 

もう１点は基礎学力の確保ですが、先般、中学生議会がございました。生徒さんの中から 

出てきた提案の中で、漢字とか英語とかこういう検定があるわけですが、これにもう少し市 

のほうが積極的に取り組んで、ある意味必須な教育課程にしたらどうかという提案がござい 

ましたが、教育長はこれについては否定的な答弁でございました。どうしてかなという声が 

傍聴席からもあったわけですが、この辺の、では基礎学力については、各検定についてはど 

ういう今、取り組みをやっているのか。それをひとつ聞かせてください。 

○教 育 長 魚沼枠という採用の制度が始まりました。このことについては私どもも一



 66  

様に大きな期待を寄せたところでありますが、採用数がとにかく少ないのであります。県全 

体の採用数の１割を魚沼枠として採用しますから、このことを最初に聞いたときはすごいこ 

とだと正直思いました。しかし、定年とか定年前に退職されていくこの地域出身の先生方が 

もっと多かったものですから、先般は今ほど議員がご指摘されたような、そんなふうに受け 

取られてもやむ得ない言葉になったかなというふうに反省しています。南魚沼市に限りませ 

んで、いわゆる該当する地域において、例えば中学校で１０人とか採用していただいてきて 

いるわけでありますが、それ以上の人たちがさっき申し上げたとおり退職していかれている 

ような状況がありますので、なかなか地域出身者が増えているところにまでは至っていない 

と、そんなふうな意味合いでございます。 

それから中学生議会のときに基礎学力の関係で、例えば各種検定を受けさせたらどうかと 

こういう中学生からの提案でありましたが、例えば皆さんが相談し合ってみんなで受けよう 

というのは賛成だけれども、教育委員会がこの検定とこの検定は受けなさいという、そうい 

ういわゆる指導はしませんということを申し上げました。 

例えば漢字の検定が、みんなで取り組めばそれはそれぞれ力がつくということはわかりま 

す。しかし、受けたくない子どもがいるのも現実だと思います。その理由はいろいろあると 

思いますが、それに、さあみんなで一斉に取り組みましょうというやり方が果たしていいか 

どうか。例えば学級担任とか校長の判断でやるのだということは、私は一向にかまわないと 

思いますが、例えば教育委員会が市内全ての学校でこれをやりなさいというのは、私はちょ 

っと問題があるかなとこんなふうに思っているところであります。とにかく基礎学力も自主 

的な主体的な取り組みでこそ伸びていくと、こんなふうに私は個人的には思っております。 

○中沢俊一君 １点目でありますが、県教委のほうでそういう方針が出た。しかしながら 

退職と絡めて中長期的に取り組んでいかなければならないということでしょうけれども、当 

然県の教育委員会であれば退職がどのくらい出るかということはわかっているわけでありま 

しょうし、また１０パーセントでしたか県の採用の中で、この辺の枠についてもやはり柔軟 

な対応も必要だと思っていまして、現実に効果なければ何もならないわけです。 

それはそれとしまして、こういう枠を積極的に活用していこう、お医者さんではないけれ 

どもこの地で立派な教員を育てていこうという、そういう誘導策が考えておられるのかどう 

か。その辺をひとつ聞かせてください。 

基礎学力のほうですが、それは確かに受けたくない人もいる。これは全てそうだと思いま 

す。しかしながら、どんなスポーツでもどんなこういう商売でもそうでありましょうけれど 

も、攻めるということと守るということ、両方やはりバランスが必要なわけでして、ただ単 

にそういう懸念だけを心配しながら、守りだけに徹するというのは私はどうも解せません。 

校長先生の判断でというのは確かに立派なことですが、そういう校長先生方とお話をした 

中で、教育委員会としては何せこういう手段もあるわけだから、ちょっとみんなして考えて 

みようではないかと。やはり誘導策が私は必要だと思うのですが、その辺について見解をお 

願いします。
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○教 育 長 魚沼枠の活用、あるいはその前段であれば例えばこの地域、魚沼枠でなく 

てもこの地域の子どもたちが教職を目指して、進んで受験して合格してくれれば、それはそ 

れでまた大事なことです。ですから、魚沼枠だけにはこだわりませんけれども、そういった 

ふうにこの地域の子どもたちが教職を目指して頑張って夢を実現させるという、その支援は 

今後ともあるいはこれまで以上に進めていきたいとこのように思っております。 

先ほどの検定に対する私の考えを申し上げた中で、非常に言葉が不足でありましたので、 

補足を申し上げたいと思います。漢字の検定、あるいは検定でなくても取り組みはいかよう 

にもできるわけであります。それから検定は非常に評価を受けやすいですが、ものによって 

はやはりある程度営業的な色彩の強いものもございます。したがいまして、検定にこだわら 

ずに、それぞれが例えば漢字なら漢字をきちんと覚える、そういった取り組みが各学校ある 

いは各学級でできるものと思っておりますし、あるいはまた家庭で当然できるとこのように 

思っているところであります。 

○中沢一博君 時間を察してしておりますので簡潔にしたいと思います。３００ページの 

先ほど同僚議員からもありましたけれども、パソコンのリースの件でございます。 前にも私、 

質問をさせていただきました。その時点ではまだ検証がされていないというふうな報告をい 

ただきましたけれども、先生方の時間を短縮したいということと、先ほど教育長がおっしゃ 

ったように守秘義務というか機密を出さないという、そういう観点からパソコンを導入した 

というふうに聞いております。 

その後、月日が経っておりますけれども、検証して実際本当はどうだったのかということ 

を、私はそこを問いたいのであります。実際に先ほどおっしゃったように先生方が自分のパ 

ソコンを利用していないのかどうかとそういう現状を、１点最初お聞かせいただきたいと思 

います。 

もう１点はこれは学校の体育館というか、３３２ページになるのでしょうか、どこでしょ 

うか、除雪の件でございます。夜になりますと生涯スポーツという形で、近年のように毎年 

豪雪が増えておりますと、なかなか――体育館をお借りして生涯学習をスポーツでやってい 

られるかと思いますけれども、そこに行かれなかったり、また危なかったりする部分が多々 

あるかと思います。今年のような現状ではどのような状況を掌握されていたのかお聞かせい 

ただきたいと思います。 

○議 長 答弁をお願いします。 

○学校教育課長 まず、パソコンを教員の皆さんが、どのような活用をしているかという 

ようなことだと思います。実際には自分のパソコンを今まで使用していたものを、今度は自 

分の机の上に常時完備されていますから、それを十分に活用しております。実際にその中に 

いろいろなソフトが入っておって、例えば文書関係は直接教育委員会のほうから各人のほう 

に文書が行くような流れを作ったり、あるいは教育的な評価を個人、個人の子どもたちにや 

るわけですけれども、それを全部パソコンの中で取り入れて通知表でしょうか、そういった 

部分を作成できるようにというようなことで活用しています。
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中へすばらしいソフトが入っておって、まだまだなかなかその活用を全ての先生方がやっ 

ておらないという状況がありますので、研修会などを通じてその使用をできるように十分活 

用できるようにしながら、大変多忙な先生方、多忙解消というようなアクションも起こして 

おりますので、そういったものにつなげていきたいというふうに考えております。 

それから、学校の除雪でございます。大変ここ去年、今年大雪だったわけですけれども、 

若干雪が降っているときには一時的に通るのに厳しいという状況もあったかと思いますけれ 

ども、全体的に見れば、体育館のほうの社会体育に活用できるという部分も含めて、まずま 

ずだったのではないかというふうに思っております。以上でございます。 

○中沢一博君 パソコンに関しましてはそういう形で、私は当初、事務時間というかそう 

いう時間帯を削減して、子どもとの触れ合い時間をいっぱい作りたいのだと、そういうこと 

で導入をしたいというそういう話を聞かせていただきました。現実にどのぐらいそういう部 

分でできているのだろうか。やはり私は、今リースでやっていますけれども、最初のときも 

質問させていただきました、購入とリースとどうするのだと。やはり購入は一度にお金がか 

かってしまうと、そういうのでリースをしたというふうに聞いております。 

このようにリース料かなりかさんできているとき、本当に果たしてこれでいいのかどうか 

ということを、今後検証していくというのもやはり考えられるのではないかなというふうに 

感じておりますので、その点をもう１回お聞かせいただきたいと思っております。 

それとあと、体育館の件でありますけれども、私の知っている限りでは、現実に行かれな 

かったとかそういうのも聞いております。そこの細かいことはこういう豪雪の地域ですから 

当たり前のことでありますので、事故がないようにそういう部分だけはきちんと管理をして 

いただきたいというふうに思っております。 

○教 育 長 議員ご指摘いただきましたように、学校に、今はリースでありますけれど 

もパソコンを配備しましたのは、教職員の皆さんが事務処理にとられている時間を少しでも 

削って、子どもたちと向き合う、そういう触れ合う時間を確保したいというところから、心 

掛けたところも非常に大きなウエイトを占めていたわけであります。ではそれが実際どこま 

で実現できたかというお尋ねだと思いますけれども、その他の用件といいますかこれもまた 

増えてまいりましたものですから、当初狙ったほどの成果が上げられているかどうか、これ 

については私自身反省してみなければならないなとこんなふうに思っております。 

体育館でありますが、冬になりますと体育館の玄関までなかなか行かれないという学校も 

現実にございます。議員から今指摘いただきましたことにつきましては、この冬に向けて解 

決ができるかどうかも含めて研究してみたいとこのように考えます。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１０款教育費に対する質疑を終わります。 

○議 長 第１１款災害復旧費の説明を求めます。 

○産業振興部長 災害復旧費につきましては、建設部と交互に説明をさせていただきます
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のでよろしくお願いしたいと思います。それでは３４１、３４２ページをお願いいたします。 

１１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農林水産施設災害復旧費についてご 

説明申し上げます。今年度は支出済額で４８４万９,０００円減の５８７万２,０００円にな 

っております。 

農林施設災害復旧費は８１万８,０００円の増の３２１万５,０００円です。修繕料は林道 

等５件分の修繕です。測量設計等委託料は栃窪地内農災測量委託等４件分でございます。機 

械器具借上料は辻又、吉里地区等４件分です。災害復旧補助金は大和郷土地改良区のパイプ 

ライン復旧補助です。めくっていただきまして、３４３、３４４ページの農地災害復旧工事 

費は栃窪地震災の前払金です。 

○建設部長 第２項第１目の公共土木施設災害復旧費でございます。備考欄の応急復旧費 

（単独）でございます。これは応急的復旧費でございまして、支出済額前年比１５万円ほど 

の減の１３６万円の執行でございました。修繕料６４万円につきましては西枯木又、大崎穴 

地線等の土砂撤去等でございます。以上でございます。 

○産業振興部長 ３項の新潟・福島豪雨災害公共施設復旧費は、２４億２,４９５万２,０ 

００円で、繰越明許費が２９億９,５６１万６,０００円の皆増です。１目の豪雨災害公共施 

設応急復旧費は８億２,１０１万２,０００円で、繰越明許費が８,３０６万９,０００円の皆 

増です。 

測量設計等委託料は補助率増高申請支援等６件分です。応急復旧委託料は、平手川水門管 

理等８件分です。機械器具借上料は君帰地区等１５９件分です。めくっていただきまして、 

３４５、３４６ページの応急復旧工事費は、小栗山地区用水路等１２８件分です。応急復旧 

原材料費は雷土新田地区等４４件分です。 

○建設部長 丸の豪雨災害土木施設応急復旧費でございます。支出済額３億２,８５７万円 

ほどでございます。主なるものにつきましては、３行目の測量設計等委託料１億３４６万円 

ほどでございますが、これは査定設計書作成に係る測量・設計等であります。次の応急復旧 

等委託料１２０万円は登川等の河川公園の土砂上げ、次の道路維持委託料９６６万円につき 

ましては、土砂で堆積しました道路側溝等の清掃でございます。２つ下の応急復旧工事費２ 

億３９４万円につきましては、道路・河川等の２９０か所ほどの応急復旧工事でございます。 

次の丸、豪雨災害その他一般施設応急復旧費でございます。これは関係各課の所管でござ 

いますが、私の方で説明させていただきます。支出済額４億２８万円ほどでございまして、 

災害廃棄物運搬処分等委託料７,９００万円と君帰の地デジ復旧費に係る補助金４０６万円 

ほどが翌年度繰越となっております。主な支出につきましては、修繕料３７８万円でござい 

ますが、消火栓の修理６か所と八海山麓スキー場沈砂池復旧修繕等でございます。調査委託 

料９９万円につきましては、市内の登山道の豪雨被害調査委託でございます。 

次の施設管理等委託料３４０万円につきましては、五十沢キャンプ場の災害復旧管理業務 

委託でございます。清掃業務委託料１,０１１万円につきましては、不燃ごみ処理施設及び土 

砂置場の整地並びに搬入道路の清掃等の支出でございます。２つ下の応急復旧委託料２１８
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万円でございますが、防火水槽の泥上げ１０か所と五日町シャンツェ等復旧委託料の支出で 

ございます。３行下の廃棄物収集運搬処分等業務委託料、これにつきましては水害により発 

生いたしました一般廃棄物の処理、土砂ふるい分け作業及び被災により解体された住宅の廃 

棄物処理のための１億４,３２６万円ほどの支出となりました。 

３４７、３４８ページをお願いします。上から２行目、施設修繕工事費３,４１０万円でご 

ざいますが、これは五十沢キャンプ場内の復旧や大月ほたるの里、八海山麓スキー場のゲレ 

ンデ、大崎ダム湖周遊道路の復旧工事でございます。次の施設改修工事費１億７,０９４万円 

につきましては、被災をしました不燃ごみ処理施設及び桝形山の最終処分場の改修工事でご 

ざいます。また、公共施設災害復旧工事費１,４３２万円ほどでございますが、これは斎場の 

復旧や五日町、深沢の光ケーブルの復旧工事でございます。 

その下の応急復旧工事費２３１万円につきましては、泉盛寺消防団車庫及びサイレンの移 

設等でございます。その下の車両購入費９４５万円につきましては、消防本部の指揮隊車及 

び積載車の購入でございます。消防活動用備品購入費１０５万円につきましては、消防本部 

指揮隊車と積載車の無線購入の支出でございます。また、災害復旧補助金１５１万円ほどで 

ございますが、これにつきましては泉盛寺、君帰地区等の地デジ共聴の復旧費の補助金とい 

うことでございます。以上でございます。 

○産業振興部長 ２目の豪雨災害公共施設復旧費１６億３９３万９,０００円は皆増です。 

中ほどの測量設計等委託料は地図システム等の３１件分でございます。各種業務委託料は、 

残土置場管理費で北田中地区等６件分です。その２つ下の土地借上料は残土置場等１９件分 

です。その２つ下の農地災害復旧工事費は、畦地地区土砂撤去工事等９７３件分です。林道 

災害復旧工事費は、栃原線工事等２７件分です。めくっていただきまして、３４９、３５０ 

ページの補償金ですが、大木六新田地内災害に伴う電柱移設工事補償金です。以上でござい 

ます。 

○建設部長 次の丸、豪雨災害土木施設復旧費でございます。支出済額２億６,７４５万円 

でございます。３行下の測量設計委託料２,１０５万円でございますが、これは山腹崩壊によ 

ります家屋保全のための小規模急傾斜地崩壊防止事業１０か所の測量設計委託料でございま 

す。次の災害復旧工事委託料８９万円ほどでございますが、流雪溝の取水ポンプ場の取水口 

の土砂撤去でございます。 

次の道路維持委託料２,０９８万円につきましては、一次仮置きをしました土砂集積の残土 

処分やふるい分け等に要した費用でございます。５行下の道路災害復旧工事費１億３,１１５ 

万円、河川災害復旧工事費３,４８０万円につきましては、補助災と単独災の２３年度支払額 

でございまして、多くは翌年度繰越額となっておるところでございます。次の公共施設災害 

復旧工事費２,１０６万円につきましては、 流雪溝取水ポンプ場の補助災と銭淵公園の土砂撤 

去工事でございます。次の小規模急傾斜地崩壊防止工事５００万円につきましては、１０か 

所の工事でございまして、２３年度の５００万円は前払金の支出でございまして、工事につ 

いては翌年度繰越となっているところでございます。
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次の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業負担金２,７３９万円でございますが、これは県営 

事業でございます君帰・深沢地区の事業でございまして、市の負担率につきましては事業費 

の５パーセントから１０パーセントとなっておるところでございます。この工事につきまし 

ても一部翌年度繰越となっておるところでございます。 

次の丸、豪雨災害その他一般施設復旧費７０２万円でございます。主な支出につきまして 

は、社会教育課所管のサンスポーツランド、ゲートボール場及びテニスコート土砂撤去１２ 

９万円ほど、市民会館自動火災報知施設修繕工事１０２万円ほど、それと農林課所管の大杉 

山ふるさと農園の管理道路の災害復旧工事の前払金２５０万円ほどでございます。ほかに４ 

か所ほどの施設復旧工事でございます。以上で災害復旧費の説明を終わらせていただきます。 

○議 長 災害復旧費に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１１款災害復旧費に対する質疑を終わります。 

○議 長 第１２款公債費、第１３款諸支出金、第１４款予備費の説明を求めます。 

○総務部長 ３４９、３５０ページでお願いをいたします。第１２款公債費をご説明申し 

上げます。成果の８６ページに記載がございますのでご覧をいただきたいと存じます。１目 

元金でありますが、備考欄をご覧いただきたいと思います。元金償還金が３４億７６３万円 

ほどでございまして、５,４３５万円ほどの減というふうになってございます。 

３５１、３５２ページをお願いいたします。２目利子でありますが、利子償還金で５億６, 

７２９万６,５３６円、記載の長期債利子と一時借入金の利子でございます。１,４２２万円 

ほど減少をしております。なお、別冊の歳入歳出決算資料８６ページ、先ほど申し上げまし 

たが、 そこに記載をされておりますが、当該年度末の起債残高は４８億９,４００万円の発行、 

３４億７３６万円ほどの償還によりまして、差引き３８１億２,８５７万円となりまして、前 

年度より１４億８,６３６万円ほどの増となったものでございます。 

なお、２３年度末の特例債の関係では、これも８７ページに特例債の充当事業一覧として 

表が掲載されておりますのでご覧いただきたいと存じます。現計画では特例債は２７０億円 

というもののうち８３パーセント、２２５億円程度の発行を予定しておりますが、今年、当 

該年度末までで１４６億円でございますので、割合はおおむね６４パーセント程度というこ 

とになります。 

次に１３款諸支出金でございますが、1 目普通財産取得費でございます。土地の購入費と 

いたしまして７万円ほどの執行でございますが、早川団地跡地の側溝移設用地で９.３６平方 

メートルの支出でございます。 

１４款予備費でございますが、備考欄に記載のとおり全３９件、額にして８,１９４万７, 

０００円をそれぞれの款、項、目に充用させていただいたものでございます。 

以上で、第１２款、１３款、１４款の説明を終わります。以上でございます。
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○議 長 公債費、諸支出金、予備費に対する一括質疑を行います。 

○桑原圭美君 公債費の一時借入れについてお聞きしたいと思います。３月１日に返済を 

して同日に５億円借入れをしておりますが、当貸しを利用しなかった理由というのをお聞き 

したいと思います。 

○財政課長 当座借越の契約ができればいいのですけれども、北越銀行のほうで当座借越 

の契約を承諾してもらっておりませんので、そういうことはちょっとしておりません。以上 

です。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１２款公債費、第１３款諸支出金、第１４款予備費に対 

する質疑を終わります。 

以上で、第８８号議案 平成２３年度南魚沼市一般会計決算認定についての質疑を終わり 

ます。 

○議 長 討論を行います。 

まず、原案を認定することに反対者の発言を許します。 

○岡村雅夫君 一般会計に反対の立場で討論に参加させていただきます。昨年度３.１１の 

東日本大震災、福島第一原発の爆発ということが予算議会でありまして、その後７月末には 

福島・新潟豪雨ということで大変な１年だったなというふうに思っております。その原発の 

災害においては、非常に放射能汚染ということで我が市も多大な影響を受けたところでござ 

います。そうした中で直接的にまだ避難者等の被災者受入れということで努力をしていただ 

いた部分については評価するものというふうに思っております。また、いろいろ評価をする 

面はありますけれども、時間の都合上指摘する部分だけひとつ言ってみたいというふうに思 

います。今後の改善を望む立場であります。 

市は市税を見込めるという考え方であったわけでありますが、非常になかなか回復傾向に 

はならないというのがこの結果ではないかなというふうに思っております。私、質疑の中で 

も質問しましたけれども、あらゆるところで滞納という問題がクローズアップされておりま 

して、監査委員の報告にありますようにも、十分な滞納対策を望むというようなことであり 

ますが、私は市民の所得がなかなか伸びない中で、あるいは非常に雇用状況等から考えてみ 

ますと、順調にいい人は多分いいと思うのですけれども、なかなか伸びるどころか所得が下 

がっていくという方々が多いのではないか。そういった方々にとってみると、非常に市税は 

じめいろいろな料金等については、滞納せざるを得ないじり貧の状態というものも出てきて 

いるのではないかなというふうに思います。 

そういった中で、市は決して財政が豊かになったということではないわけでありますが、 

この際ということで合併特例債を可能な限り利用して、事業を展開しているところでありま 

す。最後の項目にもありましたように、いろいろなやらなければならない部分を特例債を充 

ててやっているという部分に関しては、努力の跡が見られるというふうに私も考えておりま
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すが、特に目についた点をこれから３～４点について指摘させていただきます。 

余川保育園これが民設民営というところに踏み切った年でありまして、六日町幼稚園に公 

立の余川保育園を吸収するという形であります。これが国が認定こども園制度というものを 

まだまだ正確に決まっていない中で、まだ移行期のわけでありますけれども、そういった中 

で浦佐認定こども園に始まり、あるいは公設民営、今度は民設民営という形であります。公 

的保育という面を若干ながらも軽視してきている部分が表れたのかなというふうに感じると 

ころであります。これから中保育園の問題もクローズアップされてきているところでありま 

す。

次に大原運動公園についてでありますが、全員協議会等で野球場等の規模等が示されまし 

て１０億円、１０億円と言ったものが１３億９,７００万円の案が出まして、そして６月の段 

階では実施設計がされたときの説明では、１３億９,２００万円というような形できているわ 

けであります。このときにはちょっと珍しかった４,８００万円の実施設計費を削除するとい 

う修正動議を出したのが６月議会でありました。 

そういう点で市長は額面で言わないでくれと、１０億円とか１４億円とか額面で言わない 

ようにしたがいいではないかと。子どもの夢のためだとか、あるいは６月の段階では、私は 

提案するだけであって決めるのは議会だと。議会の理解は得られるものだというようなこう 

いった考え方を示しての邁進でございました。 

また、この年に出たのがララに図書館をという、要するに図書検討委員会の答申を得ての 

ララ内への、場所は委員会の答申がなかったわけですが、市長自らララをということになっ 

てきたわけでありますが、この調査委託料というのがやはり６月に１,７００万円出ているわ 

けであります。私はそのときに開口一番でしたが、街づくり株式会社救済のための図書館建 

設事業ではないか、ということを私が聞きましたら、そうではないということを断言してい 

たわけであります。が、平成１２年３月議会では、ララ救済と取られても仕方がない。合併 

の負の遺産を解消させていただくと、こういうふうに変わってきたわけであります。これを 

どう捉えるかは議員それぞれの考え方だと私は思っております。 

次に特筆すべきところは、いろいろの話題を呼んでおります、今でもまた発展的な話も出 

てきておりますが、西五十沢小学校をコパルに無償譲渡という問題が急きょ発生しました。 

これは小出支援学校の用地として計画をする、実行する間際だったわけであります。このこ 

とによっていろいろ雇用の場とかいろいろ議論のあるところでありますが、急きょ職業訓練 

センターと申しますか総合支援学校をその学校に充てるということで、概算でありますけれ 

ども７億円の事業があそこで発生するというような事態を招いているわけであります。これ 

はどっちがいいとか悪いとかという問題ではなく、そういったことが発生したということで 

あります。 

ちなみに一言どうしても言っておきたいのが、ここに掲げられている国旗、市旗の９月発 

議ですね、顔を見させてもらいますが。そして、もう１点あったのが浦佐幼稚園跡地の減額 

譲渡の問題でありました。これについては、私たちは予算の段階で退席をさせていただきま
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した。こういった取り組みをした１年だったなというふうに思っています。 

私は、今この時期、この財政難の中であっては、合併特例債を利用した形でないとなかな 

か大型事業が見込めないということで、軒並みこういった計画がされてきたというのが、１ 

つの合併特例債があるためと申しましょうか、そんな感じで私はとっています。私は今、行 

政がやらなければならないのは、もっともっと生活に密着した部分、そういった部分を私た 

ちいつも言いますが、暮らし優先に、やはり財政は切り替えていかなければならないのでは 

ないかという立場で、それぞれの大型事業が計画をされた年のこの予算でありました。そう 

いう点で私は一言申し上げて反対討論に参加させていただきました。以上で終わります。 

○議 長 お諮りいたします。本日の会議時間は議案第８８号議案終了までとしたい 

ので、あらかじめ延長したいと思いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本日の会議時間はあらかじめ延長します。 

○議 長 次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

○関 常幸君 南魚みらいクラブを代表して、第８８号議案 平成２３年度一般会計決算 

認定について、賛成の立場で討論に参加いたします。 

前者も話をいたしましたが、２３年度は３月の東日本大震災、福島の原子力発電所の事故、 

７月の豪雨災害と、今までに経験したことのない大災害の年でありました。市長をはじめと 

する職員の皆さんは、市民の不安や心配を払拭すべく、しっかりとした災害対応を図りなが 

ら、重点施策である雇用の問題、医療福祉の充実、子育ての問題、教育・文化スポーツ、産 

業の振興、コミュニティー活動の件、財政の健全化の推進と７つの重点施策も計画どおりに 

取り組み、その成果も大きなものがあります。本当に２３年度は未曾有の災害に対し、休日 

を返上し不眠不休で取り組んだ職員の皆さまに改めて敬意を表します。 

また、市民の期待の大きい事業であります大原運動公園整備、図書館建設、総合支援学校 

建設、魚沼基幹病院建設に伴う市民病院の再整備と大規模事業が具現化された年でもありま 

す。そして、合併以来取り組んできた財政健全化の問題も、平成１８年度２４.６パーセント 

であった実質公債費比率は、１９.１パーセントに改善され、来年度は適正規模１８パーセン 

トを下回ることが予想されます。 

日本経済はヨーロッパの財政危機から円高が進み、経済不況、雇用問題と不安要素を抱え、 

加えて政治の混乱が一層市民生活を不安に陥れています。そういう内外の不透明の中、大災 

害に対応しつつ、市民サービスを落とすことなく確実に重点施策に取り組み、成果を上げた 

２３年度一般会計決算に反対者がいることに怒りを込め、賛成討論といたします。 

最後に岡村雅夫議員は魅力的でありますが、改めて共産党には賛同しかねると思いました。 

以上で終わります。 

○議 長 次に原案を認定することに反対者の発言を許します。 

次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

○山田 勝君 それでは第８８号議案 平成２３年度一般会計決算認定について賛成の立
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場で市政クラブを代表して討論に参加します。 

今ほど関議員が言われましたように、それでもう全てのような思いもいたします。行政執 

行の内容を見ましても、まちづくりの長い視点で着々とやってこられた、そういったことで 

重点施策はおおむね順調にきているのではないかなと私は判断いたします。 

それから、特にやはり特筆すべきは災害復旧のポイントだと思います。災害対応につきま 

しては、職員を含めて先頭に立ってやってこられた、そういったことは非常に評価すべき内 

容だと思います。そして復旧につきましても４０万円未満の市単独復旧など率先してやりま 

した。そして思川地区などの災害関連農地整備、ほかでなかなかないものを早急に対応し、 

非常に負担の少ない中で農地整備ができるといったことにも対応いたしました。これなどを 

含めますと非常に災害対応は全て評価すべきものと私は考えております。 

そして、市債の状況でありますが、さすがに災害復旧関連、それからまちづくりの一端で 

あります合併特例債の執行、そういった面で市債はこれは増えております。ただ、ほかの市 

債を見ますと、臨財債を別にいたしまして全ての市債は減額に向かっております。そういう 

ことで非常に長期的な財政健全化、これは実質公債費比率だけを見ると単純に言えないかも 

しれないのですが、これも先ほど関議員が言いましたように順調に回復に向かっていると私 

は考えております。市長の長年の長期的な方針に間違いがなかったことによるものと私は考 

えております。 

以上、総合いたしまして本決算認定につきましては賛成したいと考えております。多くの 

議員の賛同をお願いいたします。 

○議 長 次に原案を認定することに反対者の発言を許します。 

次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

○塩谷寿雄君 歩む会の塩谷寿雄です。２３年度一般会計決算に賛成の立場で討論に参加 

させていただきます。本当に関議員、山田議員の言われたとおりです。災害に一番、市長を 

筆頭に職員が頑張ってこられました。予算も財政調整基金から８億円以上崩しましたけれど 

も、また７億円積むということは、これは職員の頑張りがやはり一番だったと思います。 

それと、岡村さんの反対討論を聞いていると、何か後ろ向きなのですよね。我々はこれか 

ら先に向かっていかなければいけないのに、対しまして大原運動公園もそうですし、コパル 

でまた雇用ができる、もっと前向きなことをやっていかなければいけない。それは議会でも 

一緒に向かっていかなければいけないと私は思っております。ぜひ、共産党の反対討論は出 

ましたが、賛成にひっくり返ってくれればなと思います。ぜひ、全員一致で賛成していただ 

きますようよろしくお願いしたいのと、部課長が今年で辞める方がかなりの人数がいますけ 

れども、平成３３年度に向かって２１６億円また下げるということを打ち出しているわけで 

ございます。ぜひ、次の幹部、職員、またはじめ職員にぜひこの意気込みを継いでいってい 

ただきまして、南魚沼市をよろしくお願いしたいと思います。 

以上で、賛成討論を終わります。よろしくお願いします。 

○議 長 次に原案を認定することに反対者の発言を許します。
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次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

○佐藤 剛君 私は２３年度一般会計決算に賛成の立場で討論に参加させていただきます。 

私たち市民クラブは６月の議会で修正案を出しました。私たちが思うような形にはならなか 

ったわけであります。そのほかにも先ほど反対者が発言しましたように、議場の中ではいろ 

いろな考え方がありまして、いろいろな議論の中で物事が決まっていくわけであります。決 

まったものについては、不満が残っても私たち議会は、議会の中で決まったことについて、 

そしてまた執行部はそれを執行していくというようなことで決算があるわけですので、そこ 

をやはり第一に考えていただかなければならない。 

岡村さんの、反対者のおかげで１年間、大変議論を尽くした議場でありまして私は大変感 

謝しているのですけれども、決まった中での結果ということで、私は非常に執行の面ではよ 

かったのではないかというふうに思います。 

特に年度の途中に先ほどから出ていますあの災害を無事、それでなくても厳しい財政の中 

で対応できたということは、この２３年度の決算については、いつもの決算より以上に私は 

評価すべき点があるというふうに思います。また、最後を見れば、まだまだ私たちもこの使 

い方どうなのだということもありましたけれども、その中で逐次執行部のほうはこれから改 

善の方向で考えているようでありますので、その辺を確認させていただきましたので、私は 

この２３年度決算については賛成をしたいと思います。終わります。 

○議 長 次に原案を認定することに反対者の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。 

第８８号議案 平成２３年度南魚沼市一般会計決算認定について、本案は原案のとおり認 

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって、第８８号議案は原案のとおり認定することに決定しました。 

○議 長 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。 

○議 長 次の本会議は９月２０日午前９時３０分から当議事堂で開きます。大変ご 

苦労さまでございました。 

（午後５時０８分）


